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本資料は令和４年度診療報酬改定に基づいて作成しています。新型コ
ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 拡 大 に 対 応 し た 算 定 要 件 の 変 更 や 施 設 基 準 の
届出の取扱いの臨時的な変更等があるので、ご所属の保険医療機関で
診 療 報 酬 請 求 を す る に あ た っ て は そ の 時 点 で の 取 扱 い を 確 認 し て 請
求を行ってください。 
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Ⅰ はじめに 
 
 保 険 医、 保 険 医 療 機 関 と して 保 険 診 療 、 保 険 請求 を 行う に は 、 健 康保 険 法 等 の
各種 関係 法令 に基 づ く必 要が ある。従っ て、こ れら の関 係法 令を 知ら ない こと は 、
行政 処分 を免 れる 理 由に はな らな い。 
 

【 保険医登録・保険医療機関指定の取消処分の基準 】 
・故 意に 不正 又は 不 当な 診療(診療 報酬 の請 求)を 行っ たも の  
・ 重 大 な 過 失 に よ り 不 正 又 は 不 当 な 診 療 (診 療 報 酬 の 請 求 )を し ば し ば 行 っ た

もの                           監査要綱  
 

Ⅱ 保険医、保険医療機関の責務 
 

１ 保険医とは   
 

健 康 保 険 法 の 規 定 に よ り 、 「 保 険 医 療 機 関 に お い て 健 康 保 険 の 診 療 に 従 事 す る
医 師 は 、厚 生 労 働 大 臣 の 登 録を 受 け た 医 師 で な けれ ば な ら な い 。 」 （健 康 保 険 法
第 64 条 ）と され て いる 。  
 

保険医登録  
医 師 国 家 試 験 に 合 格 し 、 医 師 免 許 を 受 け る こ と に よ り 自 動 的 に 保 険 医 と し

て 登 録 さ れ る わ け で は な い 。 医 師 が 保 険 診 療 を 担 当 し た い と い う 自 ら の 意 思
によ り、勤務 先の 保 険医 療機 関の 所在 地（勤 務し てい ない 場 合は 住所 地）を管
轄す る地 方厚 生(支 )局長 へ申 請す る（ 所 在地 を管 轄す る地 方 厚生(支)局の 事務
所が ある 場合 には 、当該 事務 所を 経由 し て行 う）必 要が ある 。（健 康保 険法 第
71 条 ）ま た、 申請 後交 付さ れた 保険 医 登録 票は 適切 に管 理 し、 登録 内容 に変
更が 生じ た時 には 速 やか に（変 更の 内容 によ って は保 険医 登 録票 を添 えて）届
け出 る必 要が ある 。  

  

２ 保険医療機関とは  
 

病院 、診 療所 とは 、医師 が公 衆又 は特 定 多数 人の ため 医業 を 行う 場所 であ る（医
療法 第１ 条の ５） 。  

保 険 医 療 機 関 は 、 健 康 保 険 法 等 で 規 定 さ れて い る 療 養 の 給 付 を 行 う 病 院 、 診 療
所で ある 。  

保 険 医 療 機 関 の 指 定 は 、 病 院 、 診 療 所 の 開 設 者が 、 そ の 自 由 意 思 に 基 づ い て 申
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請す るこ とに より 、 厚生 労働 大臣 が行 う （健 康保 険法 第 65 条） 。  
 

３ 保険医と保険医療機関の責務等  
 

保険医の責務  
保険 医療 機関 にお い て診 療に 従事 する 保 険医 は、厚生 労働 省 令（ ＊注 ）で定め

ると ころ によ り、健 康保 険の 診療 に当 た らな けれ ばな らな い（健康 保険 法第 72
条） 。  

 

保険医療機関の責務  
保険 医療 機関 は 、従 事す る保 険医 に厚 生 労働 省令（＊ 注 ）で 定め ると ころ に

より、診療 にあ たら せる ほか、厚生 労働 省令（ ＊注）で定 め ると ころ によ り、
療養 の給 付を 担当 し なけ れば ならない （ 健康 保険 法第 70 条 ）。  

 

療養の給付に関する費用  
療 養 の 給 付 に 要 す る 費 用 の 額 は 、 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る と こ ろ に よ り 算 定

する （健 康保 険法 第 76 条 第２ 項） 。  
保 険 医 療 機 関 は 、 療 養 の 給 付 に 要 す る 費 用 の 額 か ら 被 保 険 者 が 支 払 う 一 部

負担 金を 除い た額 を 保険 者に 請求 する （ 健康 保険 法第 76 条 第１ 項） 。  
 

（＊ 注）ここ でい う 厚生 労働 省令 が「保険医療機関及び保険医療養担当規則」
（療養担当規則）で あり 、保 険診 療を 行 うに 当た って 、保 険 医療 機関 と保 険医
が遵 守す べき 基本 的 事項 を定 めた もの で ある（Ⅳで 詳述 し、本紙 ペー ジ 76 以
降に 全文 を掲 載） 。  

 

４ 主な関係法令  
 

保 険 診 療 の 前 提 と し て 健 康 保 険 法 の み な ら ず 、医 師 法 ・ 医 療 法 ・ 医 薬 品 医 療 機
器 等 法等 をも 遵守 する 必 要が ある 。 
 

医師法  
(1) 免許（第２条） 
(2) 免許の相対的欠格事由(第４条) 

次の いず れか に該 当 する 者に は免 許を 与 えな いこ とが ある 。 
一 心 身 の 障 害に より 医 師の 業務 を適 正に 行 うこ とが でき ない 者とし て厚

生 労 働省 令で 定め るも の 
二 麻 薬 、 大 麻又 はあ へ んの 中毒 者 
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三 罰 金 以 上 の刑 に処 せ られ た者 
四 医 事 に 関 し犯 罪又 は 不正 の行 為の あっ た 者 

 
(3) 免許の取消、医業の停止（第７条第１項） 

医 師 が 免 許 の 相 対 的 欠 格 事 由 の い ず れ か に 該 当 し 、 又 は 医 師 と し て の 品
位を 損す るよ うな 行 為が あっ たと きは 次 の処 分を する こと が でき る。 
一 戒 告  
二 ３ 年 以 内 の医 業の 停 止 
三 免 許 の 取 消し 

 
(4) 応召義務等（第 19 条） 

診療 に従 事す る医 師 は、診察 治療 の求 が あっ た場 合に は、正 当な 事由 がな
けれ ばこ れを 拒ん で はな らな い。 

診察 若し くは 検案 を し、又は 出産 に立 ち 会っ た医 師は 、診 断 書若 しく は検
案 書 又 は 出 生 証 明 書 若 し く は 死 産 証 書 の 交 付 の 求 が あ っ た 場 合 に は 、 正 当
な事 由が なけ れば 、 これ を拒 んで はな ら ない 。 

 
(5) 無診察治療等の禁止（第 20 条） 

医 師 は 自 ら 診 察 し な い で 治 療 を し 、 若 し く は 診 断 書 若 し く は 処 方 せ ん を
交付 して はな らな い （保 険診 療と して も 当然 認め られ ない 。 ）。  

 

無診察治療とは 
・ 例 えば 定期 的に 通院 する 慢性 疾患 の 患者 に対 し、診察 を 行わ ず処 方せ

んの 交付 のみ をす る こと 。実 際に は診 察 を行 って いて も、診 療録 に診
察に 関す る記 載が 全 くな い場 合や、「 薬 のみ」等の 記載 しか ない 場合
には 、後 に第 三者 か ら見 て無 診察 治療 が 疑わ れか ねな い。こ のよ うな
こと を避 ける ため に も診 療録 は十 分記 載 する 必要 があ る。 

 
(6) 処方箋の交付義務（第 22 条） 

医 師 は 、 患 者 に 対 し 治 療 上 薬 剤 を 調 剤 し て 投 与 す る 必 要 が あ る と 認 め た
場 合 に は 、 患 者 又 は 現 に そ の 看 護 に 当 た っ て い る 者 に 対 し て 処 方 せ ん を 交
付し なけ れば なら な い。 

 
(7) 診療録の記載及び保存（第 24 条）  

医師 は、診療 をし た とき は、遅滞 なく 診 療に 関す る事 項を 診 療録 に記 載し
なけ れば なら ない 。  



 

- 6 - 

 

・ 医 療安 全上 の問 題が 生じ た場 合、診 療録 の記 載の 有無 や その 内容 が重
要視 され るこ とも 多 い。忙 しい から 週末 にま とめ て診 療録 を 記載 する
とい った こと はし て はい けな い。 

 診 療 録 は 、 ５ 年 間 保 存 し な け れ ば な ら な い 。 勤 務 医 の 診 療 録 に つ い て は
病 院 又 は 診 療 所 の 管 理 者 が 保 存 し 、 そ れ 以 外 の 診 療 録 に つ い て は 医 師 本 人
が保 存す る。  
 

(8)  罰 則  
上 記 の う ち 、 第 20 条 （ 無診察治療等の禁止） 、 第 2 2 条 （ 処方箋の

交付義務）又 は 第 24 条 （ 診療録の記載及び保存）の 規 定 に 違 反 し た 者
は 50 万 円 以 下 の 罰 金 を 処 せ ら れ る 。 な お 、 第 ７ 条 第 １ 項 （ 免許の取
消、医業の停止）の 規 定 に よ り 医 業 の 停 止 を 命 ぜ ら れ た 者 で 、当 該 停
止 を 命 ぜ ら れ た 期 間 中 に 、 医 業 を 行 っ た も の は 、 １ 年 以 下 の 懲 役 若
し く は 50 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 し 、 又 は こ れ を 併 科 す る 。  

 

医療法  
(1) 目的（第１条） 

医 療 法 の 目 的 は 、 医 療 を 受 け る 者 に よ る 医 療 に 関 す る 適 切 な 選 択 を 支 援
する ため に必 要な 事 項、医療 の安 全 を確 保す るた めに 必要 な 事項 、病 院 、診
療 所 及 び 助 産 所 の 開 設 及 び 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 並 び に こ れ ら の 施 設 の 整
備 並 び に 医 療 提 供 施 設 相 互 間 の 機 能 の 分 担 及 び 業 務 の 連 携 を 推 進 す る た め
に 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と 等 に よ り 、 医 療 を 受 け る 者 の 利 益 の 保 護 及 び 良
質 か つ 適 切 な 医 療 を 効 率 的 に 提 供 す る 体 制 の 確 保 を 図 り 、 も つ て 国 民 の 健
康の 保持 に寄 与す る こと。  

 

(2) 医療の基本理念（第１条の２） 
医療 は、生 命の 尊重 と個 人の 尊厳 の保 持 を旨 とし、医師、歯 科医 師、薬剤

師、看 護師 その 他の 医療 の担 い手 と医 療 を受 ける 者と の信 頼 関係 に基 づき、
及び 医療 を受 ける 者 の心 身の 状況 に応 じ て行 われ ると とも に 、その 内容 は、
単 に 治 療 の み な ら ず 、 疾 病 の 予 防 の た め の 措 置 及 び リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン を
含む 良質 かつ 適切 な もの でな けれ ばな ら ない 。  

医療 は、国民 自ら の 健康 の保 持増 進の た めの 努力 を基 礎と し て、医療 を受
ける 者の 意向 を十 分 に尊 重し、病院、診 療所、介護 老人 保健 施設、介護 医療
院、調 剤を 実施 する 薬局 その 他の 医療 を 提供 する 施設（ 以下「医療 提供 施設 」
とい う。）、医 療を 受け る者 の居 宅等（ 居宅 その 他厚 生労 働 省令 で定 める 場
所を いう。以下 同じ 。）にお いて 、医 療 提供 施設 の機 能に 応 じ効 率的 に、か
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つ 、 福 祉 サ ー ビ ス そ の 他 の 関 連 す る サ ー ビ ス と の 有 機 的 な 連 携 を 図 り つ つ
提供 され なけ れば な らな い。  

 

(3) 医師等の責務（第１条の４） 
医師、歯科 医師、薬 剤師、看護 師そ の他 の医 療の 担い 手は、第１ 条の ２に

規定 する 理念 に基 づ き、医療 を受 ける 者 に対 し、良質 かつ 適 切な 医療 を行う
よう 努め なけ れば な らな い。  

医師、歯科 医師、薬 剤師、看護 師そ の他 の医 療の 担い 手は、医療 を提 供す
るに 当た り、適切 な 説明 を行 い、医療 を 受け る者 の理 解を 得 るよ う努 めなけ
れば なら ない 。  

医 療 提 供 施 設 に お い て 診 療 に 従 事 す る 医 師 及 び 歯 科 医 師 は 、 医 療 提 供 施
設相 互間 の機 能の 分 担及 び業 務の 連携 に 資す るた め、必要 に 応じ 、医 療を受
け る 者 を 他 の 医 療 提 供 施 設 に 紹 介 し 、 そ の 診 療 に 必 要 な 限 度 に お い て 医 療
を 受 け る 者 の 診 療 又 は 調 剤 に 関 す る 情 報 を 他 の 医 療 提 供 施 設 に お い て 診 療
又 は 調 剤 に 従 事 す る 医 師 若 し く は 歯 科 医 師 又 は 薬 剤 師 に 提 供 し 、 及 び そ の
他必 要な 措置 を講 ず るよ う努 めなけれ ば なら ない 。  

病 院 又 は 診 療 所 の 管 理 者 は 、 当 該 病 院 又 は 診 療 所 を 退 院 す る 患 者 が 引 き
続 き 療 養 を 必 要 と す る 場 合 に は 、 保 健 医 療 サ ー ビ ス 又 は 福 祉 サ ー ビ ス を 提
供 す る 者 と の 連 携 を 図 り 、 当 該 患 者 が 適 切 な 環 境 の 下 で 療 養 を 継 続 す る こ
とが でき るよ う配 慮 しな けれ ばな らな い 。  

医 療 提 供 施 設 の 開 設 者 及 び 管 理 者 は 、 医 療 技 術 の 普 及 及 び 医 療 の 効 率 的
な提 供に 資す るた め 、当 該医 療提 供施 設 の建 物又 は設 備を 、当該 医療 提供施
設に 勤務 しな い医 師 、歯 科医 師 、薬 剤師 、看 護師 その 他 の医 療の 担い 手の 診
療、 研究 又は 研修 の ため に利 用さ せる よ う配 慮し なけ れば ならな い。   

 
(4) 病床の種別（第７条第２項） 

一 精神 病床 （精 神 疾患 を有 する 者） 
二 感染 症病 床（ 一 類感 染症 、二 類感 染 症(結 核を 除く )、新 型イ ンフ ルエン

ザ等 感染 症、 指定 感 染症 、新 感染 症の 患 者）  
三 結核 病床 （結 核 の患 者） 
四 療養 病床 （長 期 にわ たり 療養 を必 要 とす る患 者） 
五 一般 病床 （そ れ 以外 ）  

・ 結核 でな い者 を 結核 病床 に入 院さ せ たり 、精 神疾 患を 有 しな い者 を
精神 病床 に入 院さ せ たり する こと は望 ま しく ない 。 

 

(5) 入院診療計画書（第６条の４） 
病院 又は 診療 所の 管 理者 は、患者 を入 院 させ たと きは 、当 該 患者 の診 療を
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担 当 す る 医 師 に よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 の 作 成 並 び に 当 該 患
者 又 は そ の 家 族 へ の 交 付 及 び そ の 適 切 な 説 明 が 行 わ れ る よ う に し な け れ ば
なら ない 。  
一 患者 の氏 名、 生 年月 日及 び性 別 
二 当該 患者 の診 療 を主 とし て担 当す る 医師 の氏 名 
三 入院 の原 因と な った 傷病 名及 び主 要 な症 状 
四 入院 中に 行わ れ る検 査、手術 、投薬 その 他の 治療（ 入院 中の 看護 及び 栄

養管 理を 含む 。） に 関す る計 画  
五 その 他厚 生労 働 省令 で定 める 事項 
 な お、入院 基本 料 の算 定に は、保険 診 療上 規定 され た入 院 診療 計画 の基準

に適 合す るこ とが 必 要で ある 。  
 

５ 保険診療の基本的ルール  
 

○  保 険診 療 は 、 健 康 保 険 法等 の 各 法 に 基 づ く 、保 険 者 と 保 険 医 療 機関 と の 間 の
「公 法上 の契 約」 に 基づ いて いる 。 

○  保 険医 療 機 関 は 、 健 康 保険 法 等 で 規 定 さ れ てい る 保 険 診 療 の ル ール （ 契 約 の
内容 ）に 従っ て、 療 養の 給付 及び 費用 の 請求 を行 う必 要が あ る。  

○ 保険 医は 、保 険 診療 のル ールに従 っ て、 療養 の給 付を 実 施す る必 要が ある 。  
 

保 険 診療 とし て診 療報 酬 が支 払わ れる には 次 の条 件を 満た さな け れば なら ない 
① 保 険 医 が 
② 保 険 医療 機関 におい て  
③ 健 康 保険 法、 医師 法 、医 療法 、医 薬品 医 療機 器等 法の 各種 関 係法 令 の規定を 遵守 し  
④ 『 保 険医 療機 関及 び 保険 医療 養担 当規 則 』 の規定を遵 守 し  
⑤ 医 学 的 に妥当 適切 な 診療 を行い  
⑥ 保 険 医療 機関 が診 療 報酬 点数 表 に定めら れた とお りに 請 求を 

行っ てい るこ と。 

 

６ 保険医療機関の指定の取消し及び保険医の登録の取消しに関する規定   
 

健 康 保 険 法 第 80 条 及 び 第 81 条 に お い て 、 保 険 医 療 機 関 の 指 定 及 び 保
険 医 の 登 録 の 取 消 し の 規 定 が あ る 。 健 康 保 険 法 に 関 連 し た 違 反 を 行 っ た
場 合 は も ち ろ ん の こ と で あ る が 、 以 下 の 法 律 で 罰 金 刑 に 処 せ ら れ た と き
及 び 命 令 ・ 処 分 に 違 反 し た 場 合 は 、 保 険 医 療 機 関 の 指 定 及 び 保 険 医 の 登
録 の 取 消 し の ほ か 、指 定・登 録 拒 否 と い う こ と も あ り え る の で 、十 分 に 注
意 す る 必 要 が あ る 。  
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【  参 考  】  
健康 保険 法施 行令 （ 大正 15 年勅 令第 243 号 、最 終改 正： 令 和５ 年２ 月）  
第四 章 保険 給付  
（保 険医 療機 関等 の 指定 の拒 否等 に係 る 法律）  

第三 十三 条の 三 法 第六 十五 条第 三項 第 三号 、第 七十 一条 第 二項 第二 号、第
八十 条第 七号 、第 八 十一 条第 四号 、第 八 十九 条第 四項 第五 号 及び 第九 十五条
第八 号の 政令 で定 め る法 律は 、次 のと お りと する 。 

一  船 員保 険法(昭和 十四 年法 律第 七 十三 号) 
二  医 師法(昭和 二十 三年 法律 第二 百 一号) 
三  歯 科医 師法(昭和 二十 三年 法律 第 二百 二号) 
四  保 健師 助産 師 看護 師法(昭和 二十 三年 法律 第二 百三 号) 
五  医 療法(昭和 二十 三年 法律 第二 百 五号) 
六  私 立学 校教 職 員共 済法(昭和 二十 八年 法律 第二 百四 十 五号) 
七  国 家公 務員 共 済組 合法(昭和 三十 三年 法律 第百 二十 八 号) 
八  国 民健 康保 険 法(昭 和三 十三 年法 律第 百九 十二 号) 
九  医 薬品 、医 療 機器 等の 品質 、有 効 性及 び安 全性 の確 保 等に 関す る法

律(昭 和三 十五 年法 律第 百四 十五 号) 
十  薬 剤師 法(昭 和三 十五 年法 律第 百 四十 六号) 
十一  地 方公 務員 等 共済 組合 法(昭 和三 十七 年法 律第 百五 十 二号) 
十二  高 齢者 の医 療 の確 保に 関す る法 律(昭和 五十 七年 法律 第八 十号) 
十 三  再 生 医 療 等 の 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律(平成 二 十 五 年 法 律 第八

十五 号) 
十四  臨 床研 究法(平成 二十 九年 法律 第 十六 号) 

２  法 第 八 十 条 第 九 号 、 第 八 十 一 条 第 六 号 及 び 第 九 十 五 条 第 十 号 の 政 令 で 定
める 法律 は次 のと お りと する 。  
（上 記一 から 十四 と 同一 ） 
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Ⅲ わが国の医療保険制度の現状 
 

１ わが国の医療保険制度  
 

(1) 医療保険制度の種類 
わ が 国 の 医 療 保 険 は 、 サ ラ リ ー マ ン 等 の 被 用 者 を 対 象 と し た 被 用 者 保 険 制度

（健 康保 険（ 健保 ）、共 済保 険（共 済 ）、船 員保 険（船 保 ）等）と 、自 営業 者等
を対 象と した 国民 健 康保 険制 度と に大 き く二 分さ れる 。 

高齢 者に つい ては 、 後期 高齢 者医 療制 度 が適 用と なる 。 
 

 
 

(2) 医療保険制度の特徴 
わが 国の 保険 医療 制 度の 特徴 は、「国 民 皆保 険制 度」、「 現 物給 付制 度」、「フ

リー アク セス 」の ３ 点に 集約 され る。 
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(3) 保険診療の具体的な仕組み 
患者 は、保 険医 療機 関の 窓口 で一 部負 担 金を 支払 い、残 りの 費用 につ いて は、

保険 者か ら審 査支 払 機関 を通 じ、 保険 医 療機 関に 支払 われ る こと とな る。 
こ の 仕 組 み は 健 康 保 険 法 そ の 他 の 医 療 保 険 各 法 に 規 定 さ れ て お り 、 そ れ らの

規 定 に 同 意 し た 保 険 医 療 機 関 等 が 自 由 意 思 で 参 加 す る こ と に よ り 実 施 さ れて い
る 。 こ れ が 、 保 険 診 療 が 「 保 険 者 と 保 険 医 療 機関 と の 間 で 交 わ さ れ た 公 法 上 の
契約 に基 づく“契 約 診療”」 と称 され る ゆえ んで ある 。  

 

 
 

２ 国民医療費の推移  
 

「令 和２ 年度 国民 医 療費 の概 況」 によ る と、国民 医療 費は 約 42.97 兆円 、前年
度の約 44.39 兆 円 に比べ 14,230 億円 、3.2％ の減 少 とな って いる 。人 口一 人 当た
りの 国民 医療 費は 34 万 0,600 円、 前年 度の 35 万 1,800 円 に比べ 11,200 円、 3.2
％減 少し てい る。国 民医 療費 の国 内総 生 産(GDP)に対 する 比 率は 8.02％（前 年度
7.79％ ）と なっ てい る。  
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Ⅳ 保険医療機関及び保険医療養担当規則について 
（いわゆる「療担」、「療養担当規則」）  

 

健 康 保 険 法等 に お い て 、保 険 診療 を 行 う 上 で 保 険 医療 機 関 と 保 険 医 が 遵守 す べ
き 事 項 とし て 定 め ら れ た 厚 生労 働 省 令 で あ り 、 大き く 以 下 の 事 項 に つき 取 り ま と
めら れて いる 。  

・第１章：保険医療機関の療養担当  
療養 の給 付の 担当 範 囲、 担当 方針 等  

・第２章：保険医の診療方針等  
診療 の一 般的 ・具 体 的方 針、 診療 録の 記 載 等  

 
(1) 療養の給付の担当の範囲（第１条） 

保険 医療 機関 が担 当 する 療養の給 付の 範 囲は 、以 下の 通り で ある 。 
① 診察  
② 薬剤 又は 治療 材 料の 支給 
③ 処置 、手 術そ の 他の 治療 
④ 居宅 にお ける 療 養上 の管 理及 びそ の 療養 に伴 う世 話そ の 他の 看護 
⑤ 病院 又は 診療 所 への 入院 及び その 療 養に 伴う 世話 その 他 の看 護 

 
(2) 療養の給付の担当方針（第２条） 

保険 医療 機関 は、 懇 切丁 寧に 療養 の給 付 を担 当し なけ れば な らな い。 
保 険 医 療 機 関 が 担 当 す る 療 養 の 給 付 は 、 患 者 の 療 養 上 妥 当 適 切 な も の で なけ

れば なら ない 。  
 
(3) 適正な手続の確保（第２条の３） 

保 険 医 療 機 関 は 、 そ の 担 当 す る 療 養 の 給 付 に 関 し 、 厚 生 労 働 大 臣 又 は 地 方厚
生 局 長 若 し く は 地 方 厚 生 支 局 長 に 対 す る 申 請 、 届 出 等 に 係 る 手 続及 び 療 養 の 給
付に 関す る費 用の 請 求に 係る 手続 を適 正 に行 わな けれ ばな ら ない 。 
（例 ）急 性期 一般 入 院料 １で 届け 出し て いた が、看護 師の 数 が少 なく なり 、７：

１が 維持 出来 なく な った ため 、急 性期 一 般入 院料２に 届出 し なお した 。  
 
(4) 経済上の利益の提供による誘引の禁止（第２条の４の２） 

保 険 医 療 機 関 は 、 患 者 に 対 し て 、 一 部 負 担 金 の 額 に 応 じ て 収 益 業 務 に 係 る物
品 の 対 価 の 額 の 値 引 き を す る 等 、 健 康 保 険 事 業 の 健 全 な 運 営 を 損 な う お そ れ の
あ る 経 済 上 の 利 益 の 提 供 に よ り 、 自 己 の 保 険 医 療 機 関 に お い て 診 療 を 受 け る よ
うに 誘引 して はな ら ない 。 
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ま た 、 事 業 者 又 は そ の 従 業 員 に 対 し て 、 患 者 を 紹 介 す る 対 価 と し て 金 品 を提
供 す る 等 、 健 康 保 険 事 業 の 健 全 な 運 営 を 損 な う お そ れ の あ る 経 済 上 の 利 益 の 提
供に より 自己 の保 険 医療 機関 で診 療を 受 ける よう に誘 引し て はな らな い。 

 
(5) 特定の保険薬局への患者誘導の禁止（第２条の５、第 19 条の３） 

処方箋の交付（第 23 条） 
患 者 に 対 し て 、 「 特 定 の 保 険 薬 局 に お い て 調 剤 を 受 け る べ き 旨 の 指 示 等 」を

行 っ た り 、 「 指 示 等 を 行 う こ と の 対 償 と し て 、 保 険 薬 局 か ら 金 品 そ の 他 の 財 産
上 の 利 益 」 を 受 け た り す る こ と は 、 療 養 担 当 規 則 に よ り 禁 止 さ れ て い る 。た だ
し 地 域 包 括 診 療 料 、 地 域 包 括 診 療 加 算 を 算 定 す る 保 険 医 療 機 関 が ① 連 携 薬 局 の
中 か ら 患 者 自 ら が 選 択 し た 薬 局 に お い て 処 方 を 受 け る よ う に 説 明 す る こ と 、 ②
時 間 外 に お い て 対 応 で き る 薬 局 の リ ス ト を 文 書 に よ り 提 供 す る こ と や 、 保 険 医
療 機 関 が 在 宅 で 療 養 を 行 う 患 者 に 対 し て 在 宅 患 者 訪 問 薬 剤 管 理 指 導 の 届 出 を行
っ た 薬 局 の リ ス ト を 文 書 に よ り 提 供 す る こ と は 「 特 定 の 保 険 薬 局 へ の 誘 導 」 に
該当 しな い。  

保 険 医 は 、 そ の 交 付 し た 処 方箋 に 関 し 、 保 険 薬 局 の 保 険 薬 剤 師 か ら 疑 義 の照
会が あっ た場 合に は 、適 切に 対応 する 必 要が ある 。 

 
(6）受給資格の確認等（第 3 条） 

保 険 医 療 機 関 は 、 患 者 の 受 給 資 格 を 確 認 す る 際 、 患 者 が マ イ ナ ン バ ー カ ード
を 健 康 保 険 証 と し て 利 用 す る オ ン ラ イ ン 資 格 確 認 に よ る 確 認 を 求 め た 場 合 は 、
オ ン ラ イ ン 資 格 確 認 に よ っ て 受 給 資 格 の 確 認 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 な お 、
現 在 紙 レ セ プ ト で の 請 求 が 認 め ら れ て い る 保 険 医 療 機 関 に つ い て は 、 オ ン ラ イ
ン資 格確 認導 入の 原 則義 務付 けの 例外 と する 。 

また、保険 医療 機関（上記 の例 外と なる 保険 医療 機関 を除 く 。）は、患者 がマ
イ ナ ン バ ー カ ー ド を 健 康 保 険 証 と し て 利 用 す る オ ン ラ イ ン 資 格 確 認 に よ る 確 認
を 求 め た 場 合 に 対 応 で き る よ う 、 あ ら か じ め 必 要 な 体 制を 整 備 し な け れ ば な ら
ない 。  

 
(7) 診療録の記載及び整備、帳簿等の保存（第８条、第９条、第 22 条） 

保 険 医 は 、 患 者 の 診 療 を 行 っ た 場 合 に は 、 遅 滞 な く 、 必 要 な 事 項 を 診 療 録に
記 載 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 保 険 医 療 機 関 は 、 こ れ ら の 診 療 録 を 保 険 診 療
以 外 （ 自 費 診 療 等 ） の 診 療 録 と 区 別 し て 整 備 し 、 患 者 の 診 療 録 に つ い て は そ の
完 結 の 日 か ら ５ 年 間 、 療 養 の 給 付 の 担 当 に 関 す る 帳 簿 ・ 書 類 そ の 他 の 記 録 に つ
いて はそ の完 結の 日 から ３年 間保 存し な けれ ばな らな い。 
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(8) 施術の同意（第 17 条） 
患 者 が あ ん 摩 ・ マ ッ サ ー ジ 、 は り 及 び き ゅ う の 施 術 を 受 け る 際 に は 医 師 の同

意 が 必 要 と な る が 、 患 者 の 疾 病 又 は 負 傷 が 自 己 の 専 門 外 で あ る こ と を 理 由 に 診
察 を 行 わ ず に 同 意 を 与 え る 、 い わ ゆ る 無 診 察 同 意 を 行 っ て は な ら な い 。 医 師 の
診察 の上 で適 切に 同 意書 の交 付を 行う こ とが 求め られ る。  

 

(9) 特殊療法・研究的診療等の禁止（第 18 条、第 19 条、第 20 条） 
医 学 的 評 価 が 十 分 に 確 立 さ れ て い な い 、 「 特 殊 な 療 法 又 は 新 し い 療 法 等 」の

実施、「 厚生 労働 大 臣の 定め る医 薬品 以 外の 薬物」の使 用、「研究 の目 的」によ
る検 査の 実施 など は 、保 険診 療上 認め ら れる もの では ない 。 
（例 外） Ⅶ３ （1） 及び （3） （ ペー ジ 66、 68）参 照  
・評 価療 養及 び患 者 申出 療養 （健 康保 険 法第 63 条第 ２項 第 ３号 及び 第４ 号）  

 

(10) 健康診断の禁止（第 20 条） 
健康 診断 は、 療養 の 給付 の対 象と して 行 って はな らな い。 

 

(11) 濃厚（過剰）診療の禁止（第 20 条） 
検査、投薬、注射 、手術・処置 等は、診 療上 の必 要性 を十 分 考慮 した 上で 行う

必要 があ る。  
 

(12) 適正な費用の請求の確保（第 23 条の２） 
保 険 医 は 、 そ の 行 っ た 診 療 に 関 す る 情 報 の 提 供 等 に つ い て 、 保 険 医 療 機 関が

行 う 療 養 の 給 付 に 関 す る 費 用 の 請 求 が 適 正 な も の と な る よ う 努 め な け れ ば な ら
ない 。  

「請求関係は事務に一任しているのでこんな請求がされているとは知らなか
った。」と い う よ う な こ と が な い よ う に 保 険 医 は必 要 に 応 じ て 診 療 報 酬 明 細 書
（ レ セ プ ト ） を 確 認 す る な ど 、 自 分 の 診 療 録 記 載 等 に よ る 診 療 の 情 報 等 が 請 求
事務 担当 者に 適切 に 伝わ って いる か確 認 する必要 があ る。  
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Ⅴ 医科診療報酬点数に関する留意事項 
 

１ 診療録（カルテ）  
 

 
○ 診療報酬請求の根拠は、診療録にある。 
 

 

(1) 診療録とは 
診療 録（ カル テ ）は 、診 療経 過の 記録 で ある と同 時に 、診 療 報酬 請求 の根 拠で

も あ る 。 診 療 事 実 に 基 づ い て 必 要 事 項 を 適 切 に 記 載 し て い な け れ ば 、 不 正 請 求
の疑 いを 招く おそ れ があ る。 

 
(2) 診療録に関する規定 

① 診療録の記載（療養担当規則第 22 条、医師法第 24 条） 
② 診療録の保存（療養担当規則第９条、医師法第 24 条第２項） 

 
(3) 記載上の留意点（一例） 

・ 診療 の都 度、 診 療の 経過 を記 載す る 。 
必然 的に 、外 来患 者 であ れば 受診 の都 度 、入 院患 者で あれ ば 原則 とし て毎 日、
診療 録の 記載 がな さ れる こと にな る。 

・  慢 性 期 入 院 患 者 、 集 中 治 療 室 入 室 中 の 患 者 、 慢 性 疾 患 で 長 期 通 院 中 の 患 者
等に つい ても 、診 療 録の 記載 が必 要な こ とは 当然 であ る。 

・  診 療 録 に 記 載 す べ き 事 項 が 、 算 定 要 件 と し て 定 め ら れ て い る 診 療 報 酬 点 数
の項 目が ある こと に 留意 する 。 

・  修 正 等 の 履 歴 が 確 認 で き る よ う 、 記 載 は ペ ン 等 で 行 う と と も に 、 修 正 は 修
正液 ・貼 り紙 等を 用 いず 二重 線で 行う 。 

・ 責任 の所 在を 明 確に する ため 、記 載 の都 度必 ず署 名を 行 う。  
 
(4) 医療情報システム（電子カルテ等）に関する留意点 

「医 療情 報シ ステ ム の安 全管 理に 関す る ガイ ドラ イン 第 6.0 版 」（ 令和 ５年
５ 月 ） が 厚 生 労 働 省 か ら 公 表 さ れ て い る の で 、 医 療 情 報 を 扱 う 際 に はこ れ に 十
分留 意す る。  
・  シ ス テ ム 管 理 者 及 び 監 査 責 任 者 等 を 定 め 、 個 人 情 報 保 護 及 び 情 報 セ キ ュ リ

ティ 等に 留意 した 、 運用 管理 規定 を定 め るこ と。 
・ 診療 録等 の真 正 性、 見読 性、 保存 性 を確 保す るこ と。  
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真正性： 改変 又は 消 去及 びそ の内 容を 確 認で きる 。  
記録 の責 任の 所在 が 明ら か。  

見読性： 記録 事項 を 直ち に明 瞭か つ整 然 と機 器に 表示 し、 
書面 を作 成で きる 。  

保存性： 記録 事項 を 保存 すべ き期 間中 、 復元 可能 な状 態で 保 存す る。  
・  個 人 情 報 が 入 力 、 参 照 又 は 保 存 さ れ て い る 端 末 や 情 報 媒 体 等 の盗 難 や 紛 失

防 止 も 含 め た 物 理 的 な 保 護 及 び 措 置 並 び に 盗 難 、 覗 き 見 等 の 防 止 を 行 う こ
と。 また 、同 端末 等 の設 置場 所の入退 管 理等 を行 うこ と。  

・  利 用 者 が 個 人 情 報 を 入 力 ・ 参 照 で き る 端 末 か ら 長 時 間 離 席 す る 際 に ク リ ア
スク リー ン等 の対 策 を実 施す るこ と。 

・  類 推 さ れ や す い パ ス ワ ー ド を 使 用 し な い こ と 。 ま た 、 類 似 の パ ス ワ ー ド を
繰 り 返 し 使 用 し な い こ と 。 な お 、 類 推 さ れ や す い パ ス ワ ー ド に は 、 利 用 者
の 氏 名 や 生 年 月 日 、 辞 書 に 記 載 さ れ て い る 単 語 等 が 含 ま れ る も の が あ る 。
そ し て 、 そ れ ら を 記 し た メ モ を 端 末 に 掲 示 し た り 、 医 師 が そ れ ら を 看 護 師
に伝 達し 、食 事、 臨 時処 方等 のオ ーダ ー を代 行入 力等 させ な いこ と。 

 

２ 傷病名  

 

 
○ 診断の都度、医学的に妥当適切な傷病名を、 

診療録に記載する。 
○ いわゆる「レセプト病名」を付けるのではなく、 

必要があれば症状詳記等で説明を補うようにする。 
 

 

(1) 傷病名記載上の留意点 
・  医 学 的 に 妥 当 適 切 な 傷 病 名 を 主 治 医 自 ら つ け る こ と 。 請 求 事 務 担 当 者 が 主

治医 に確 認す るこ と なく 傷病 名を つけ る こと は厳 に慎 むこ と 。 
・ 診断 の都 度、診 療録（ 電子 カル テを 含む。）の 所定 の様 式に 記載 する こと 。

な お 、 電 子 カ ル テ 未 導 入 の 医 療 機 関 に お い て 、 「 医 療 情 報 シ ス テ ム の 安 全
管 理 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 」 に 未 準 拠 の オ ー ダ ー エ ン ト リ ー シ ス テ ム に 傷
病名 を入 力・保 存し ても、診療 録へ の傷 病名 の記 載と は見 な され ない ため 、
必ず 診療 録に 記載 す るこ と。 

・ 必要 に応 じて 慢 性・ 急性 の区 別、 部 位・ 左右 の区 別を す るこ と。 
・ 診療 開始 年月 日 、終 了年 月日 を適 切 に記 載す るこ と。  
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・  傷 病 の 転 帰 を 記 載 し 、 病 名 を 逐 一 整 理 す る こ と 。 特 に 、 急 性 病 名 が 長 期 間
に わ た り 継 続 す る 場 合 に は 、 医 学 的 妥 当 性 の あ る 傷 病 名 と な っ て い る か適
宜見 直し をす るこ と 。  

・  疑 い 病 名 は 、 診 断 が つ い た 時 点 で 、 速 や か に 確 定 病 名 に 変 更 す る こ と 。 ま
た、当 該病 名に 相当 しな いと 判断 した 場 合は、その 段階 で中 止と する こと 。 

 
(2) いわゆる「レセプト病名」について 

実 施 さ れ た 診 療 行 為 を 保 険 請 求 す る 際 に 、 審 査 支 払 機 関 で の 査 定 を 逃 れ るた
め、実 態の ない 架空 の傷 病名（ いわ ゆる「レセ プト 病名」）を傷 病名 欄に 記載 し
て レ セ プ ト を 作 成 す る こ と は 、 極 め て 不 適 切 で ある 。 例 え ば 、 非 ス テ ロ イ ド 性
抗 炎 症 薬 （ Ｎ Ｓ Ａ Ｉ Ｄ ｓ ） を 投 与 し た 患 者 に プ ロ ト ン ポ ン プ イ ン ヒ ビ タ ー（ Ｐ
Ｐ Ｉ ） を 併 用 し た の で 、 医 学 的 に 胃 潰 瘍 と 診 断 し て い な い に も か か わ ら ず「 胃
潰 瘍 」 と 傷 病 名 を つ け て お い た 、 等 で あ る 。診 断 名 を 不 実 記 載 し て 保 険 請 求 し
た こ と に な り 、 場 合 に よ っ て は 、 返 還 対 象 と な る ば か り か 、 不 正 請 求 と 認 定 さ
れる 可能 性も ある 。  
 
【 不適切な傷病名の例 】 

① 実施 した 検査 の 査定 を逃 れる ため の 傷病 名  
・「 播種 性血 管内 凝 固」   →出 血・ 凝 固検 査  
・「 急速 進行 性糸 球 体腎 炎」 →Ｍ ＰＯ － ＡＮ ＣＡ 検査 
・「 深在 性真 菌症 」     →（ １→ ３ ）－ β－ Ｄ－ グル カ ン検 査 
・「 間質 性肺 炎」      →KL-6、SP-A、SP-D 

② 投薬 ・注 射の 査 定を 逃れ るた めの 傷 病名  
・「 上部 消化 管出 血 」「 胃潰 瘍」 →適 応 外の Ｈ２受容 体拮 抗 剤の 使用  
・「 播種 性血 管内 凝 固」     →適 応 外の 新鮮 凍結 血漿 の 使用  
・「 腹膜 炎」          →広 域 スペ クト ラム の抗 菌 薬 

 
(3) 症状詳記 

医 学 的 に 妥 当 適 切 な 傷 病 名 等 の み で は 、 診 療 内 容 の 説 明 が 不 十 分 と 思 わ れる
場合 は、 請求 点数 の 高低 に関 わら ず、 「 症状 詳記 」で 補う 必 要が ある 。 

・ 当該 診療 行為 が 必要 な具 体的 理由 を 、簡潔 明瞭 かつ 正確 に記 述す るこ と。 
・ 客観 的事 実（ 検 査結 果等 ）を 中心 に 記載 する こと 。 
・ 診療 録の 記載 や レセ プト の内 容と 矛 盾し ない こと 。 
・ 虚偽 の内 容を 記 載し ない こと 。 
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（例 ）心 臓血 管外 科 の手 術中 、注 射用 ラ ンジ オロ ール 塩酸 塩 を予 防的 に投与
す る た め に 、 実 際 に は 起 き て い な い 頻 脈 性 不 整 脈 が 起 き た と 症 状 詳
記に 記載 する 。  

 

３ 基本診療料等  
 

 
○ 外来患者が医療機関に来院しても、初診料・再診料（外来

診療料）等が請求できない場合がある。 
○ 入院基本料等を算定するための要件があることに 

留意する。 
 

 

(1) 初診料・再診料（外来診療料） 
初診 料・再診 料（ 外 来診 療料)は、保険 医療 機関 にお ける 初 診又 は再 診に 対する

基 本 的 な費 用 に つ い て 評 価 する も の で あ る 。 初 診料 に つ い て は 、 病 院・ 診 療 所 と
も 同 一 であ る が 、 再 診 を 行 った 場 合 に 算 定 す る 再診 料 と 外 来 診 療 料 につ い て は 、
許可 病床 のう ち一 般 病床 に係 るも のの 数 が 200 以 上で ある 場合 には 外来 診療 料を
算定 する 。  
 
(2) 初診料・再診料（外来診療料）の算定時の留意点 

①  初 診 又 は 再 診 が 行 わ れ た 同 一 日 で あ る か 否 か に か か わ ら ず 、 当 該 初 診 ・ 再
診 に 伴 う 一 連 の 行 為 と 見 な さ れ る 場 合 に は 、 こ れ ら の 費 用 は 当 該 初 診 料 ・
再 診 料 （ 外 来 診 療 料 ） に 含 ま れ 、 別 に 再 診 料 （ 外 来 診 療 料 ） は 算 定 で き な
い。  

【 一連の行為と見なされる場合がある例 】 
・ 初診 ・再 診の 際 に行 った 検査 、画 像 診断 の結 果の みを 聞 きに 来た 場合 。 
・ 往診 等の 後に 、 薬剤 のみ を取 りに 来 た場 合。 
・ 初診・再診 の際 に検 査、画 像診 断、手術 等の 必要 を認 め たが、一旦 帰宅 し、

後刻 又は 後日 に検 査 、画 像診 断、 手術 等 を受 けに 来た 場合 。 
 
②  同 一 日 に 、 他 の 傷 病 に つ い て 、 新 た に 別 の 診 療 科 を 初 診 と し て 受 診 し た 場

合は 、２ つ目 の診 療 科に 限り 初診 料の 1/2 を算 定で きる 。 ただ し、 一定の
要件 を満 たす 必要 が ある 。 

【 ２つ目の診療科で初診料の算定できない例 】 
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・  １ つ 目 と ２ つ 目 の 診 療 科 で 受 け た 診 療 が 同 一 疾 病 、 ま た は 互 い に 関 連 の
ある 疾病 であ る場 合 。 

（例 ）内 科で 糖尿 病 の継 続管 理中 の患 者 が、 糖尿 病性 網膜 症 の疑 いで 眼科
を受 診す る場 合  

・ １つ 目と ２つ 目 の診 療科 の保 険医 が 同一 の場 合。 
・  患 者 が 専 門 性 の 高 い 診 療 科 を 適 切 に 受 診 で き る よ う 医 療 機 関 が 設 置 し た

総合 外来 等を 受診 後 、新 たに 別の 診療 科 を受 診し た場 合。 
 
③  同 一 日 に 患 者 が 医 療 機 関 の 事 情 に よ ら ず 、 自 ら の 意 思 に よ り 別 の 診 療 科 を

再診 とし て受 診し た 場合 には、２科 目の 診療 科に 限り 再診 料（外来 診療 料）
の約 1/2 を算 定で き る。  

 
④  電 話 等 に よ る 再 診 は 、 患 者 の 病 状 の 変 化 に 応 じ 、 医 師 の 指 示 を 受 け る 必 要

があ る場 合に 限り 再 診料（外 来診 療料 は 除く ）が 算定 でき る 。た だし 、定期
的 な 医 学 管 理 を 前 提 と し て 行 わ れ る 場 合 は 算 定 で き な い 。 な お 、 通 常 の 再
診と 同様 に、 電話 再 診の 内容 を診 療録 に 記載 する こと 。 

【 電話再診料の算定が不可能な例 】 
・  電 話 等 を 通 じ た 指 示 が 、 当 日 の 初 再 診 に 付 随 す る 一 連 の 行 為 で あ る 場 合 。 

 
⑤  外 来 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 診 療 料 及 び 外 来 放 射 線 照 射 診 療 料 を 算 定 し た 場 合

に は 、 規 定 さ れ て い る 日 数 の 間 は リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン や 放 射 線 治 療 に 係 る
再診 料（ 外来 診療 料 ）は 算定 でき ない 。 

 
(3) 情報通信機器を用いた診療 
 令 和 4 年度 診療 報 酬改 定に おい て、 「 オン ライ ン診 療の 適 切な 実施 に関 する 指
針」 に基 づき 、医 師 が情 報通 信機 器を 用 いた診療 が可 能と 判 断し た場 合に 、医 師
は初 診か ら情 報通 信 機器 を用 いた診療 を 実施 する こと が可 能 とな った 。算 定に つ
いて は、 これ まで の オン ライ ン診 療料 は 廃止 となり、 基本 診 療料 （初 診料 、再 診
料、 外来 診療 料） の 各算 定項 目に つい て「情 報通 信機 器を 用 いた 診療 を行 った 場
合」 にお ける 規定 や 算定 区分 が設 けら れ た。 
  
(4) 情報通信機器を用いた診療における留意点 

ア 厚生 労働 省「オ ンラ イン 診療 の適 切 な実 施に 関す る指 針 」（以 下「オ ンラ
イン 指針 」と いう 。）に 沿っ て情 報通 信 機器 を用 いた 診療 を 行っ た場 合に算
定す る。な お、この 場合 にお いて 、診療 内容 、診 療 日及 び診 療時 間等 の要 点
を診 療録 に記 載す る こと 。 
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イ 情報 通信 機器 を 用い た診 療は 、原 則 とし て、 保険 医療 機 関に 所属 する 保 
険医 が保 険医 療機 関 内で 実施 する こと 。なお 、保 険医 療機 関 外で 情報 通信機 
器を 用い た診 療を 実 施す る場 合で あっ て も、 オン ライ ン指 針 に沿 った 適切 
な診 療が 行わ れる も ので あり 、情 報通 信 機器 を用 いた 診療 を 実施 した 場所 
につ いて は、 事後 的 に確 認可 能な 場所 で ある こと 。 

ウ  情 報 通 信 機 器 を 用 い た 診 療 を 行 う 保 険 医 療 機 関 に つ い て 、 患 者 の 急 変 時
等の 緊急 時に は、原 則と して、当該 保険 医療 機関 が必 要な 対 応を 行う こと 。
ただ し、夜 間や 休日 など、当該 保険 医療 機関 がや むを 得ず 対 応で きな い場 合
に つ い て は 、 患 者 が 速 や か に 受 診 で き る 医 療 機 関 に お い て 対 面 診 療 を 行 え
るよ う、事 前に 受診 可能 な医 療機 関を 患 者に 説明 した 上で、以下 の内 容に つ
いて 、診 療録 に記 載 して おく こと 。 

（イ ） 当該 患者 に「 かか り つけ の医 師」 がい る 場合 には 、当 該医 師 が所 属す 
る医 療機 関名  

（ロ ）当 該患 者に 「 かか りつ けの 医師 」 がい ない 場合 には 、 対面 診療 によ り 
診療 でき ない 理由 、 適切 な医 療機 関と し ての 紹介 先の 医療 機 関名 、紹 
介方 法及 び患 者の 同 意 

エ オン ライ ン指 針 にお いて、「対 面診 療を 適切 に組 み合 わ せて 行う こと が求
めら れる 」と され て いる こと から 、保 険 医療 機関 にお いて は 、対 面診 療を提
供で きる 体制 を有 す るこ と。また 、「オ ンラ イン 診療 を行 っ た医 師自 身では
対応 困難 な疾 患・病 態の 患者 や緊 急性 が ある 場合 につ いて は 、オン ライ ン診
療 を 行 っ た 医 師 が よ り 適 切 な 医 療 機 関 に 自 ら 連 絡 し て 紹 介 す る こ と が 求 め
られ る」と され てい ることか ら、患 者の 状況 によ って 対応 す るこ とが 困難 な
場合 には 、ほ かの 医 療機 関と 連携 して 対 応で きる 体制 を有 す るこ と。 

オ  情 報 通 信 機 器 を 用 い た 診 療 を 行 う 際 に は 、 オ ン ラ イ ン 指 針 に 沿 っ て 診 療
を 行 い 、 オ ン ラ イ ン 指 針 に お い て 示 さ れ て い る 一 般 社 団 法 人 日 本 医 学 会 連
合が 作成 した「オ ン ライ ン診 療の 初診 に 適さ ない 症状 」等 を 踏ま え、当該診
療 が オ ン ラ イ ン 指 針 に 沿 っ た 適 切 な 診 療 で あ る こ と を 診 療 録 及 び 診 療 報 酬
明細 書の 摘要 欄に 記 載す るこ と。また 、処方 を行 う際 には 、オン ライ ン指針
に沿 って 処方 を行 い 、一般 社団 法人 日本 医学 会連 合が 作成 し た「オ ンラ イン
診 療 の 初 診 で の 投 与 に つ い て 十 分 な 検 討 が 必 要 な 薬 剤 」 等 の 関 係 学 会 が 定
め る 診 療 ガ イ ド ラ イ ン を 踏 ま え 、 当 該 処 方 が オ ン ラ イ ン 指 針 に 沿 っ た 適 切
な処 方で ある こと を 診療 録及 び診 療報 酬 明細 書の 摘要 欄に 記 載す るこ と。 

カ  情 報 通 信 機 器 を 用 い た 診 療 を 行 う 際 は 、 予 約 に 基 づ く 診 察 に よ る 特 別 の
料金 の徴 収は でき な い。 

キ 情報 通信 機器 を 用い た診 療を 行う 際 の情 報通 信機 器の 運 用に 要す る費 用     
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に つ い て は 、 療 養 の 給 付 と 直 接 関 係 な い サ ー ビ ス 等 の 費 用 と し て 別 途 徴 収
でき る。  

 

※情報通信機器を用いた医学管理について（ 詳細 は後 述）  

 情 報通 信機 器を 用 いた診療 を行 った 場 合に 算定 出来 る医 学 管理 等に つい ての 考
え方  

・検 査料 が包 括さ れ てい るも のに つい て は、 対象 とし ない 。 
・上 記以 外で も、 以 下も 対象 外。  

①  入院 中の 患者  
②  救急 医療  
③  検査 等を 実施 しな け れば 医学 管理 とし て 成立 しな いも の 
④  オン ライ ン指 針に お いて 、実 施不 可と さ れて いる もの 

 
(5) 入院基本料・特定入院料 

入 院 基 本 料は 、 基 本 的 な 入 院 医療 の 体 制 を 総 合 的 に評 価 す る も の で あ り、 医 療
機 関 の 機能 （ 病 院 、 有 床 診 療所 、 特 定 機 能 病 院 ）、 病 棟 類 型 別 （ 一 般病 棟 、 療 養
病 棟 、 結核 病 棟 、 精 神 病 棟 等） に よ り 分 類 さ れ る。 各 基 本 料 は 、 平 均在 院 日 数 、
人員 配置 等に より さ らに 分類 され る。 

入 院 基 本 料の 一 部 と 特 定 入 院 料に つ い て は 、 請 求 の簡 素 化 等 の 観 点 か ら、 処 置
・検 査等 の点 数が 包 括さ れて いる 場合 も ある 。 
 

(6) 入院基本料等の算定上の留意点 
以 下 の ５ つの 医 療 提 供 体 制 が 、厚 生 労 働 大 臣 の 定 める 一 定 の 基 準 に 適 合し て い

な い 場 合は 、 入 院 基 本 料 等 を算 定 で き な い こ と とな る た め 、基 準 に 適合 し て い る
こと を示 す資 料等 を 整備 して おく 必要 が ある 。 

【 各体制の主な基準 】 
① 入院診療計画に関する基準 

・ 医師 、看護 師 、その 他必 要に 応じ 関 係職 種が 共同 で、総 合的 な診 療計画
を策 定し 、患 者に 対 し、文書（「入 院診 療計 画書 」）に より 、病 名 、症
状、治 療計 画、検 査 内容 及び 日程、手術 内容 及び 日程、推定 され る入 院
期間 等に つい て、 入 院後 ７日 以内 に説 明 を行 う。 

・ 入院 診療 計 画書 は必 ず患 者に 交付 す ると とも に、写 しを 診療 録に添付 す
る。  

② 院内感染防止対策に関する基準 
・ メチ シリ ン耐 性 黄色 ブド ウ球 菌（Ｍ ＲＳ Ａ）等 の感 染を 防止 する につ き、

十分 な設 備を 有し 、 体制 が整 備さ れて い るこ と。 
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・ 院内 感染 防 止対 策委 員会 の設 置、当 該委 員会 の月 １回 程 度の 定期 的開 催、
感染 情報 レポ ート の 作成 、職 員に 対す る 手洗 い励 行の 徹底 、必要 な消毒
機材 の設 置な ど。  

※ なお 、こ れに 加 えて 、一 定の 要件 を 満た す院 内の 感染 防 止対 策が 実施さ
れ て いる 場 合 に つ い て は 、入 院 基 本 料 等 加 算 の【A234-2】感 染 対策 向
上加 算１ ・２ ・３ と して 別途 評価 が行 わ れる 。 

③ 医療安全管理体制に関する基準 
・ 安全 管理 指針 の 整備 、医 療事 故・イ ンシ デン ト報 告制 度 の整 備、医療 安

全管 理委 員会 の設 置 、委 員会 の月 １回 程 度開 催、職員 研修 の 年２ 回程度
実施 など 。  

※ なお 、こ れに 加 えて 、一 定の 要件 を 満た す医 療安 全対 策 が実 施さ れてい
る 場 合に つ い て は 、 入 院 基本 料 等 加 算 の【A234】医療 安 全 対 策 加算 １
・２ とし て別 途評 価 が行 われ る。 

④ 褥瘡対策に関する基準 
・  褥 瘡 対 策 に 関 す る 専 任 の 医 師 及 び 褥 瘡 看 護 に 関 す る 臨 床 経 験 を 有 す る

専 任 の 看 護 職 員 か ら 構 成 さ れ る 褥 瘡 対 策 チ ー ム の 設 置 、 褥 瘡 対 策 委 員
会の 定期 的開 催、褥 瘡に 関す る危 険因 子 の評 価、専任 の医 師 及び 看護職
員に よる 褥瘡 対策 の 診療 計画 の作 成・実 施及 び評 価、体圧 分 散式 マット
レス 等を 適切 に選 択 し使 用す る体 制な ど 。 

※ 令和 4 年度 診 療報 酬改 定に おい て 、褥 瘡対 策の 診療 計 画に おけ る薬学
的 管 理 に 関 す る 事 項 及 び 栄 養 管 理 に 関 す る 事 項 に つ い て 、 患 者 の 状 態
に応 じて 記載 する こ と、そし て、必要 に 応じ て薬 剤師 又は 管 理栄 養士と
連携 して 、当 該事 項 を記 載す るこ とと 規 定さ れた 。 

※ なお 、こ れに 加 えて 、一 定の 要件 を 満た す褥 瘡対 策が 実 施さ れて いる場
合 に つい て は 、 入 院 基 本 料等 加 算 の【A236】褥 瘡 ハイ リ ス ク 患 者ケ ア
加算 とし て別 途評 価 が行 われ る。  

⑤ 栄養管理体制に関する基準 
・ 栄養 管理 を 担当 する 常勤 の管 理栄 養 士の１名 以上 配置、医療 従事 者が 共

同し て栄 養管 理を 行 う体 制の 整備 、栄 養 管理 手順 の作 成な ど 。 
・ 入 院時 に患 者の 栄養 状態 を医 師、看 護職 員、管理 栄養 士 が共 同し て確 認

し 、 特 別 な 栄 養 管 理 の 必 要 性 の 有 無 に つ い て 入 院 診 療 計 画 書 に 記 載 し
てい る。  

・ 特別 な栄 養 管理 が必 要と 医学 的に 判 断さ れる 患者 につ い て、栄 養状 態の
評価 を行 い、医療 従 事者 が共 同し て栄 養 管理 計画 を策 定し 、それ に基づ
い た 栄 養 管 理 の 実 施 と 栄 養 状 態 の 定 期 的 な 評 価 を 行 い 、 必 要 に 応 じ て
栄養 管理 計画 の見 直 しを 行う 。 



 

- 23 - 

 

※ なお 、こ れに 加 えて 、一 定の 要件 を 満た す栄 養管 理が 実 施さ れて いる場
合 に つい て は 、 入 院 基 本 料等 加 算 の【A233-2】栄 養サ ポ ー ト チ ーム加
算と して 別途 評価 が 行われる 。  

 
 
【 看護要員算入の留意事項 】 

・ 「看 護要 員の 数 」は、病棟 にお いて 実際 に入 院患 者の 看 護に 当た って いる
看護 要員 の数 であ り 、看護 部長 等、看 護 師養 成所 等の 専任 教 員、外 来勤 務、
手術 室勤 務又 は中 央 材料 室勤 務等 の看 護 要員 の数 は算 入し な い。 

・  １ 勤 務 帯 ８ 時 間 で １ 日 ３ 勤 務 帯 を 標 準 と し て 月 平 均１ 日 当 た り の 要 件 を
満た して いな けれ ば なら ない。月平 均１ 日当 たり の看 護配 置 数は、同一 の
入 院 基 本 料 を 算 定 す る 病 棟 全 体 に お い て 実 際 に 入 院 患 者 の 看 護 に 当 た っ
た時 間数 によ り算 出 する 。 
【 月 平 均 １ 日 当 た り 看 護 配 置 数 ＝ 月 延 べ 勤 務 時 間 数 の 計 /（ 日 数 ×８ ） 】 

・  夜 勤 は ２ 人 以 上 で 行 い 、 同 一 の 入 院 基 本 料 を 算 定 す る 病 棟 全 体 で の 月 当
たり の平 均夜 勤時 間 72 時 間以 下(夜 勤専 従者 及び 月当 た りの 夜勤 時間 数
が、急 性期 一般 入院 基本 料、７ 対１ 入院 基本 料及 び 10 対 １ 入院 基本 料の
病棟 では 16 時間 未 満、 それ 以外 の病 棟 では８時 間未 満の 者 を除 く)でな
けれ ばな らな い。  

 
【 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価 】 

・ 急性 期一 般入 院 基本 料、７ 対１ 入院 基本 料（結 核病 棟入 院基 本料、特定 機
能病 院入 院基 本料（ 精神 病棟 を除 く。）及び 専門 病院 入院 基 本料）、10 対
１入 院基 本料（特 定 機能 病院 入院 基本 料（一 般病 棟に 限る 。）、専門 病院
入院 基本 料）及 び地 域一 般入 院料 １を 算 定す る病 棟で は、入 院患 者の 状態
を「 重症 度 、医 療・看護 必要 度 」に 係る 評価 表を 用い て測 定 する 必要 があ
る。 その 際、 負担 軽 減及 び測 定の 適正 化 の観 点か ら、 許可 病 床数 200 床
以 上 の 保 険 医 療 機 関 で あ っ て 急 性 期 一 般 入 院 料 １ を 算 定 す る 病 棟 、 許 可
病床 数 400 床 以上 の保 険医 療機 関で あ って 急性 期一 般入 院 基本 料（ 急性
期一 般入 院料 ２か ら ５ま でに 限る。）を 算定 する 病棟 及び 特 定機 能病 院入
院基 本料（一 般病 棟 ７対 １に 限る ）を 算 定す る病 棟に つい て は、重症 度、
医療・看 護必 要度 Ⅱ を用 いる こと を要 件 とす る。「重 症度 、医療・看 護必
要度 」の 項目 につ い ては 、令 和４ 年度診 療報 酬改 定に おい て「心 電図 モニ
ター」の廃 止、「注 射薬 剤３ 種類 以上 の 管理」への 変更、「 輸血 や血 液製
剤の 管理 」の 項目 評 価が ２点 に変 更と な った 。 
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※  新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 拡 大 に 対 応 し た 算 定 要 件 の 変 更 や 施 設 基 準
の 届 出 の 取 扱 い の 臨 時 的 な 変 更 等 が あ る の で 、 ご 所 属 の 保 険 医 療 機 関 で
診 療 報 酬 請 求 を す る に あ た っ て は そ の 時 点 で の 取 扱 い を 確 認 し て 請 求 を
行っ てく ださ い。  

 

(7) 入院中の患者の他医療機関受診 
入 院 の 原 因と な っ た 傷 病 以 外 の傷 病 に 罹 患 し 、入 院医 療 機 関 に て 診 療 を行 う こ

とが でき ない 専門 的 な診 療が 必要 な場 合 に限 る。 
・  入 院 医 療 機 関 は 、 必 要 な 診 療 情 報 を 文 書 に よ り 提 供 し 、 診 療 録 に そ の 写 し

を添 付す る（ 費用 は 患者 の入 院し てい る 保険 医療 機関 が負 担 する 。） 。 
・  他 医 療 機 関 受 診 日 の 入 院 基 本 料 等 は 減 算 と な る （ た だ し 、 Ｄ Ｐ Ｃ 算 定 病 棟

で は 医 療 機 関 間 で 合 議 と し 、 他 医 療 機 関 に お い て 実 施 さ れ た 医 療 行 為 を 含
めて 診断 群分 類を 決 定す る。 ）。 

 

(8) 入院基本料等の加算 
入 院 療 養 に関 す る 諸 々 の 医 療 提供 体 制 が 、 厚 生 労 働大 臣 の 定 め る 一 定 の基 準 を

満 た す 場合 に つ い て は 、 個 々の 医 療 提 供 体 制 に 応じ て 入 院 基 本 料 に 一定 点 数 が 加
算と なる 。  

【 加算の例と主な算定要件 】 
①   臨床研修病院入院診療加算【A204-2】 

・ 研修 医や 、指導 医（ 臨床 経験 ７年 以 上）の人 数に つい て 、医 療機 関の 規
模に 応じ て定 めら れ た基 準を 満た して い る。 

・ 研 修医 の診 療録 の記 載に つい て、指 導医 によ って 速や か に確 認・指導 が
行 わ れ て い る と と も に 、 そ の 指 導 内 容 が わ か る よ う に 指 導 医 自 ら が 診
療録 に記 載し 、署 名 して いる 。 

②   救急医療管理加算【A205】 
・  休 日 又 は 夜 間 に お け る 救 急 医 療 の 確 保 の た め の 診 療 を 行 っ て い る 医 療

機関 に対 する 評価 す る加 算。  
・ 緊 急に 入院 を必 要と する 重症 患者 に 対し て救 急医 療が 行 われ た場 合に、

入院 した 日か ら起 算 して７日 に限 り算 定 でき る。 
③   感染対策向上加算【A234-2】 

・  第 2 部入 院料 等の「 通則 ７」に 規定 する 院内 感染 防止 対策（ 病院 長等 か
ら構 成さ れる 院内 感 染防 止対 策委 員会 の 定期 開催 、各 病棟 の 感染 情報レ
ポー トの 作成 とレ ポ ート の当 該委 員会 で の活 用、 職員 に対 す る手 洗いの
励行 、各 病室 への 水 道又 は消 毒液 の設 置等） を行 った 上で 、 更に 院内に
感染 制御 チー ムを 設 置し 、院内感 染状 況 の把 握、 抗菌 薬の 適 正使 用、職
員の 感染 防止 等を 行 うこ とに よる 医療 機 関の 感染 防対 策の 実 施や 地域の
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医療 機関 等が 連携 し て実 施す る感 染症 対 策の 取組 、新 興感 染 症の 発生時
等に 都道 府県 等の 要 請を 受け て感 染症 患 者を 受け 入れ る体 制 等の 確保を
評価 する 加算。  

④   入退院支援加算【A246】 
・ 悪性 腫瘍 や 認知 症な ど、入 退院 支援 が必 要と なる 患者 に 対し て支 援し 、

地域 の関 係者 との 連 携を 推進 する こと を 評価する 加算 。  
・ 入院 を予 定 して いる 患者 に対 して 入 院前 から 支援 を行 っ た場 合に は、別

途「入 院時 支援 加算 」が算 定で きる。加 算の 算定 の際 には、退院 困難 な
要因 を有 する 患者 の 把握 、退 院支 援計 画 の作 成、退院 先の 診 療録 等への
記載 が求 めら れる 。  

 
 
 
 
 
 
 

４ 医学管理等   
 

 
○ 指導内容、治療計画等の診療録への記載など、算定要件を満

たしていなければ算定できない。 
→ 算定要件を満たさなければ返還対象となる。 

 
 

(1) 医学管理等 
医 科 診 療 報酬 点 数 表 に お け る 「医 学 管 理 等 」 と は 、処 置 や 投 薬 等 の 物 理的 な 技

術 料 と 異な り 、 医 師 に よ る 患者 指 導 や 医 学 的 管 理そ の も の を 評 価 す る診 療 報 酬 項
目 で あ る。 項 目 ご と の 算 定 要件 や 算 定 回 数 制 限 など 、 請 求 上 留 意 す べき 事 項 に つ
い て も 知っ て お く 必 要 が あ り、 レ セ プ ト チ ェ ッ クの 際 等 に 十 分 確 認 する 必 要 が あ
る。  
 
(2) 算定上の留意点 

対象 患者 に対 し、 単 に指 導を 行っ たの み では 算定 でき ない 。 指導 内容 、治 療計
画等 診療 録に 記載 す べき 事項 が、 算定 要 件と して それ ぞれ の項目 ごと に定 めら れ
てい るこ とに 留意 す る。 
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【 算定要件の例 】 
① 特定薬剤治療管理料１ 【B001・２】 

・ 対象 疾患 に 対し 対象 薬剤 を投 与し た 患者 につ いて、投与 薬剤 の血 中濃 度
を測 定し 、そ の結 果 に基 づき 、投 与量 を 精密 に管 理し た場 合 に算 定でき
る も の で あ り 、 単 に 薬 剤 血 中 濃 度 を 測 定 し た こ と の み で 算 定 で き る の
では ない 。  
（例 ）心 疾患 患者 で あっ てジ ギタ リス 製 剤を 投与 して いる も の 

     て んか ん 患者 であ って 抗て ん かん 剤を 投与 して い るも の 
・ 薬剤 の血 中濃 度 及び 治療 計画 の要 点 を診 療録 に添 付又 は 記載 する 。  

② 悪性腫瘍特異物質治療管理料 【B001・３】 
・ 悪性 腫瘍 で ある と確 定診 断が され た 患者 に、腫 瘍マ ーカ ー検 査の 結果 に

基 づ い て 計 画 的 な 治 療 管 理 を 行 っ た 場 合 に 算 定 で き る も の で あ り 、 単
に腫 瘍マ ーカ ー検 査 を行 った こと のみ で 算定 でき るも ので は ない 。 

・  腫 瘍 マ ー カ ー 検 査 の 結 果 及 び 治 療 計 画 の 要 点 を 診 療 録 に 添 付 又 は 記 載
する 。  

③ 外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料 【B001・９】、【B001・
10】 

・ 厚 生労 働大 臣が 定め る特 別食 を必 要 と認 めた 者、がん 患 者、摂食 機能 又
は嚥 下機 能が 低下 し た患 者、低栄 養状 態 にあ る患 者に 対し 、管理 栄養士
が 医 師 の 指 示 に 基 づ き 、 患 者 ご と に 食 事 計 画 案 等 を 必 要 に 応 じ て 交 付
し、 概ね 30 分以 上 （２ 回目 以降 は概 ね 20 分 以上 ）、 栄 養指 導を 行っ
た場 合に 算定 する 。  

・ 管理 栄養 士へ の 指示 事項 は、熱量・熱量 構成 、蛋 白質 、脂質 その 他の 栄
養 素 の 量 、 病 態 に 応 じ た 食 事 の 形 態 等 に 係 る 情 報 の う ち 医 師 が 必 要 と
認め るも のに 関す る 具体 的な 指示 を含 ま なけ れば なら ない 。 

・ 管理 栄養 士 は栄 養指 導記 録を 作成 し 、指導 内容 の要 点と 指導 時間 を記 載
する 。  

④ 肺血栓塞栓症予防管理料 【B001-6】 
・ 肺血 栓塞 栓 症を 発症 する 危険 性が 高 い入 院患 者に 対し て 、弾性 スト ッキ

ン グ 又 は 間 歇 的 空 気 圧 迫 装 置 を 用 い 、 計 画 的 な 医 学 管 理 を 行 っ た 場 合
に算 定す る。関 係学 会よ り標 準的 な管 理 方法（「肺 血栓 塞栓 症／ 深部静
脈血 栓症（ 静脈 血栓 塞栓 症）予 防ガ イド ライ ン」）が 示さ れ てお り、患
者管 理が 適切 にな さ れる よう 十分 留意 す る。 

⑤ 診療情報提供料 
・ 診療 情報 提供 料 （Ⅰ ）【B009】  
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別の 保険 医療 機関 で の診 療の 必要 を認 め 、患者 の同 意を 得て 、診療 状況
を示 す文 書を 添え て 患者 の紹 介を 行っ た 場合 に算 定す る。（ 患者 の受診
を伴 わな い経 過報 告 や患 者紹 介の「 お返 事」等 につ いて は、算定 不可。）
交付 した 診療 情報 提 供書 の写 しを 診療 録 に添 付す ると とも に 、紹 介先か
らの 照会 に対 して は 懇切 丁寧 に対 応す る 。 

・ 診療 情報 提供 料 （Ⅱ ）【B010】  
診療 を担 う医 師が セ カン ド・オピ ニオ ン を求 める 患者 又は そ の家 族から
の 申 し 出 に 基 づ き 、 治 療 計 画 、 検 査 結 果 、 画 像 診 断 に 係 る 画 像 情 報 等 、
他 の 医 師 が 当 該 患 者 の 診 療 方 針 に つ い て 助 言 を 行 う た め に 必 要 か つ 適
切 な 情 報 を 添 付 し た 診 療 状 況 を 示 す 文 書 を 患 者 又 は そ の 家 族 に 提 供 し
た場 合に 算定 する 。患者 又は その 家族 か らの 希望 があ った 旨 を診 療録に
記載 する 。  

・  連 携 強 化 診 療 情 報 提 供 料 （ 令 和 ４ 年 度 診 療 報 酬 改 定 で 診 療 情 報 提 供 料
（Ⅲ ）が 名称 変更 ）【B011】  

かか りつ け医 機能 を 有す る保 険医 療機 関 、外 来機 能報 告対 象 病院 等又は
難 病 若 し く は て ん か ん に 係 る 専 門 的 な 外 来 医 療 を 提 供 す る 保 険 医 療 機
関 又 は 産 科 若 し く は 産 婦 人 科 を 標 榜 す る 保 険 医 療 機 関 等 と 他 の 保 険 医
療機 関が 連携 する こ とで 、質 の高 い診 療 が効 率的 に行 われ る 事を 評価す
るも の。他 の保 険医 療機 関か ら紹 介さ れ た患 者に つい て、当 該患 者を 紹
介し た他 の保 険医 療 機関 から の求 めに 応 じ、患 者の 同意 を得 て、診 療状
況を 示す 文書 を提 供 した 場合 に、患者 １ 人に つき 提供 する 保 険医 療機関
ごと に１ 月に １回 又 は３ 月に １回 に限 り 算定 する 。交 付し た 文書 の写し
を診 療録 に添 付す る 。  

⑤   療養費同意書交付料 【B013】 
・  当 該 疾 病 に つ い て 現 に 診 察 し て い る 主 治 の 医 師 （ 緊 急 そ の 他 や む を 得 な

い場 合は 主治 の医 師 に限 らな い。）が、当該 診察 に基 づき 療 養費 の支 給対
象に 該当 する 患者 と 認め た患 者に 対し 、あん 摩・マッ サー ジ・指圧 、は り、
きゅ うの 施術 に係 る 同意 書又 は診 断書 を 交付 した 場合 に算 定 する 。 

・  療 養 費 同 意 書 の 交 付 に 当 た っ て は 、 医 師 が 診 察 に 基 づ き 療 養 費 の 支 給 対
象に 該当 する と認 め る場 合に 限ら れて お り、「医 師法 」・「 保険 医療 機関
及び 保険 医療 養担 当 規則 」で 禁止 され て いる「無 診察 診療 」によ り交 付し
た場 合に は、 不正 請 求と なる ので 厳に 慎 むこ と。 

・ なお 、各施 術の 療養 費の 支給 対象 に つい ては 、以 下の と おりであ るの で留
意さ れた い。（ 柔道 整復 につ いて も、応 急手 当を 除く 骨折 及 び脱 臼に つい
て は 医 師 の 同 意 が 必 要 で あ る が 、 療 養 費 同 意 書 交 付 料 算 定 の 対 象 と は な
らな い。 ）  
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【 あん摩・マッサージ・指圧の療養費の支給対象 】 

一律 にそ の診 断名 に よる こと なく 筋麻 痺 、関 節拘 縮等 であ っ て、 医療 上マ
ッサ ージ を必 要と す る症 例 

 
【 はり・きゅうの療養費の支給対象 】 

慢性 病で 医師 によ る 適当 な治 療手 段の な いも の 
① 主として、神経痛、リウマチ 
② 類症疾患（頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症等） 
具体 的に は、  

ア 神経 痛、 リウ マ チ、 頸腕 症候 群、 五 十肩 、腰 痛症 、頸 椎 捻挫 後遺 症
につ いて 、保 険医 よ り同 意書 の交 付を 受 けて 施術 を受 けた 場 合は 、
保険 者は 医師 によ る 適当 な治 療手 段の な いも のと し療 養費 の 支給 対
象と して 差し 支え な いも のと され てい る 。 

イ ア以 外の 疾病 に よる 同意 書又 は診 断 書が 提出 され た場 合 は、 記載 内
容等 から 医師 によ る 適当 な治 療手 段の な いも ので ある か支 給 要件 を
保険 者が 個別 に判 断 し、 支給 の適 否が 決 定さ れる 。 

ウ ア及 びイ の疾 病 につ いて は、 慢性 期 に至 らな いも ので あ って も差 し
支え ない もの とさ れ てい る。 

 
 

(3) 請求事務における保険医の責務について 
医 学 管 理 料の 算 定 対 象 と な る 状態 に あ る 患 者 に 対 し、請 求 事 務 担 当 者 のみ の 判

断 で 一 律に 請 求 を 行 う 行 為 は、 実 際 に 実 施 さ れ た医 学 管 理 の 内 容 や 算定 要 件 と な
っ て い る診 療 録 へ の 必 要 事 項の 記 載 の 有 無 の 確 認を 行 わ ず に請 求 を 行っ た 場 合 、
結 果 と して 不 正 請 求 や 不 当 請求 に つ な が っ て し まう 可 能 性 が 高 く な って し ま う。
療 養 担 当規 則 に も 「 保 険 医 はそ の 行 っ た 診 療 に 関す る 情 報 の 提 供 等 につ い て 、 保
険 医 療 機関 が 行 う 療 養 の 給 付に 関 す る 費 用 の 請 求が 適 正 な も の と な るよ う 努 め な
けれ ばな らな い（ 第 23 条 の２）。」とさ れて おり、保険 医は 適正 な保 険請 求 事務
につ いて も、 責務 を 負う 。  

医 学 管 理 料の 算 定 が 可 能 か 否 かに つ い て 、 算 定 要 件（ 対 象 疾 患 、 記 載 要件 等 ）
を 満 た して い る こ と を 主 治 医が 自 ら 確 認 し 、 算 定す る 旨 を請 求 事 務 担当 者 に 伝 達
する こと で適 切な 請 求を 行う こと がで き る。  

【 不適切な算定例 】 
・  腫 瘍 マ ー カ ー を 測 定 し た 患 者 に 対 し て 、 一 律 に 悪 性 腫 瘍 特 異 物 質 治 療 管

理料 を算 定（悪 性腫 瘍で ある と既 に確 定 診断 され た患 者で あ るこ と、医 学
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的管 理の 必要 性、診 療録への 添付 又は 記 載等、個々 の事 例ご とに 算定 要件
を満 たし てい るこ と を確 認し てい ない 。 ）。 

・  医 療 情 報 シ ス テ ム を 導 入 し て い る 場 合 に 、 医 学 管 理 料 の オ ー ダ ー 項 目 が
存在 せず（ま たは 医 師に 周知 されず）、傷病 名、投薬・検 査 の内 容等 によ
り 請 求 事 務 担 当 者 の み の 判 断 で 一 律 に 医 学 管 理 料 を 算 定 。 算 定 に 当 た っ
て は 診 療 録 の 記 載 内 容 を 確 認 す る な ど 、 算 定 要 件 を 満 た し て い る こ と を
確認 する こと 。  

 
※情報通信機器を用いた医学管理料について 
診 療 報 酬 上 の 点 数 は 、 全 て 対 面 の 87％ 。  
特 定 疾 患 療 養 管 理 料 、特 定 疾 患 治 療 管 理 料 、小 児 科 療 養 指 導 管 理 料 、て ん
か ん 指 導 料 、難 病 外 来 指 導 管 理 料 、皮 膚 科 特 定 疾 患 指 導 管 理 料 、外 来 栄 養
食 事 指 導 料 、 小 児 悪 性 腫 瘍 患 者 指 導 管 理 料 、 が ん 性 疼 痛 緩 和 指 導 管 理 料 、
が ん 患 者 指 導 管 理 料 、 移 植 後 患 者 指 導 管 理 料 、 糖 尿 病 透 析 予 防 指 導 管 理
料 、腎 代 替 療 法 指 導 管 理 料 、乳 幼 児 育 児 栄 養 指 導 料 、療 養 ・ 就 労 両 立 支 援
指 導 料 、が ん 治 療 連 携 計 画 策 定 料 、外 来 が ん 患 者 在 宅 連 携 指 導 料 、肝 炎 イ
ン タ ー フ ェ ロ ン 治 療 計 画 料 、 遠 隔 連 携 診 療 料 、 薬 剤 総 合 評 価 調 整 管 理 料
   
 

 

５ 在宅医療  
 

 
○ 患者を定期的に訪問して診療を行った場合に算定するのは

在宅患者訪問診療料であり、往診料ではない。 
○ 在宅療養患者への指導管理は在宅療養指導管理料の各算定

項目として評価されるが、指導内容、治療計画等の診療録
への記載など、算定要件を満たしていなければ算定できな
い。 

 
 

(1) 在宅患者診療・指導料 
① 往診料【C000】 

患 者 又 は 家 族 等 患 者 の 看 護 等 に 当 た る 者 が 、 保 険 医 療 機 関 に 対 し 電 話 等 で直
接 往 診 を 求 め 、 当 該 保 険 医 療 機 関 の 医 師 が 往 診 の 必 要 性 を 認 め た 場 合 に 、 可 及
的 速 や か に 患 家 に 赴 き 診 療 を 行 っ た 場 合 に 算 定 で き るも の で あ り 、 定 期 的 な い
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し 計 画 的 に 患 家 又 は 他 の 保 険 医 療 機 関 に 赴 い て 診 療 を 行 っ た 場 合及 び 定 期 的 又
は 計 画 的 に 行 わ れ る 対 診 の 場 合 は 算 定で き な い 。 医 療 機 関 と 患 家 の 所 在 地 と の
距離 は原 則 16 キ ロ メー トル 以内 。  
② 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、(Ⅱ) 【C001】【C001-2】 

・ 在宅 での 療養 を 行っ てい る患 者で あ って 、疾 病 、傷 病の ため に通 院に よる
療養 が困 難な 患者 に 対し て、定期 的に 訪 問し て診 療を 行っ た 場合 の評 価。
独歩 で介 助者 等の 助 けを 借り ずに 通院 で きる 者な どは 算定 で きな い。 

・ 在宅 での 療養 を 行っ てい る患 者と は 、保 険医 療機 関 、介 護老 人保 健施 設又
は介 護医 療院 で療 養 を行 って いる 患者 以 外の 患者 をい う。 

・ 訪問 診療 を実 施 する 場合 には 、以 下 の要 件を 満た す必 要 があ る。  
ア 当該 患者 等の 署 名付 きの 同意 書を 診 療録 に添 付す る。 
イ 訪問 診療 の計 画 及び 診療 内容 の要 点 を診 療録 に記 載す る 。 
ウ 診療 時間（開 始 時刻 及び 終了 時刻 ）及び 診療 場所 を診 療 録に 記載 する。 

・ 在宅 患者 訪問 診 療料 は(Ⅰ )と (Ⅱ )が あり 、(Ⅰ )は さら に「１ 」と「２ 」に
区分 され てい る。  

・ 在宅 患者 訪問 診 療料(Ⅰ)の「 １」は 、１人 の患 者に 対し て１ つの 保険 医療
機関 の指 導管 理下 に 、継 続的 に行 われ る 訪問 診療 につ いて 算 定す る。 

・ 在宅 患者 訪問 診 療料(Ⅰ)の「 ２」は 、他の 医療 機関 の依 頼を 受け て訪 問診
療を 行っ た場 合に 算 定で きる 。  

・ 在 宅患 者訪 問診 療料(Ⅱ)は、有料 老 人ホ ーム 等に 併設 さ れる 保険 医療 機関
が 当 該 施 設 に 入 居 し て い る 患 者 に 対 し て 訪 問 診 療 を 行 っ た 場 合 に 算 定 で
きる 。  

③ 在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料【C002】【C002-2】 
・ 施設 基準 を満 た した 保険 医療 機関 で 算定 可能 。投 薬の 費 用、医学 管理 や処

置の 費用 の一 部等 は 所定 点数 に含 まれ 、 別に 算定 出来 ない 。 
・  個 別 の 患 者 ご と に 総 合 的 な 在 宅 療 養 計 画 を 作 成 し 、 患 者 等 に 対 し て 内 容

を説 明し 、在 宅療 養 計画 及び 説明 の要 点 等を 診療 録に 記載 す る。 
 

(2) 在宅療養指導管理料 
患 者 又 は 患者 の 看 護 に 当 た る 者に 対 し て 、 療 養 上 必要 な 事 項 に つ い て 適正 な 注

意 及 び 指導 を 行 っ た 上 で 、医学 管 理 を 十 分 に 行 い、 在 宅 療 養 の 方 法 、注 意 点 、 緊
急時 の措 置に 関す る 指導 等を 行っ た際 に 算定 でき るも ので あ る。 

また 、 項 目ご と の 算 定要 件 や 算定 回 数 制 限な ど 、 請求 上 留 意 すべ き 事 項に つい
ても 知っ てお く必 要 があ り、レセ プト チ ェッ クの 際等 に十 分 確認 する 必要 があ る。 

【 請求上の留意点 】 
・ 月１ 回を 限度 と して 算定 （特 に規 定 する 場合 を除 く） 。 
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・ 同一 の患 者に 対 して 、２ 以上 の指 導 管理 を行 って いる 場 合は 、主 たる 指導
管理 料の み算 定す る 。  

・  同 一 の 患 者 に 対 し て 、 ２ 以 上 の 保 険 医 療 機 関 が 同 一 の 在 宅 療 養 指 導 管 理
を 行 っ て い る 場 合 は 、 主 た る 指 導 管 理 を 行 っ て い る 保 険 医 療 機 関 で 算 定
する （特 に規 定す る 場合 を除 く）。  

 
(3) 情報通信機器を用いた在宅管理（令和 4 年度診療報酬改定で新設） 

・  在 宅 時 医 学 総 合 管理 料 に つ い て、 訪 問に よ る 対 面 診 療 と 情報 通 信機 器を
用 い た 診 療 を 組 み合 わ せ て 実 施 し た 場合 の 評 価 が 新 設 さ れた （ オ ン ライ
ン在 宅管 理料 は廃 止 ）。  

・  月 2 回 以上 の訪 問の うち 1 回は 情報 通信 機器 を用 いた 診療 で ある 場合と、
月 1 回 の訪 問の う ち 2 月 目は 情報 通信 機器 を用 いた 診療 で ある 場合 の、
それ ぞれ に診 療報 酬 上の 評価 が設 定さ れ た。 

・  施 設 入 居 時 等 医 学総 合 管 理 料 に つ い ても 、 同 様 に 訪 問 に よる 対 面 診 療と
情 報 通 信 機 器 を 用い た 診 療 を 組 み 合 わせ て 実 施 し た 場 合 の評 価 が 新 設さ
れた 。  

 

(4) 在宅療養指導管理料算定上の留意点 
当該 在宅 療養 を指 示 した 根拠、指示 事項（方法、注意 点、緊急 時の 措置 を含 む）、

指 導 内 容の 要 点 を 診 療 録 に 記載 す る こ と が 、 全 ての 項 目 の 算 定 要 件 とし て通 則 に
定め られ てい るこ と に留 意す る。 

ま た 、 そ れぞ れ の 在 宅 療 養 指 導管 理 料 ご と に 、 対 象患 者 や 追 加 記 載 事 項等 が 算
定 要 件 とし て 定 め ら れ て い るほ か 、 一 部 の 処 置 費用 の 算 定 に 制 限 が ある こ と に 留
意す る。  

【 算定要件の例 】 
①   在宅自己注射指導管理料【C101】 

・ 投 与対 象薬 剤の 種類 によ って 、薬 剤 ごと に、対象 とな る 疾患 や投 与目 的
等が 限定 され てい る 。  

②   在宅酸素療法指導管理料【C103】 
・ チア ノー ゼ型 先 天性 心疾 患以 外の 疾 患（ 慢性 呼吸 不全 、肺高 血圧 症、慢

性心 不全 等 ）に つい ては 、算 定 可能 な状 態（ 動脈 血 酸素 分圧 、Ｎ ＹＨ Ａ 、
無呼 吸低 呼吸 指数 等 ）が 規定 され てい る 。 

・ 動脈 血酸 素 飽和 度を 月１ 回程 度測 定 し、結 果を 診療 報酬 明細 書に 記載 す
る。  

③    在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料【C107-2】 
・  睡 眠 時 無 呼 吸 症 候 群 又 は 慢 性 心 不 全 の 患 者 で 、 規 定 さ れ て い る 要 件 （無

呼吸 低呼 吸指 数、 NYHA 等 ）を 満た す 場合 に、 算定 でき る 。 
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④    在宅悪性腫瘍等患者指導管理料【C108】 
・  末 期 の 悪 性 腫 瘍 又 は 筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症 若 し く は 筋 ジ ス ト ロ フ ィ ー の

患者 であ って 、在 宅 にお いて 、注 射に よ る鎮 痛療 法又 は化 学 療法 を自ら
実 施 し た 場 合 に 算 定 で き る も の で あ り 、 注 射 に よ る 鎮 痛 剤 又 は 抗 悪 性
腫 瘍 剤 の 注 入 が 必 要 な 在 宅 療 養 の 患 者 で あ る こ と を も っ て た だ ち に 算
定で きる もの では な い。 

・  対 象 と な る 患 者 が 末 期 で あ る か ど う か は 在 宅 診 療 を 担 う 保 険 医 の 判 断
によ る 。な お 、化 学 療法 の適 応に つい て は 、末 期で ない 悪性 腫瘍 患者に
つい ても 末期 悪性 腫 瘍患 者に 準じ て取 り 扱う 。 

 
※ 情報通信機器を用いた在宅療養指導管理料が算定できる項目 

在宅 自己 注射 指導 管 理料【C101】  
 
(5) 在宅医療の材料等の費用について 

在宅 療養 指導 管理 料 を算 定す る場 合、そ の在 宅療 養を 行う の に必 要な 衛生 材料、
保 険 医 療材 料 等 の 費 用 は 、 原則 と し て 当 該 指 導 管理 料 に 含 ま れ て お り、 別 に 算 定
する こと がで きず 、 患者 から 実費 徴収 を する こと もで きな い 。 

な お 、 在 宅療 養 指 導 管 理 材 料 加算 と し て 規 定 さ れ た、 一 部 の 衛 生 材 料 、保 険 医
療 材 料 等の 費 用 に つ い て は 、特 に 規 定 す る 場 合 を除 き 、 月 １ 回 に 限 り算 定 可 能 で
ある 。  
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６ 検査・画像診断・病理診断   
 

 
○ 各種の検査は、診療上必要な検査項目を選択し、 

段階を踏んで、必要最小限の回数で実施する。 
 

 

(1) 検査の実施方針について 
療 養 担 当 規則 の 規 定 に よ り 、 各種 の 検 査 は 診 療 上 必要 が あ る と 認 め ら れる 場 合

に 行 う こと と さ れ て お り 、 健康 診 断 を 目 的 と し た検 査 、 結 果 が 治 療 に反 映 さ れ な
い 研 究 を目 的 と し た 検 査 に つい て 、 保 険 診 療 と して 請 求 す る こ と は 認め ら れ て い
な い 。 また 、 検 査 は 、 診 療 上の 必 要 性 を 十 分 考 慮し た 上 で 、 段 階 を 踏ん で 必 要 最
小限 に行 う。  
 
(2) 検査の算定上の留意点 

そ れ ぞ れ の検 査 項 目 に よ っ て は、 対 象 と な る 患 者 の状 態 等 が 算 定 要 件 とし て 定
め ら れ てい る ほ か 、 算 定 可 能な 検 査 の 組 み 合 わ せが 限 定 さ れ て い る こと に 留 意 す
る 。 ま た、 医 学 管 理 等 と 同 様に 、 診 療 録 や レ セ プト の 摘 要 欄 に 記 載 すべ き 事 項 が
定め られ てい る検 査 項目 があ るこ とに 留 意す る。 

【 算定要件の例 】 
① 検体検査【D000～D023-2】 

・ 尿沈 渣（鏡 検法 又は フロ ーサ イト メ トリ ー法 ）は 、尿中 一般 物質 定性 半
定 量 検 査 等 で 異 常 所 見 が あ る 場 合 、 又 は 診 察 の 結 果 か ら 実 施 の 必 要 が
ある と考 えら れる 場 合が 対象 。 

・ プロ トロ ン ビン 時間 とト ロン ボテ ス トを 同時 に測 定し た 場合 は、主 たる
もの のみ 算定 。  

・  ヘ モ グ ロ ビン Ａ １ Ｃ、 グ リ コ アル ブ ミ ン、1,5－ アン ヒ ド ロ－ Ｄ － グル
シ ト ー ル の う ち い ず れ か を 同 一 月 中 に 併 せ て ２ 回 以 上 実 施 し た 場 合 は 、
月１ 回に 限り 主た る もの のみ 算定 。 

② 超音波検査【D215】 
検査 で得 られ た画 像 を診 療録 に添 付し 、かつ 、主 な所 見を 診 療録 に記 載す
る又 は検 査実 施者 が 測定 値や 性状 等に つ いて 文書 に記 載す る 。医師 以外が
検査 を実 施し た場 合 は、そ の文 書に つい て医 師が 確認 した 旨 を診 療録 に記
載す る。 検査 を実 施 する だけ では 算定 で きな いの で留 意す ること 。  

③ 呼吸心拍監視【D220】 
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・ 対 象患 者は 、重 篤な 心機 能障 害、呼 吸機 能障 害を 有す る 患者 又は そのお
それ のあ る患 者に 限 定さ れて いる 。 

・ 観 察し た呼 吸曲 線、心電 曲線 、心拍 数の それ ぞれ の観 察 結果 の要 点を 診
療録 に記 載す る。  

単に モニ ター 装置 の 装着 のみ で算 定で き るも ので はな いこ と に留 意す る。  
④  腫瘍マーカー検査【D009】 

・  健康 診断 目的 での 測 定や 、医 師の 診察 結 果で はな く単 に患 者 から の依頼
に基 づく 検査 は認 め られ ない 。 

⑤ 静脈血採取、動脈血採取【D400】【D419】 

・  観血 的動 脈圧 測定 用 カテ ーテ ル、 人工 腎 臓回 路、 心カ テー テ ル検 査用カ
テー テル 回路 など 、 血液 回路 から 採取 し た場 合は 算定 でき な い  

 
(3) 不適切な検査の具体例 

① 検査の必要性が低い項目を含む不適切なセット検査 
・ セッ ト検 査（入 院時 セッ ト、術 前（ 後）セ ット、○○ 病 セッ トな ど）を 、

患者 ごと に必 要な 項 目を 吟味 せず 画一 的 に実 施 
・ スク リー ニン グ 的に 多項 目（出 血凝 固線 溶系 検査、免疫 系検 査、甲 状腺 機

能検 査等 ）を 画一 的 に実 施 
② 検査の重複 

・ 甲状 腺機 能を 調 べる ため に、Ｆ Ｔ３ とＴ ３（Ｆ Ｔ４ とＴ ４）を 画一 的に併
施  

③   必要性の乏しいと思われる検査 
・ 入院 、転 科、 転 棟の 際に 、血 液型 や 感染 症検 査等 をそ の 都度 実施  

④   研究目的の検査（療養担当規則第 20 条第１号違反） 
・ 診療 に不 必要 な 検査 項目 を、 単な る 研究 目的 で定 期的 に 実施（保 険  

外併 用療 養費 制度 を 用い た治 験等 は除 く ）  
 
(4) 画像診断の算定上の留意点 

画 像 診 断 項目 に よ っ て は 、 対 象と な る 患 者 の 状 態 等が 算 定 要 件 と し て 定め ら れ
てい るほ か、 算定 可 能な 検査 の組 み合 わ せが 限定 され てい る こと に留 意す る。 

【 算定要件の例 】 
① 画像診断管理加算１、２、３【E 通則】 

・ 放射 線診 断部 門 から の報 告文 書を 診 療録 に添 付す る。 
・  あ ら か じ め 施 設 基 準 と し て 届 け 出 ら れ た 専 ら 画 像 診 断 を 担 当 す る 放 射

線科 医師 以外 の医 師 が読 影し た場 合は 算 定で きな い。 
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・ 画 像診 断管 理加 算２ 、３ を算 定す る 場合 は、医療 機関 内 で行 われ る全 て
の核 医学 診断、コン ピュ ータ ー断 層診 断（ＣＴ、ＭＲ Ｉ）の ８割 以上 に
つい て撮 影翌 診療 日 まで に報 告文 書が 作 成さ れて いる 必要 が ある 。 

・ 画 像診 断管 理加 算３ を算 定す るに は 、上 記要 件に 加え て 、施 設基 準と し
て 、 特 定 機 能 病 院 で あ る こ と や 上 記 の 要 件 を 満 た す 常 勤 の 放 射 線 科 医
が６ 名以 上い るこ と 等が 必要 であ る。  

② ポジトロン断層撮影【E101-2】、ポジトロン断層・コンピューター断層
複合撮影【E101-3】、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複
合撮影【E101-4】、乳房用ポジトロン撮影【E101-5】 

・ 保 険診 療と して 実施 する ため には、算定 対象 とな る疾 患（てん かん 、心
疾患、悪性 腫瘍（早 期胃 癌を 除き、悪 性 リン パ腫 を含 む）、血管 炎）や 、
具体 的病 態（他 の検 査、画 像診 断に より 病期 診断 が確 定で き ない 等）が、
算定 要件 とし て定 め られ てい る。 

 

(5) 病理診断の算定上の留意点 
① 病理組織標本作製【N000】 

・  原 則 と し て １ 臓 器 ご と に 所 定 の 点 数 を 算 定 で き る が 、 複 数 臓 器 で も 算 定
上は １臓 器と して 数 える 組み 合わ せが あ る。 
（例 ：気 管支 及び 肺 臓、 胃及 び十 二指 腸 等）  

・ リン パ節 につ い ては 所属 リン パ節 ご とに １臓 器と して 数 える 。 
・ 左右 対称 の臓 器 は１ 臓器 とし て数 え る。 

② 病理診断料【N006】 
・ 病理 診断 を専 ら 担当 する 医師 は、検 体検 査管 理加 算（Ⅲ ）（Ⅳ）の 施設 基

準 で あ る 「 臨 床 検 査 を 専 ら 担 当 す る 常 勤 の 医 師 」 を 兼 ね る こ と は 出 来 な
い。  

③   病理診断管理加算【N 通則】 
・  病 理 診 断 科 を 標 榜 し て い る 保 険 医 療 機 関 に お い て 、病 理 診 断 を 専 ら 担 当

す る 常 勤 の 医 師 が 病 理 診 断 を 行 い 、 そ の 結 果 を 文 書 に よ り 報 告 し た 場 合
に算 定で きる 。  

④   病理判断料【N007】 
・ 算定 に当 たっ て は、 診療 録に 病理 学 検査 の結 果に 基づ く 病理 判断 の要 点 

を記 載す る必 要が あ る。  
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７ 投薬・注射   
 

 

○ 薬剤の使用に当たっては、厚生労働省の通知等で使用が認
められている場合を除き、原則として、医薬品医療機器等
法承認事項（効能・効果、用法・用量、禁忌等）を遵守す
る。 

 
 

(1) 実施方針について 
①  患 者 を 診 察 す る こ と な く 投 薬 、 注 射 、 処 方せ ん の 交 付 は で き な い （ 療 養 担

当規 則第 12 条、 医 師法 第 20 条 ）。  
②  保 険 診 療 に お い て は 、 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 医 薬 品 以 外 の薬 物 を 用 い る こ

とは でき ない （療 養 担当 規則 第 19 条 ） 。  
③  経 口 投 与 を 原 則 と し 、 注 射 は 、 経 口 投 与 で は 治 療 の 効 果 が 期 待 で き な い 場

合や、特に 迅速 な治 療効 果を 期待 する 場 合に 行う（療養 担当 規則 第 20 条 第
４号 ）  

④ 投薬 日数 は、 医 学的 に予 見す るこ と がで きる 必要 期間 に 従っ たも の、 又は   
症状 の経 過に 応じ た もの でな けれ ばな ら ない 。 

また 、投 与期 間に 上 限が 設け られ てい る 医薬 品は 、厚 生労 働 大臣 が定 めるも
のご とに １回 14 日 分、30 日 分又 は 90 日分 を限 度と され て いる（ 療養 担当
規則 第 20 条 第２ 号 ）。  

⑤  投薬 及び 処方 せん の 交付 を行 うに 当た っ ては 後発 医薬 品（ ジ ェネ リッ ク医薬
品）の使 用を 考慮 す ると とも に、患者 に 後発 医薬 品を 選択 す る機 会を 提供す
るこ と等 、患 者が 後 発医 薬品 を選 択し や すく する ため の対 応 に努 めな ければ
なら ない 。（ 療養 担 当規 則第 20 条第 ２ 号） 、ま た、 注射 を 行う に当 たって
は、後発 医薬 品の 使 用を 考慮 する よう 努 めな けれ ばな らな い（療 養担 当規則
第 20 条 第４ 号） 。  

⑥  入 院 中 の 患 者 以 外 の 患 者 に 対 し て 治 療 目 的 で な く う が い 薬 の み が 処 方 さ れ
る場 合に つい ては、当該 うが い薬 にか か る処 方料、調剤 料、薬剤 料 、処 方箋
料、 調剤 技術 基本 料 を算 定し ない 

⑦  １処 方に つき 63 枚 を超 えて 湿布 薬を 投 薬し た場 合、 調剤 料 、処 方料 、薬剤
料、処 方箋 料、調 剤 技術 基本 料を 算定 し ない。ただ し 、医 師 が疾 患の 特性等
によ り必 要性 があ る と判 断し 、や むを 得 ず 63 枚 を超 えて 投 薬す る場 合、そ
の理 由を 処方 箋及 び 診療 報酬 明細 書に 記 載す るこ とで 算定 可 能。 
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(2) 後発医薬品の使用促進 
保 険 診 療 に際 し て は 、 前 項⑤ のと お り 後 発 医 薬 品 の使 用 努 力 を 療 養 担 当規 則 で

規定 して いる 。  
①【 処方箋様式 】 

・  医 師 は 、 個 々 の 医 薬 品 に つ い て 後 発 医 薬 品 へ の 変 更に 差 し 支 え が あ る と
判断 した 場合 には 、差し 支え があ ると 判 断し た医 薬品 ごと に 、「処 方 」欄
中の「変 更不 可 」欄 に「✔」又 は「×」を 記載 する とと もに「 保険 医署 名」
欄に 署名 又は 記名・押印 する 。な お、後 発医 薬品 を処 方す る 際に 、「 変更
不可」欄に「✔」又 は「×」を記 載す る 場合 にお いて は、そ の理 由を 記載
する こと 。  

・  医 師 が 処 方 箋 を 交 付 す る 際 、 後 発 医 薬 品 の あ る 医 薬 品 に つ い て 一 般 名 処
方が 行わ れた 場合 に は加 算（処 方箋 料の 一般 名処 方加 算）が 設け られ てい
る。  

・ な お、保 険薬 局 の保 険薬 剤師 は、①「保険 医署 名」欄 に 処方 医の 署名 等が
な い な ど 後 発 医 薬 品 へ の 変 更 調 剤 が 可 能 な 処 方 箋 や 、 ② 一 般 名 処 方 に 係
る 処 方 箋 を 受 け 付 け た 場 合 、 患 者 に 対 し て 後 発 医 薬 品 に 関 す る 説 明 を 適
切に 行う とと もに、記載 され た先 発医 薬 品に 代え て、後 発医 薬品を調 剤す
るよ う努 めな けれ ば なら ない。  

②【 後発医薬品使用体制加算 】 
・ 医療 機関 にお け る後 発医 薬品 の使 用 を進 める ため 、後 発 医薬 品の 品質 、安

全性 、安 定供 給体 制 等の 情報 を収 集・評 価し た上 で、その 結 果を 踏ま え後
発医 薬品 の採 用を 決 定す る体 制の 評価 を 行っ てい る。  

 
(3) リフィル処方 

・  症状 が安 定し てい る 患者 につ いて 、医 師 及び 薬剤 師の 適切 な 連携 の下、
一定 期間 内に 処方 箋 を反 復利 用で きる リ フィ ル処 方箋 の仕 組 みが 設けら
れた 。  

・  保険 医療 機関 内の 保 険医 がリ フィ ルに よ る処 方が 可能 と判 断 した 場合に
は、 処方 箋の 「リ フ ィル 可」 の欄 にレ 点 を記 入す る。 

・  リフ ィル 処方 箋の 総 使用 回数 の上 限は 3 回ま で。 1 回 当た りの 投薬 期間
及び 総投 薬期 間に つ いて は、 医師 が、 患 者の 病状 等を 踏ま え 、個 別に医
学的 に適 切と 判断 し た期 間と する 。 

・  療養 担当 規則 第 20 条第 ２号 にお いて 、 投薬 量に 限度 が定 め られ ている
医薬 品（ アル プロ ゾ ラム 等） 及び 湿布 薬 につ いて は、 リフ ィ ル処 方箋に
よる 投薬 を行 うこ と はで きな い。 
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・  処方 箋の 交付 につ い て、 リフ ィル 処方 を 行う 医薬 品と 行わ な い医 薬品を
処方 する 場合 には 、 処方 箋を 分け る必 要 があ る。 また 、リ フ ィル 処方に
より ２種 類以 上の 医 薬品 を投 薬す る場 合 であ って 、そ れぞ れ の医 薬品に
係る リフ ィル 処方 箋 の１ 回の 使用 によ る 投薬 期間 が異 なる 場 合又 はリフ
ィル 処方 箋の 使用 回 数の 上限 が異 なる 場 合は 、医 薬品 ごと に 処方 箋を分
ける 必要 があ る。  

 

 
(４) 不適切な投薬・注射の具体例 

① 禁忌投与 
・ スピ ロノ ラク ト ンを 高カ リウ ム血 症 の患 者に 投与 。 
・ 静注 用脂 肪乳 剤 を、 血栓 症の 患者 や ケト ーシ スを 伴っ た 糖尿 病の 患者 に        
  投与 。  

② 適応外投与 
・「 胃潰 瘍、 十二 指 腸潰 瘍、 逆流 性食 道 炎」 に適 応が ある ボ ノプ ラザ ンフ マ

ル酸 を、 単な る慢 性 胃炎 の患 者に 対し て 投与 。 
・「 非が ん性 慢性 疼 痛」 に適 応が ある ト ラマ ドー ル・ アセ ト アミ ノフ ェン を

がん 性慢 性疼 痛の 患 者に 対し て投 与。 
③   用法外投与 

・ 腹腔 内投 与の 適 応の ない 抗が ん剤 を 、腹 腔内 撒布。  
・ 生理 食塩 水で 溶 解し た抗 菌薬 によ る 術野 の洗 浄。  

④   過量投与 

・ 蕁麻 疹に 対す る グリ チル リチ ン・ グ リシ ン・ シス テイ ン 配合 剤の 常用 量    
  を超 える 投与 。  
・ 睡眠 導入 剤・ 入 眠剤 の過 量投 与  

⑤ 重複投与（同様の効能効果、作用機序をもつ薬剤の併用） 
・ 肺炎 に対 する カ ルバ ペネ ム系 とク リ ンダ マイ シン 系の 抗 菌薬 の重 複投 与  
・ 喘息 管理 薬と し ての 、フ ルチ カゾ ン プロ ピオ ン酸 エス テ ル・サロ メテ ロー

ルキ シナ ホ酸 塩の 吸 入合 剤と 、ツ ロブ テ ロー ル塩 酸塩 貼付 剤 の併 用 
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⑥ 多剤投与（作用機序の異なる薬剤を併用） 
・ 医学 的に 妥当 と は考 えら れな い組 み 合わ せに よる 各種 抗 菌薬 等の 併用 
・ 必要 性に 乏し い 抗不 安薬 ある いは 睡 眠薬 の３ 種類 以上 の 併用  

⑦ 長期漫然投与 
・ 各種 抗菌 薬等 （ 特に 投与 期間 が定 め られ てい る抗 菌薬 等 ） 
・ メコ バラ ミン 製 剤を 効果 が認 めら れ ない のに 月余 にわ た り漫 然と 投与 
・ ベン ゾジ アゼ ピ ン系 抗不 安薬 の長 期 漫然 投与 
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８ 輸血・血液製剤  

 

患 者 等 に 対し 、 文 書 に よ り 輸 血の 必 要 性 、 副 作 用 、輸 血 方 法 、 そ の 他 の留 意 点
等 に つ いて 、 あ ら か じ め 説 明す る と と も に 、 同 意を 得 る 。 ま た 、 そ の文 書 に は 患
者の 署名 又は 押印 を 得て 、患 者に 交付 し 、そ の写 しを 診療 録 に添 付す る。 

【 血液製剤等の使用方針 】 
血液 製剤 の国 内自 給 率は令和 ３年 度に お いて アル ブミ ン製 剤 64.9％ 、免疫

グロ ブリ ン製 剤 86.0％、血漿 由来 の血 液凝 固因 子製 剤と 赤 血球、血小 板、FFP
とい った 輸血 用血 液 製剤 は 100％で ある 。血液 製剤 の自 給率 は各 国 100％を 目
指 す こ と と な っ て い る た め 今 後 ア ル ブ ミ ン 製 剤 や 免 疫 グ ロ ブ リ ン 製 剤 は さ ら
なる 適正 使用 が求 め られ る。 

赤血 球濃 厚液 、新 鮮 凍結 血漿 、ア ルブ ミ ン製 剤、凝固 因子 製 剤等 の使 用に当
たっ ては 、薬 事・食 品衛 生審 議会 の専 門 家に より 策定 され た「血 液製 剤の 使用
指針 」（ 平成 31 年 ３月 25 日 一部 改正 ）、 「輸 血療 法の 実 施に 関す る指 針」
（令 和２ 年３ 月 31 日一 部改 正）の 規定 を遵 守し、適正 な使 用を 行う 必要 があ
り、保 険診 療上 も指 針の 遵守 が算 定要 件 とな って いる。これ らの 各種 指針 につ
いて は、院 内の 輸血 管理 部門 等が 中心 と なり、医師 等へ の情 報提 供や 啓発 等に
努め る必 要が ある 。  

 

９ 処置・手術・麻酔  
 
(1) 処置の算定上の留意点 

① 創傷処置、皮膚科軟膏処置【J000】【J053】 
・ 処置 の範 囲に よ り点 数が 異な るこ と に留 意す る。 
・  処 置 の 範 囲 が 請 求 の 根 拠 と し て 後 か ら 確 認 で き る よ う 、 診 療 録 等 に 記 載

する こと が望 まし い 。  
・ 点数 表に 掲げ ら れて いな い簡 単な 処 置に つい ては、基本 診療 料に 含ま れ、

別に 算定 でき ない 。  
【 点数表にない簡単な処置の例 】 

・ 浣腸 、注 腸  
・ 吸入  
・ 100 ㎠ 未満 の第 １度 熱傷 の熱 傷処 置  
・ 100 ㎠ 未満 の皮 膚科 軟膏 処置  
・ 洗眼 、点 眼  
・ 点耳 、簡 単な 耳 垢栓 除去 、鼻 洗浄 

② 酸素吸入、人工呼吸【J024】【J045】 
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・ 酸素 使用 量の 請 求根 拠と なる 、酸 素 流量 、人 工呼 吸器 の 設定 等を 必ず 記録
する 。  

・  一 律 の 概 算 等 で 酸 素 量 の 請 求 を 行 う の で は な く 、 実 際 に 使 用 し た 酸 素 量
を請 求す る。  

 
(2) 手術の算定上の留意点 
 

 
○ 点数表にない手術は保険診療では禁止されている。 

特殊な手術や従来の手技と著しく異なる手術等については 
当局に必ず内議する。 

 
 

① 特殊手術等 
・ 「保 険医 は、特 殊な 療法 又は 新し い 療法 等に つい ては、厚生 労働 大臣 の定

める もの のほ か行 っ ては なら ない 」（療 養担 当規 則第 18 条 ）と され てい
る（ 先進 医療 等は 除 く）。  

・  点 数 表 に 掲 載 さ れ て い な い 特 殊 な 手 術 や 、 点 数 表 に 掲 載 さ れ て い て も 従
来 の 手 技 と 著 し く 異 な る 手 術 等 の 手 術 料 に つ い て は 、 術 者 や 請 求 事 務 担
当者 の判 断の みで 準 用せ ず、 その 都度 必 ず当 局に 内議 する こ と。 

・  既 に 保 険 適 用 さ れ て い る 胸 腔 鏡 下 手 術 及 び 腹 腔 鏡 下 手 術 以 外 で 胸 腔 鏡又
は腹 腔鏡 を用 いる 場 合は、そ の都 度当 局 に内 議し、準 用が 通 知さ れた もの
のみ が保 険給 付の 対 象に なる 。そ れ以 外 の場 合に つい ては 、原則 、そ の手
術を 含む 一連 の診 療 全体 が保 険適 用と な らな い。 

・  こ れ ら の 手 術 の 費 用 を 患 者 か ら 別 に 徴 収 し 、 手 術 以 外 の 費 用 を 保 険 請 求
する こと も認 めら れ てい ない 。 

② 手術に関する情報の患者への提供について 
医師 は、医療 を提 供 する に当 たり 、適 切 な説 明を 行い 、医 療 を受 ける 者の理

解を 得る よう 努め な けれ ばな らな い（ 医 療法 1 条 の４ ）。 よっ て、 手術 を行
う 際 に は 患 者 に 十 分 な 情 報 提 供 を 行 い 、 場 合 に よ っ て は 文 書 等 を 用 い て 説 明
し、 患者 の理 解を 得 る必 要が ある 。 
 な お、一 部の 手術（医科 点数 表第 ２章 第 10 部 手術 通則 第 ５号 及び 第６ 号に
掲げ る手 術）に つい ては、手術 に関 する 情報 提供 が患 者に 対 して 適切 に行 われ
る こ と が 施 設 基 準 と し て 定 め ら れ て お り 、 要 件 を 満 た さ な い 場 合 に つ い て は
手術 料が 算定 でき な い。また 、その 保険 医療 機関 にお いて は 、そ の当 該手 術を
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含め すべ ての 手術 に つい て、手 術を 受け るす べて の患 者に 対 して、手術 内容 等
につ いて 文書 を用 い て説 明す るこ とが 求 めら れる 。 
【 参考 】 

一部 の手 術（ 医科 点 数表 第２ 章第 10 部 手術 通則 第５ 号に 掲 げる 手術 ）の例
とし て下 記が 挙げ ら れる 。 

・ 人工 関節 置換 術【K082】  
・ 頭蓋 内腫 瘍摘 出 術【K169】  
・ 肺切 除術【K511】  
・ 弁置 換術【K555】  
・ 腹腔 鏡下 胃全 摘 術【K657-2】  

       ・  副 腎悪 性腫 瘍手 術【K756】  
【 施設基準（医科点数表第二章第十部手術通則第５号及第６号に掲げる手

術の施設基準について抜粋） 】 
①  緊 急 事 態 に 対 応 す る た め の 体 制 そ の 他 当 該 療 養 を 行 う に つ き 必 要 な 体

制が 整備 され てい る こと 。 
②  当 該 保 険 医 療 機 関 内 に 当 該 療 養 を 行 う に つ き 必 要 な 医 師 が 配 置 さ れ て

いる こと 。  
③  当 該 手 術 の 一 年 間 の 実 施 件 数 を 当 該 保 険 医 療 機 関 の 見 や す い 場 所 に 掲

示し てい るこ と。  
④  手 術 を 受 け る 全 て の 患 者 に 対 し て 、 そ れ ぞ れ の 患 者 が 受 け る 手 術 の 内

容が 文書 によ り交 付 され 、説 明が なさ れ てい るこ と 
※ なお 上記 の施 設 基準（抜 粋 ）は 、医 科点 数表 第２ 章第 10 部 手術 通則第

５号 及び ６号 に掲 げ る手 術の 施設 基準 で あり 、手 術を 行う 際 には 、実施
する 手術 の施 設基 準 を十 分に 確認 する こ と。 

 
(3) 麻酔の算定上の留意点 

麻 酔 の 算 定要 件 に つ い て は 、 麻酔 科 医 師 の みな ら ず、 手 術 麻 酔 や 検 査 麻酔 等 に
おい て麻 酔を 依頼 及 び実 施す る機 会の あ る医 師も 十分 に知 っ てお く必 要が ある 。 

【 算定要件の例 】 
① 麻酔料 

・ 診 療報 酬請 求上 の麻 酔時 間は 、閉 鎖 循環 式全 身麻 酔の 場 合は「患 者に 麻
酔器 を接 続し た時 点 」から「 患者 が麻 酔 器よ り離 脱し た時 点 」、脊椎麻
酔等 の場 合は「 患者 に麻 酔薬 を注 入し た 時点 」か ら「手 術が 終了 した 時
点」 とな る。  

・ 「 硬膜 外麻 酔後 にお ける 局所 麻酔 剤 の持 続的 注入 」を 実 施す る場 合、硬
膜 外 麻 酔 カ テ ー テ ル を 抜 去 し た 際 に 診 療 録 に そ の 旨 を 記 録 し て お か な



 

- 43 - 

 

い と 、 手 術 の 終 了 し た 時 を も っ て 終 了 時 間 と み な さ れ る 可 能 性 が あ る
ので 注意 が必 要で あ る。 

② 麻酔管理料(Ⅰ)・(Ⅱ) 【L009】【L010】 
・ 緊 急の 場合 を除 き、麻酔 実施 日以 外 に麻 酔前 後の 診察 を 行い 、そ の内 容

を診 療録 に記 載す る 。な お、麻酔 前後 の 診察 につ いて 記載 さ れた 麻酔記
録の 診療 録へ の添 付 する こと でも よい 。  

・  麻 酔 の 内 容 を 診 療 録 に 記 載 す る 。 な お 、 麻 酔 中 の 麻 酔 記 録 を 診 療 録 に 
添付 する こと でも よ い。  
（手 術麻 酔、検査 麻 酔を 依頼 した 主治 医 も十 分に 留意 する 必 要が ある 。） 

・ あら かじ め 施設 基準 とし て届 出た 常 勤の 麻酔 科標 榜医 以 外の 医師 が、麻
酔や 麻酔 前後 の診 察 を担 当し た場 合は 、麻酔 管理 料(Ⅰ )を 算 定で きな い。 

・ 麻 酔科 標榜 医が 、麻 酔中 の患 者と 同 室内 で麻 酔管 理に 当 たり 、主 要な 麻
酔手 技を 自ら 実施 し た場 合に 麻酔 管理 料(Ⅰ)を算 定す る。  

・ 当該 保険 医 療機 関の 常勤 の麻 酔科 標 榜医 の管 理下 に、麻 酔を 担当 する も
の（以 下「担 当医 師 」）が、主 要な 麻酔 手技 を実 施し た場 合 に麻 酔管 理
料（ Ⅱ）が 算定 でき る。この 場合 、当該 麻酔 科標 榜医 は麻 酔 中の 患者 と
同室 内に いる 必要 が ある 。 

・ 麻酔 管理 料（Ⅱ ）は 、麻酔 前後 の診 察を 担当 医師 又は 常 勤の 麻酔 科標 榜
医が 行う 必要 があ る 。また、担当 医師 が 実施 する 一部 の行 為 を、麻 酔中
の患 者の 看護 に係 る 適切 な研 修（特 定行 為研 修の うち 、一部 の特 定行 為
に 係 る 研 修 ） を 修 了 し た 常 勤 看 護 師 が 実 施 し て も 差 し 支 え な い も の と
する。また、この 場 合に おい て、麻 酔前 後の 診察 を行 った 担 当医 師又 は
麻酔 科標 榜医 は、 当 該診 察の 内容 を当 該 看護 師に 共有 する こ と。 

 

10 リハビリテーション  
 

 
○ リハビリテーション実施計画書の作成、患者に対する実施

計画の内容の説明、定期的な効果判定等を行う必要があ
る。 

 
 

(1) 疾患別リハビリテーション 
疾患 別リ ハビ リテ ー ショ ンは、リ ハビ リ テー ショ ンの 目的 と 対象 疾患 ごと に「心

大 血 管 疾患 リ ハ ビ リ テ ー シ ョン 」 「 脳 血 管 疾 患 等リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン」「 廃 用 症
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候 群 リ ハビ リ テ ー シ ョ ン 」「運 動 器 リ ハ ビ リ テ ーシ ョ ン 」 「 呼 吸 器 リハ ビ リ テ ー
ショ ン」 の５ つに 区 分さ れて いる 。 

な お 、 当 該患 者 が 病 態 の 異 な る複 数 の 疾 患 を 持 つ 場合 に は 、 必 要 に 応 じ、そ れ
ぞれ を対 象と する 疾 患別 リハ ビリ テー シ ョン 料を 算定 でき る。  

【 疾患別リハビリテーションの種類 】 
① 心大血管疾患リハビリテーション【H000】 

・ 心機 能の 回復 、 再発 予防 を図 るた め に、 運動 療法 等を 行 った 場合 
・ 対象 ：急 性心 筋 梗塞 、狭 心症 、解 離 性大 動脈 瘤、慢性 心 不全 等  

② 脳血管疾患等リハビリテーション【H001】 
・ 基本 的動 作能 力 の回 復等 を通 じ、 種 々の 運動 療法 、日 常 生活 活動 訓

練、 言語 聴覚 訓練 等 を行 った 場合 等 
・ 対象 ：脳 梗塞 、 脳出 血、 脊髄 損傷 、 慢性 の神 経筋 疾患 、 言語 聴覚機能

障害 等  
③ 廃用症候群リハビリテーション【H001-2】 

・ 基本 的動 作 能力 の回 復等 を通 じて、実用 的な 日常 生活 に おけ る諸 活動 の
自立 を図 るた めに、種々 の運 動療 法、実 用歩 行訓 練、日 常生 活活 動訓 練、
物理 療法 、応 用的 動 作能 力、社会 的適 応 能力 の回 復等 を目 的 とし た作業
療法 等を 組み 合わ せ て個 々の 症例 に応 じ て行 った 場合 等  

・ 対象：急性 疾患 等に 伴う 安静 によ る 廃用 症候 群であっ て 、「一 定程 度以
上の 基本 動作 能力 、応用 動作 能力 、言語 聴覚 能力 、日 常 生活 能力 が低 下
した もの 」（治 療 開 始時 にＦ ＩＭ：115 以下 、ＢＩ：85 以下 の状 態等の
もの ）  

④ 運動器リハビリテーション【H002】 
・ 基本 的動 作 能力 の回 復等 を通 じ、実 用的 な日 常生 活に お ける 諸活 動の 自

立を 図る ため に 、種 々の 運動 療法 、実用 歩行 訓練 、日 常 生活 活動 訓練 、
物理 療法 、応 用的 動 作能 力、社会 的適 応 能力 の回 復等 を目 的 とし た作業
療法 等を 組み 合わ せ て個 々の 症例 に応 じ て行 った 場合 等 

・ 対象 ：脊 椎損 傷 によ る四 肢麻 痺、 体 幹・ 上・ 下肢 の外 傷 ・骨 折等 
⑤ 呼吸器リハビリテーション【H003】 

・ 呼吸 訓練 や種 々 の運 動療 法等を組 み 合わ せて 行っ た場 合 
・ 対象 ：肺 炎、 胸 部外 傷、 慢性 閉塞 性 肺疾 患等  

 
(2) 疾患別リハビリテーション料の算定日数制限 

疾 患 別 リ ハビ リ テ ー シ ョ ン を 継続 す る こ と に よ り 、治 療 上 有 効 で あ る と医 学 的
に 判 断 され る 場 合 に つ い て は、 各 疾 患 別 リ ハ ビ リテ ー シ ョ ン料 に 定 めら れ た 疾 患
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の 患 者 に限 り 、 標 準 的 算 定 日数 を 超 え て リ ハ ビ リテ ー シ ョ ン料 の 算 定が 可 能 で あ
る。  

【 算定日数の上限 】 
・ 心大 血管 疾患 リ ハビ リテ ーシ ョン料  …  150 日以 内  
・ 脳血 管疾 患等 リ ハビ リテ ーシ ョン料  …  180 日以 内  
・ 廃用 症候 群リ ハ ビリ テー ショ ン料    …  120 日以 内  
・ 運動 器リ ハビ リ テー ショ ン料     …  150 日以 内  
・ 呼吸 器リ ハビ リ テー ショ ン料     …   90 日 以内  

標準 的算 定日 数を 超 えた もの につ いて は 、月 13 単 位を 上限 に算 定可 能で ある。 
なお、算定 単位 数上 限を 超え たも のに つ いて は選 定療 養と し て実 施可 能で ある。 

 
(3) がん患者リハビリテーション料【H007-2】 

が ん の 種 類や 進 行 、 が ん に 対 して 行 う 治 療 及 び そ れに 伴 っ て 発 生 す る 副作 用 又
は障 害等 につ いて 十 分な 配慮 を行 った 上 で、がん やが んの 治 療に より 生じ た疼 痛、
筋 力 低 下、 障 害 等 に 対 し て 、二 次 的 障 害 を 予 防 し、 運 動 器 の 低 下 や 生活 機 能 の 低
下 予 防 ・改 善 す る こ と を 目 的と し て 種 々 の 運 動 療法 、 実 用 歩 行 訓 練 、日 常 生 活 活
動 訓 練 、物 理 療 法 、 応 用 的 動作 能 力 、 社 会 的 適 応能 力 の 回 復 等 を 組 み合 わ せ て 個
々の 症例 に応 じて 行 った 場合 につ いて 算 定す る。 
 
(4) 疾患別リハビリテーション料の算定上の留意点 

・  医 師 は 定 期 的 な 機 能 検 査 等 を も と に 効 果 判 定 を 行 い 、リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
実施 計画 書を リハ ビ リテ ーシ ョン 開始 後 原則 とし て７ 日以 内 、遅 くと も 14
日 以 内 に 作 成 す る 必 要 が あ る 。 ま た 、 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 実 施 計 画 書 の作
成 時 と そ の 後 ３ か 月 に １ 回 以 上 、 患 者 又 は そ の 家 族 等 に 対 し て リ ハ ビ リ テ
ー シ ョ ン 実 施 計 画 書 の 内 容 を 医 師 が 説 明 の 上 交 付 す る と と も に 、 そ の 写 し
を 診 療 録 に 添 付 す る こ と 。多 職 種 が 共 同 で 作 成 し た リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 実
施 計 画 書 で あ っ て も 、 患 者 や 家 族 へ の 説 明 は 医 師 が 行 い 同 意 を 得 る こ と が
必 要 な の で 留 意 す る こ と 。な お 、 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 実 施 計 画 書 の 作 成 前
に 疾 患 別 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン を 実 施 す る 場 合 に は 、 医 師 が 自 ら 実 施 す る 場
合 又 は 実 施 す る リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン に つ い て 医 師 の 具 体 的 指 示 が あ っ た 場
合に 限り 、該 当す る 疾患 別リ ハビ リテ ー ショ ン料 を算 定で き る。 

・  計 画 書 に 患 者 自 ら 署 名 す る こ と が 困 難 で あ り 、 か つ 、 遠 方 に 居 住 し て い る
等 の 理 由 に よ り 患 者 の 家 族 等 が 署 名 す る こ と が 困 難 で あ る 場 合 に は 、 疾 患
別 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン を 当該 患 者 に 初 め て 実 施 す る 場 合 を 除 き 、家 族 等 に
情 報 通 信 機 器 等 を 用 い て 計 画 書 の 内 容 等 を 説 明 し た 上 で 、 説 明 内 容 及 び リ
ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 継 続 に つ い て 同 意 を 得 た 旨 を 診 療 録 に 記 載 す る こ と に
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より、患者 又は その 家族 等の 署名 を求 め なく ても 差し 支え な い。そ の場 合、
当 該 計 画 書 を 作 成 し た 医 師 が 、 計 画 書 の 署 名 欄 に 、 同 意 を 取 得 し た 旨 、 同
意を 取得 した 家族 等 の氏 名及 びそ の日 時 を記 載す るこ と。 

・  個 々 の 患 者 の 状 態 に 応 じ て 行 っ た リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の み 算 定 可 能 で あ り 、
集団 療法 とし て行 っ た場 合に つい ては 算 定で きな い。 

・ 物 理療 法の みを 行っ た場 合は、リハ ビリ テー ショ ン料 と して 算定 でき ない。
この 場合 、処 置料 の 該当 項目 によ り算 定 する 。 

・  発 症 後 等 早 期 の リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン を 図 る た め 、 よ り 早 期 に 実 施 し た も の
に つ い て 、 加 算 が 設 け ら れ て い る 。 加 算 の 算 定 可 能 期 間 、 施 設 基 準 に 留 意
する 。  

・ 外来 リハ ビリ テ ーシ ョン 診療 料１ ・ ２（ 医学 管理 料）【B001-2-7】  
医 師 に よ る リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン に 関 す る 包 括 的 な 診 察 を 評 価 す る も の で あ
る。具体 的に はリ ハ ビリ テー ショ ンの 目 的で 来院 した 外来 患 者の うち 、状態
の 安 定 し た 患 者 に つ い て は 、 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ス タ ッ フ が 十 分 な 観 察 を
行 う こ と や 、 直 ち に 医 師 の 診 察 が 可 能 な 体 制 を と る こ と 等 を 要 件 と し た 上
で、 再診 料等 を算 定 せず に疾 患別 リハ ビ リテ ーシ ョン を提 供 出来 る。 

 
(5) リハビリテーション総合計画評価料【H003-2】 
 リ ハ ビリ テ ー シ ョ ン 総 合 計画 評 価 料 は 、 定 期 的な 医 師 の 診 察 及 び 運動 機 能 検 査
又 は 作 業能 力 検 査 等 の 結 果 に基 づ き 医 師 、 看 護 師、 理 学 療 法 士 、 作 業療 法 士 、 言
語 聴 覚 士、 社 会 福 祉 士 等 の 多職 種 が 共 同 し て リ ハビ リ テ ー シ ョ ン 総 合実 施 計 画書
を 作 成 し、こ れ に 基 づ い て 行 っ た リハ ビ リ テ ー ショ ン の 効 果 、 実 施 方法 等 に つ い
て共 同し て評 価を 行 った 場合 に算 定出 来 る。 
 ま た 、医 師 及 び そ の 他 の 従事 者 は 、 共 同 し て リハ ビ リ テ ー シ ョ ン 総合 実 施 計 画
書 を 作 成し 、 そ の 内 容 を 患 者に 説 明 の 上 交 付 す ると と も に 、 そ の 写 しを 診 療 録等
に 添 付 する 。 た だ し 、 計 画 書に 患 者 自 ら 署名 す るこ と が 困 難 で あ り 、か つ 、 遠 方
に 居 住 して い る 等 の 理 由 に より 患 者 の 家 族 等 が 署名 す る こ と が 困 難 であ る 場 合 に
は 、 疾 患別 リ ハ ビ リ テ ー シ ョン を 当 該 患 者 に 初 めて 実 施 す る 場 合 を 除き 、家 族 等
に 情 報 通信 機 器 等 を 用 い て 計画 書 の 内 容 等 を 説 明し た 上 で 、 説 明 内 容及 び リ ハ ビ
リ テ ー ショ ン の 継 続 に つ い て同 意 を 得 た 旨 を 診 療録 に 記 載 す る こ と によ り 、 患 者
又 は そ の家 族 等 の 署 名 を 求 めな く て も 差 し 支 え ない 。 そ の 場 合 、 当 該計 画 書 を 作
成 し た 医師 が 、 計 画 書 の 署 名欄 に 、 同 意 を 取 得 した 旨 、 同 意 を 取 得 した 家 族 等 の
氏名 及び その 日時 を 記載 する こと 。 
 な お、 リハ ビリ テ ーシ ョン 総合 計画 評 価料 は「１」 と「 ２ 」に 分か れて いる 。  

【 リハビリテーション総合計画評価料１の算定要件 】 
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心大 血管 リハ ビリ テ ーシ ョン 料(Ⅰ )、呼 吸器 リハ ビリ テー ション 料(Ⅰ )、が ん
患 者 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 料 又 は 認 知 症 患 者 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 料 の 算 定 患 者
並び に脳 血管 リハ ビ リテ ーシ ョン 料(Ⅰ )(Ⅱ)、廃用 症候 群リ ハビ リテ ーシ ョン
料(Ⅰ )(Ⅱ)又は 運動 器リ ハビ リテ ーシ ョ ン料(Ⅰ)(Ⅱ )の 算定 患者 のう ち、介 護
保険 のリ ハビ リテ ー ンョ ン事 業所 への 移 行が 見込 まれ る患 者 以外 の患 者。 

【 リハビリテーション総合計画評価料２の算定要件 】 
脳 血 管 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 料 (Ⅰ )(Ⅱ )、 廃 用 症 候 群 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 料
(Ⅰ)(Ⅱ)又 は運 動器 リハ ビリ テー ショ ン 料(Ⅰ )(Ⅱ)の算 定患 者の うち、介護 保
険の リハ ビリ テー ン ョン 事業 所へ の移 行 が見 込ま れる 患者 。 

 
(6) 入院基本料のＡＤＬ維持向上等体制加算 

入 院 患 者 のＡ Ｄ Ｌ の 維 持 向 上 等を 目 的 と し た 急 性 期病 棟 に お け る リ ハ ビリ テ ー
シ ョ ン 専門 職 の 配 置 を 評 価 した も の で 、 定 期 的 なＡ Ｄ Ｌ の 評 価 、Ａ ＤＬ の 維 持 向
上 等 を 目的 と し た 指 導 、 患 者家 族 へ の 情 報 提 供やカ ン フ ァ レ ン ス の 開催等 を 行 う
こと とさ れて いる 。  

な お 、 疾 患別 リ ハ ビ リ テ ー シ ョン料 等 を 算 定 し た 場合 は 、 当 該 加 算 を 算定 す る
こと はで きな い。  
 
(7) 介護保険リハビリテーション移行支援料【B005-1-3】 

維 持 期 リ ハビ リ テ ー シ ョ ン を 受け て い る 入 院 患 者 以外 の 要 介 護 被 保 険 者等 に つ
い て 居 宅介 護 支 援 事 業 所 の 介護 支 援 専 門 員 等 と の連 携 に よ り 医 療 保 険か ら 介 護 保
険の リハ ビリ テー シ ョン に移 行し た場 合 の評 価。  
 

11 精神科専門療法  
 

 

○ 実施した精神療法の要点、精神療法に要した時間を診療録に
記載する等、算定要件に留意する。  

 

 

(1) 精神専門療法における「精神疾患」の定義 
ＩＣ Ｄ-10（ 国際 疾 病分 類）の 第５ 章「 精神 及び 行動 の障 害 」に該 当す る疾 病又

は第 ６章 に規 定す る「アル ツハ イマ ー<Alzheimer>病」、「 てん かん」及び「 睡眠
障害 」に 該当 する 疾 病を いう 。  
 
(2) 入院精神療法【I001】の留意点 

・ 対象 疾精 神疾 患 又は 精神 症状 を伴 う 脳器 質性 障害 
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・  精 神 科 を 標 榜 す る 保 険 医 療 機 関 の精 神 保 健 指 定 又 は そ の 他 の精 神 科 を 担 当
す る 医 師 が 当 該 保 険 医 療 機 関 内 の 精 神 療 法 を 行 う に ふ さ わ し い 場 所 に お い
て、 対象 精神 疾患 の 患者 に対 して 必要 な 時間 行っ た場 合に 限 り算 定。  

・ 「入 院精 神療 法 」とは 、一 定の 治療 計画 に基 づい て、精 神面 から 効果 のあ る
心 理 的 影 響 を 与 え る こ と に よ り 、 対 象 精 神 疾 患 に 起 因 す る 不 安 や 葛 藤 を 除
去し 、情 緒の 改善 を 図り 、洞 察へ と導 く 治療 方法 をい う。 

・ 入 院精 神療 法（ Ⅰ）は 、入 院中 の患 者に つい て、精神 保 健指 定医 が 30 分 以
上 入 院 精 神 療 法 を 行 っ た 場 合 に 、 入 院 の 日 か ら 起 算 し て ３ か 月 以 内 の 期 間
に限 り週 ３回 を限 度 とし て算 定す る。 

・ 入院 精神 療法（ Ⅱ）は 、入 院中 の患 者に つい て、入 院の 日か ら起 算し て４ 週
間 以 内 の 期 間 に 行 わ れ る 場 合 は 、 週 ２ 回 を 、 入 院 の 日 か ら 起 算 し て４ 週 間
を 越 え る 期 間 に 行 わ れ る 場 合 は 週１ 回 を そ れ ぞ れ 限 度 と し て 算 定 す る 。 た
だ し 、 重 度 の 精 神 障 害 者 で あ る 患 者 に 対 し て 精 神 保 健 指 定 医 が 必 要 と 認 め
て行 われ る場 合は 、 入院 期間 にか かわ ら ず週２回 を限 度と し て算 定す る。 

・  入 院 精 神 療 法 を 行 っ た 場 合 は 、 そ の 要 点 を 診 療 録 に 記 載 す る 。 入 院 精 神 療
法（ Ⅰ） の場 合は 、 更に 当該 療法 に要 し た時 間も 診療 録に 記 載す る。 

 
(3) 通院・在宅精神療法【I002】の留意点 

・ 対象 疾患  
精神 疾患 又は 精神 症 状を 伴う 脳器 質性 障 害 

・  精 神 科 を 標 榜 す る 保 険 医 療 機 関 の 精 神 科 を 担 当 す る 医 師 が 行 っ た 場 合 に 限
り 算 定 。 な お 、 令 和 ４ 年 度 診 療 報 酬 改 定 で 、 精 神 保 健 指 定 医 が 行 っ た 場 合
とそ れ以 外の 場合 に 区分 され 、そ れぞ れ の評 価が 設け られ た 。 

・ 通院・在 宅精 神 療法 とは、一定 の治 療計 画の もと に、危 機介 入、対 人関 係の
改 善 、 社 会 適 応 能 力 の 向 上 を 図 る た め の 指 示 、 助 言 等 の 働 き か け を 継 続 的
に行 う治 療方 法を い う。 

・ 診療 に要 した 時 間が ５分 を超 えた と きに 限り 算定 する 。 
・  診 療 録 に 、 当 該 診 療 に 要 し た 時 間 を 記 載 す る 。 時 間 が 明 確 で は な い 場 合 、

「30 分 超」 など の 記載 でも 差し 支え な い。 （初 診時 の 60 分以 上・30 分以
上・ ５分 以上 30 分 未満 でそ れぞ れ点 数 が異 なる 。）  

・ 通院 ・在 宅精 神 療法 を行 った 場合 は 、そ の要 点を 診療 録 に記 載す る。 
 
(4) 精神科継続外来支援・指導料【I002-2】の留意点 

・ 対象 疾患  
精神 疾患 又は 精神 症 状を 伴う 脳器 質性 障 害 



 

- 49 - 

 

・  入 院 中 の 患 者 以 外 の 患 者 で あ っ て 、 精 神 疾 患 の も の に 対 し て 、精 神 科 を 標
榜 す る 保 険 医 療 機 関 の 、 精 神 科 を 担 当 す る 医 師 が 、 精 神 障 害 者 の 地 域 生 活
の 維 持 や 社 会 復 帰 に 向 け た 支 援 の た め 、 患 者 又 は そ の 家 族 等 に 対 し て 、 病
状 、 服 薬 状 況 及 び 副 作 用 の 有 無 等 の 確 認 を 主 と し た 支 援 を 継 続 し て 行 う 場
合を 評価 する 。  

・ 精 神科 継続 外来 支援・指 導を 行っ た 場合 は、その 要点 を 診療 録に 記載 する 。 
 
(5) 認知療法・認知行動療法【I003-2】の留意点 

・  認 知 療 法 ・ 認 知 行 動 療 法 と は 、 入 院 中 の 患 者 以 外 の う つ 病 等 の 気 分 障 害、
強 迫 性 障 害 、 社 交 不 安 障 害 、 パ ニ ッ ク 障 害、 心 的 外 傷 後 ス ト レ ス 障 害 又 は
神 経 性 過 食 症 の 患 者 に 対 し て 、 認 知 の 偏 り を 修 正 し 、 問 題 解 決 を 手 助 け す
るこ とに よっ て治 療 する こと を目 的と し た精 神療 法を いう 。 

・  気 分 障 害 、 強 迫 性 障 害 、 社 会 不 安 障 害 、 パ ニ ッ ク 障 害 又 は 心 的 外 傷 後 ス ト
レ ス 障 害 に 対 し て 行 う 場 合 は 、 こ れ ら の 疾 患 別 に 作 成 さ れ た 厚 生 労 働 科 学
研 究 班 作 成 の 認 知 行 動 療 法 マ ニ ュ ア ル に 従 っ て 行 っ た 場 合 に 限 り 、 算 定 出
来 る 。 神 経 性 過 食 症 に 対 し て 実 施 す る 場 合 に は 、 国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 精
神 ・ 神 経 医 療 研 究 セ ン タ ー 研 究 班 作 成 の マ ニ ュ ア ル に 従 っ て 行 っ た 場 合 に
限り 、算 定出 来る 。  

・  一 連 の 治 療 計 画 を 策 定 し 、 患 者 に 詳 細 な 説 明 を 行 い 、 認 知 療 法 ・ 認 知 行 動
療法 に習 熟し た医 師（研 修を 受講 す るな ど）によ り 、30 分 を超 えて 治療 が
行わ れた 場合 に算 定 する 。  

・  認 知 療 法 ・ 認 知 行 動 療 法 を 行 っ た 場 合 は 、 そ の 要 点 及 び 診 療 時 間 を 診 療 録
に記 載す る。  

・ 医師 と看 護師 が 共同 して 行う 場合 、 施設 基準 と算 定要 件 に特 に留 意す る。 
 

(6) 精神科ショート・ケア【I008-2】、デイ・ケア【I009】、ナイト・ケア【I010】、
デイ・ナイト・ケア【I010-2】の留意点 

・  精 神 疾 患 を 有 す る も の の地 域 へ の 復 帰 を 支 援 す る た め 、 社 会 生 活 機 能 の 回
復を 目的 とし て、個 々の 患者 に応 じた プ ログ ラム に従 って グ ルー プご とに治
療す るも の。  

・ いず れを 行っ た 場合 も、 その 要点 及 び診 療時 間を 診療 録等に 記載 する 。  
・  い ず れ か を 最 初 に 算 定 し た 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 超 え る 場 合 、 週５ 日 算 定

が 限 度 。 た だ し 、 週 ４ 日 以 上 算 定 で き る の は 、 次 の い ず れ も 満 た す 場 合 に
限ら れる 。  

ア  少 な く と も ６ か 月 に １ 回 以 上 、 医 師 が 必 要 性 に つ い て 精 神 医 学 的 評 価 を
行い 、継 続が 必要 と 判断 した 場合 には 、 その 理由 を診 療録 に 記載 する 。 
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イ  少 な く と も ６ か 月 に １ 回 以 上 、 精 神 保 健 福 祉 士 又 は公 認 心 理 師 が 患 者 の
意向 を聴 取し てい る 。  

ウ 聴取 した 患者 の 意向 を踏 まえ、医師 を含 む多 職種 が協 同 して、患者 の意 向
及 び 疾 患 等 に 応 じ た 診 療 計 画 を 作 成 す る 。 医 師 は 診 療 計 画 を 患 者 又 は 家
族等 に説 明し 、精 神 科デ イ・ ケア 等の 実 施に つい て同 意を 得 る。 

エ 精神 科デ イ・ケ ア等 を実 施し た患 者 の、月あ たり の実 施 回数 、平 均実 施期
間等 につ いて 、要 件 が規 定さ れて いる 。 

 
(7) 精神科退院指導料【I011】の留意点 

・  精 神 科 を 標 榜 す る 保 険 医 療 機 関 に お い て 、 １ か 月 を 超 え て 入 院 し て い る 精
神 疾 患 を 有 す る も の 、 又 は そ の 家 族 等 に 対 し て 、 精 神 科 を 担 当 す る 医 師 、
看 護 師 、 作 業 療 法 士 及 び 精 神 保 健 福 祉 士 が 共 同 し て 、 保 健 医 療 サ ー ビ ス 又
は福 祉サ ービ ス等 に 関す る計 画を 策定 す る。 

・  必 要 に 応 じ て 、 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所 、 及 び 相 談 支 援 事 業 所 等 と 連 携 す
る。  

・ 策定 した 計画 を 、文書（参 考様 式あ り）に より 、医 師が 説明 を行 った 場合 に
算定 する 。  

・  指 導 対 象 が 、 患 者 本 人 又 は 家 族 等 で あ る か を 問 わ ず 、 対 象 と な る 退 院 １ 回
につ き、 １回 に限 り 当該 患者 の入 院中 に 算定 する 。 

・  説 明 内 容 に は 、 退 院 後 の 治 療 計 画 、 退 院 後 の 療 養 上 の 留 意 点 、 退 院 後 に 必
要と なる 保健 医療 サ ービ ス又 は福 祉サー ビス 等を 含む 。  

・  説 明 に 用 い た 文 書 は 、 患 者 又 は そ の 家 族 等 に 交 付 す る と と も に 、 そ の 写 し
を診 療録 に添 付す る こと 。  

 

12 食事療養  
 

 
○ 食事も医療の一環であることに留意する。 
○ 食事摂取可能な患者へのビタミン剤の投与については、 

要件を満たすことを必ず確認する。 
 

 

(1) 入院時食事療養費等の留意点 
①  食 事 療 養 の 費 用 は １ 食 ご と に 算 定 す る こ と と な っ て い る た め 、 食 事 の 開 始

・中 止、 食種 の変 更 等の 指示 を適 時適 切 に行 うこ と。 
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②  医 師 、 管 理 栄 養 士 又 は 栄 養 士 に よ る 毎 食 の 検 食 と 検 食 簿 の 記 載 は 、 入 院 時
食事 療養（ Ⅰ）の 算 定の ため に必 要な も ので ある。単な る「 試食」では ない
と い う こ と に 留 意 す る と と も に 、 毎 食 の 検 食 を 実 施 し 、 そ の 所 見 を 必 ず 検
食簿 に記 載す るこ と 。  

 
(2) 特別食加算算定上の留意点 

①  治 療 食 等 の 特 別 食 を 提 供 す る 場 合 は 、 患 者 の 状 態 や 傷 病 名 等 が 提 供 の 要 件
を 満 た し て い る こ と を 十 分 確 認 し た 上 で 、 医 師の 発 行 す る 食 事 箋 （ オ ー ダ
ー エ ン ト リ ー シ ス テ ム 等 に よ り 、 医 師 本 人 の 指 示 に よ る こ と が 確 認 で き る
も の に つ い て も 認 め る 。 ）に 基 づ き 行 う こ と 。 医 師 以 外 の 者 が 治 療 食 の 提
供の 可否 を判 断し 、栄養 部門 への オー ダ ー（ オー ダー 変更 を 含む。）を 行う
こ と の な い よ う 留 意 す る 。な お 、 市 販 さ れ て い る 流 動 食 の み を 経 管 栄 養 法
によ り提 供し たと き は、 特別 食加 算は 算 定し ない 。 

【 各治療食の対象となる患者の例 】 
・ 脂質 異常 症食：空腹 時Ｌ ＤＬ -コ レ ステ ロー ル値 140 ㎎/dL 以上、又は Ｈ

ＤＬ -コ レス テロ ー ル 値 40 ㎎ /dL 未 満 、又 は中 性脂 肪 値 150 ㎎/dL 以上
の患 者、 高度 肥満 症 （肥 満度 が+70%以 上又 はＢ ＭＩ が 35 以上 ）の 患者  

・ 貧血 食： 血中 ヘ モグ ロビ ン濃度 10ｇ/dL 以 下で 、そ の 原因 が鉄 欠乏 であ
る患 者  

※  特 別 食 の 提 供 を 受 け て い る 患 者 に つ い て 、 薬 物 療 法 や 食 事 療 法 等 に よ
り 、血液 検 査等 の数値 が 改善 され た場 合で も 、医 師 が疾 患治療 の 直接 手
段 と し て 特 別 食 に 係 る 食 事 箋 の 発 行 の 必 要 性 を 認 め な く な る ま で 特 別
食 加 算を 算定 する こと が でき る。 

② 治療 食の 名称 は 、混 乱を 避け るた め 、で きる 限り 告示 の 名称（腎 臓食 、肝臓
食、 糖尿 病食 等） を 用い るこ とが 望ま し い。  

 
(3) ビタミン剤の投与について 

ビ タ ミ ン 製 剤 の 薬 剤 料 を 算 定 で き る の は 、 医 師 が ビ タ ミ ン 剤 の 投 与 が 有 効で
ある と判 断し 、適 正 に投 与さ れた 場合 に 限ら れる 。（ なお 、薬事 承認 上の 用法・
用量 を遵 守す るこ と は前 提で ある 。） 

ま た 、 ビ タ ミ ン 剤 の 投 与 が 必 要 と 判 断 し た 趣 旨 を 具 体 的 に 診 療 録と 診 療 報酬
明細 書に 記載 しな け れば なら ない（ 但し 、病名 によ りビ タミ ン剤 の投 与が 必要 、
か つ 、 有 効 と 判 断 で き る 場 合 は 趣 旨 を 診 療 報 酬 明 細 書 に 記 載 す る こ と は 要 さ な
い） 。  
【 適正な投与の例 】 
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・  疾 患 ・ 症 状 の 原 因 が ビ タ ミ ン 欠 乏 ・ 代 謝 障 害 で あ る こ と が 明 ら か な 患 者
（ま たは その 疑い の ある 患者）が、必要 なビ タミ ンを 食事 で 摂取 する こと
が困 難な 場合  

・  妊 産 婦 、 乳 幼 児 等 で 食 事 か ら の ビ タ ミ ン 摂 取 が 不 十 分 で あ る と 診 断 さ れ
た場 合  

・ 重湯 等の 流動 食 、五 分粥 以下 の軟 食 を食 して いる 場合  
・ 無菌 食、 代謝 異 常食 （フ ェニ ール ケ トン 尿症食等 ）を 食 して いる 場合  
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Ⅵ ＤＰＣ/ＰＤＰＳについて 
 

１ ＤＰＣ/ＰＤＰＳとは  
 

ＤＰ Ｃ/Ｐ ＤＰ Ｓは 、平 成 15 年 ４月 、 閣議 決定 に基 づき 、 特定 機能 病院 を対象
に 導 入さ れ た 、急 性 期 入 院 医 療 を 対 象 とし た 診 療 報 酬 の 包 括評 価 方 式であ る 。 Ｄ
ＰＣ（Diagnosis Procedure Combination）は 、わ が国 独 自の 患者 分類 とし ての「 診
断群 分類」の 略称 で あり、ＰＤ Ｐ Ｓ（ Per-Diem Payment System）は 、「 １日 当た
り包 括支 払い 方式 」 の略 称で ある 。 

なお 、令和 ４年 ４月 １日 現在 、ＤＰ Ｃ/ＰＤ ＰＳ 対象 病院 数 は 1,764 病院 、約 48
万床 とな り、急 性期 一般 入院 基本 料等 に 該当 する病床 の約 85%を占 める に至 って
いる 。  

 

２ 制度の概要   
 
(1) 診断群分類の基本構造 

診断 群分 類は 、ま ず 、18 の「主 要 診 断 群（ＭＤ Ｃ：Major Diagnostic Category）」
と 呼ば れ る 疾患 分 野 ご と（ 例 え ばＭ Ｄ Ｃ 01： 神経 系 疾 患 、Ｍ Ｄ Ｃ02： 眼 科 系疾
患 、 Ｍ Ｄ Ｃ 03： 耳 鼻 咽 喉 科 系 疾 患 な ど ） に 大 別 さ れ 、 そ れ ぞ れ 傷 病 に よ り 分 類
され る。次 に、診 療 行為（ 手術、処置 等 ）、重症 度等 によ り 分類 され てい る。傷
病 名 は 国 際 疾 病 分 類 で あ る Ｉ Ｃ Ｄ 10（ Ｉ Ｃ Ｄ ： International Classification of 
Diseases）に より、診療 行為 等に つい て は診 療報 酬上 の区 分 によ り定 義さ れ、重
症度 等に つい ては 傷 病ご とに 評価 する 重 症度 等の 指標 が設 定 され てい る。 

【 主要診断群 】 
ＭＤＣ01 神経系疾患 
ＭＤＣ02 眼科系疾患 
ＭＤＣ03 耳鼻咽喉科系疾患 
ＭＤＣ04 呼吸器系疾患 
ＭＤＣ05 循環器系疾患 
ＭＤＣ06 消化器系疾患、 

肝臓・胆道・膵臓疾患 
ＭＤＣ07 筋骨格系疾患 
ＭＤＣ08 皮膚・皮下組織の疾患 
ＭＤＣ09 乳房の疾患 
 

ＭＤＣ10 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 
ＭＤＣ11 腎・尿路系疾患及び 

男性生殖器系疾患 
ＭＤＣ12 女性生殖器系疾患及び 

産褥期疾患・異常妊娠分娩 
ＭＤＣ13 血液・造血器・免疫臓器の疾患 
ＭＤＣ14 新生児疾患、先天性奇形 
ＭＤＣ15 小児疾患 
ＭＤＣ16 外傷・熱傷・中毒 
ＭＤＣ17 精神疾患 
ＭＤＣ18 その他 
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(2) 診断群分類の構成 
すべ ての 診断 群分 類 は、数 字と‘x’か らな る 14 桁 の英 数字 で あら わさ れ、桁ご

とに 意味 をも つ。  
【 診断群分類の見直し 】 
診 断 群 分 類 は 、 臨 床 専 門 家 等 に よ り 構 成 さ れ る Ｍ Ｄ Ｃ 毎 作 業 班 に お け る 見 直 し
案 の 報 告 及 び Ｄ Ｐ Ｃ 対 象 病 院 等 の 退 院 患 者 に 係 る 調 査 に 基 づ き 、 診 療 報 酬 改 定
時 の ほ か 、 高 額 薬 剤 の 保 険 収 載 等 に 応 じ て 部 分 的 に は 随 時 見 直 さ れ て い る 。 現
在は 18 主要 診断 群 、診断 群分 類 502 疾 患、Ｄ ＰＣ コー ド 4,726 種 類、う ち包 括
対象 の分 類は 4,064 種類 （令 和４ 年度 改 定に おけ る数 ）か ら 構成 され てい る。 

 

 

 

 

 

 

診断群分類番号（14 桁）の構成 

ｘ は 該 当 す る 項 目 が 無 い 場 合  
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(3) 診断群分類の決定方法 
診断 群分 類は、「 医 療資 源を 最も 投入 し た傷 病」に より 決定 され る。「医 療資

源 を 最 も 投 入 し た 傷 病 名 」 と は 、 入 院 患 者 の 入 院 期 間 全 体 を 通 し て み て 、 治 療
し た 傷 病 の う ち 、 最 も 人 的 ・ 物 的 医 療 資 源 を 投 入 し た 傷 病 の こ と で あ り 、 １ 入
院 中 に 複 数 の 傷 病 に 対 し て 治 療 が 行 わ れ た 場 合 で も 、 「 医 療 資 源 を 最 も 投 入 し
た 傷 病 」 は 一 つ に 限 る 。 「 医 療 資 源 を 最 も 投 入 し た 傷 病 」 が 不 明 な 時 点 で は 、
「入 院の 契機 とな っ た傷 病」 に基 づい て 診断 群分 類を 決定 す る。 

なお 、包 括評 価の 対 象診 断群 分類 に該 当 しな い患 者は 出来 高 算定 とな る。 
 
【 診断群分類の決定の手順 】 

① 「医 療資 源を 最 も投 入し た傷 病名 」 の決 定 
② 「医 療資 源を 最 も投 入し た傷 病」 に 対応 する ＩＣ Ｄ10 が分 類さ れて いる

診断 群分 類の 検索  
③  診 断 群 分 類 を 決 定 す る た め に 必 要 な 診 療 行 為 等 に 基 づ く 診 断 群 分 類 の 決

定。（診 断群 分類 ツ リー 図、定義 テー ブ ル、診断 群分 類点 数 表、診断 群分
類電 子点 数表 を活 用 する 。） 

※ 診断群分類点数表 
包括 評価 の対 象と な る診 断群 分類 ごと に １日 当た り点 数等 を 規定 して いる 。 

※ 診断群分類ツリー図、定義テーブル 
「ツ リー 図」 は包 括 評価 の対 象外 とな っ た診 断群 分類 を含 め て全 診断 群 
分類 を体 系的 に図 示 して いる もの で、 通 知に より 示さ れて い る。 
「定 義テ ーブ ル」 に は「 ツリ ー図 」の 分 岐の 基準 の定 義を 記 述し てい る。 

※ 診断群分類電子点数表 
各医 療機 関に おけ る 医事 会計 シス テム に 対応 しや すい 形に 整 えた 
診断 群分 類点 数表 、 定義 テー ブル であ る 。  

 

 【１層目】 傷病名（ＩＣＤ10 で意義）の選択   

↓ 
 【２層目】 手術（医科点数表の K コードで定義）の選択  

↓ 
 【３層目】 処置、副傷病名、重症度の選択   

↓ 
 診断群分類（DPC）の決定  
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(4) 令和４年度ＤＰＣ制度対象病院の基準 
①  急 性 期 一 般 入 院 基 本 料 に 係 る 届 出 、 又 は 特 定 機 能 病 院 入 院 基 本 料 （ 一 般 病

棟 の 場 合 に 限 る ） 若 し く は 専 門 病 院 入 院 基 本 料 に つ い て 、 ７ 対 １ 入 院 基 本
料又 は 10 対 １入 院 基本 料に 係る 届出 

② 診療 録管 理体 制 加算 に係 る届 出 
③  当 該 病 院 を 退 院 し た 患 者 の 病 態 や 実 施 し た 医 療 行 為 の 内 容 等 につ い て 毎 年

実 施 さ れ る 調 査 「 退 院 患 者 調 査 」、 中 央 社 会 保 険 医 療 協 議 会 の 要 請 に 基 づ
き 、 退 院 患 者 調 査 を 補 完 す る こ と を 目 的 と し て 随 時 実 施 さ れ る 調 査 「 特 別
調査 」に 適切 に参 加  

④ 調査 期間 １か 月 当た りの(デー タ／ 病床)比 が 0.875 以 上  
⑤ 「適 切な コー デ ィン グに 関す る委 員 会」を設 置し 、年４ 回以 上、当該 委員 会

を開 催  
 
(5) 包括評価の対象患者 

①  包 括 評 価 の 対 象 患 者 は 、Ｄ Ｐ Ｃ 対 象 病 棟 の 入 院 患 者 の う ち 、 包 括 評 価 の 対
象と なっ た「 診断 群 分類 」に 該当 したも ので ある 。  

② ただ し、 以下 の 者を 除く 。 
・ 入 院後 24 時間 以内 に死 亡し た患 者又は 生後 １週 間以 内 に死 亡し た新 生児 
・ 評価 療養 及び 患 者申 出療 養を 受け る 患者  
・ 臓器 移植 患者 の 一部  
・ 回復 期リ ハビ リ テー ショ ン病 棟入 院 料等 の算 定患 者 
・ その 他厚 生労 働 大臣 が別 に定 める 者  
 

３ 診療報酬の算定方法  
 

(1) 包括評価制度における診療報酬の額 
包 括 評 価 制 度 に お け る 診 療 報 酬 の 額 は 包 括 評 価 部 分 と 出 来 高 部 分 で 構 成 され

てい る。  
 

診療報酬 ＝ 包括評価部分 ＋ 出来高部分 
 

 
① 包括評価部分 

「診 断群 分類」ごと の１ 日当 たり の包 括 評価 であ り、医 療機 関別 係数 によ る評
価・ 調整 が行 われ る 。  
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包括範囲点数＝診断群分類ごとの１日当たり点数×医療機関別係数×入院日数 
 
診 断 群 分 類 区 分 及 び 入 院 期 間 の 区 分 に 応 じ た 包 括 評 価 の 点 数 は 診 断 群 分 類点

数表 に定 めら れて い る。 
 診 断 群 分 類 点 数 表 の 所 定 点 数 に は 、 医 科 点 数 表 に 掲 げ る 点 数 の 費 用 の 内 、 以
下 に 掲 げ る 点 数 の 費 用 が 含 ま れ る 。 な お 、 そ れ ぞ れ 、 除 外 さ れ る 項 目 が あ る の
で、 法令 で確 認の こ と。（表 １参 照）  
② 出来高部分 

「医 科点 数表 」に 基 づい た評 価が 行わ れ る。 
 
表１  包 括評 価制 度 にお ける 包括 評価 部 分と 出来 高部 分 
「 医 科 点 数 表 」 に お け る 項 目  包 括 評 価  出 来 高 評 価  

A 入 院 料 等  入 院 基 本 料  全 て   
入 院 基 本 料 等 加 算  機 能 評 価 係 数 I 患 者 ご と に 算 定 さ れ る 加 算 等  
特 定 入 院 料  ※ 入 院 基 本 料 と の 差 額

を 加 算  
 

B 管 理 等  手 術 前 後 の 医 学 管 理 料  左 記 以 外  
C 在 宅 医 療   全 て  
D 検 査  右 記 以 外  心 臓 カ テ ー テ ル 検 査  

内 視 鏡 検 査  
診 断 穿 刺 ・ 検 体 採 取 料  

E 画 像 診 断  右 記 以 外  画 像 診 断 管 理 加 算  
動 脈 造 影 カ テ ー テ ル 法  

F 投 薬  全 て   
G 注 射  右 記 以 外  無 菌 製 剤 処 理 料  
H リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン  薬 剤 料  左 記 以 外  
I 精 神 科 専 門 療 法  薬 剤 料  左 記 以 外  
J 処 置  1000 点 未 満 処 置  1000 点 以 上 処 置  

人 工 腎 臓 及 び 腹 膜 灌 流  
K 手 術   全 て  
L 麻 酔    全 て  
M 放 射 線 治 療   全 て  
N 病 理 診 断  右 記 以 外  術 中 迅 速 病 理 組 織 標 本 作 製  

病 理 診 断 ・ 判 断 料  
薬 材 料  右 記 以 外  HIV 治 療 薬  

血 液 凝 固 因 子 製 剤  

 

(2) 「診断群分類」ごとの１日当たり点数 
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・  在 院 日 数 に 応 じ た 医 療 資 源 の 投 入 量 を 適 切 に 評 価 す る 観 点 か ら 、 診 断 群 分
類 ご と の １ 日 当 た り の 包 括 点 数 は 、 在 院 日 数 に 応 じ て 逓 減 す る 仕 組 み と な
って いる 。  

・  入 院 初 期 を 重 点 評 価 す る た め 、 在 院 日 数 に 応 じ た ３ 段 階 の 定 額 報 酬 を 設 定
し て お り 、 例 外 的 に 入 院 が 長 期 化 す る 患 者 に つ い て は 平 均 在 院 日 数か ら 標
準偏 差の ２倍 以上 の 30 の 整数 倍を 超 えた 部分 につ いて は 、医 科点 数表 によ
り出 来高 算定 とす る 。  

・  実 際 の 医 療 資 源 の 投 入 量 に 応 じ た 評 価 と す る た め 、 以 下 の ４ 種 類 の 点 数 設
定パ ター ンが ある 。  

 
通常の場合（設定方法Ａ） 
診断 群分 類入 院日 数 の 25 パ ーセ ンタ イ ル値（入 院期 間Ⅰ ）まで は平 均点 数に 17
％加 算し、平均 在院 日数 を超 えた 日か ら 前日 の点 数の 85％ また は、入 院期 間Ⅲ
の１ 日当 たり の医 療 資源 の平 均投 入量 の うち 、低 い点 数で 算 定。  

 
 

入院初期の医療資源の投入量が非常に大きい場合（設定方法Ｂ） 
入 院 期 間 Ⅰ は 、 そ の 期 間 で の 平 均 点 数 と し 、 平 均在 院 日 数 を 超 え た 日 か ら 前 日
の点 数の 85％ま た は、入 院期 間Ⅲ の１ 日当 たり の医 療資 源 の平 均投 入量 のう ち 、
低い 点数 で算 定。  
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入院初期の医療資源の投入量が小さい場合（設定方法Ｃ） 
入院 期間 Ⅰは 、平 均 点数 に 10%加算 し 、平 均在 院日 数を 超 えた 日か ら前 日の点
数の 90％ま たは、入院 期間 Ⅲの １日 当 たり の医 療資 源の 平 均投 入量 のう ち、低
い点 数で 算定 。  

 
 

高額薬剤等に係る診断群分類（設定方法Ｄ） 
入院 基本 料を 除く 薬 剤費 等包 括範 囲点 数 を入 院期 間Ⅰ（１日 で固 定）で 算定 し、
平 均 在 院 日 数 ま で は 入 院 基 本 料 の １ 入 院 当 た り の 点 数 で 算 定 。 平 均 在 院 日 数 を
超え た日 から 従来 方 式（ 前日 の点 数の 90％ま た は 85％ ）ま たは 、入 院期 間Ⅲ の
１日 当た りの 医療 資 源の 平均 投入 量の う ち、 低い点数 で算 定 。  
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(3) 医療機関別係数による評価・調整 

各医 療機 関の 医療 機 関係 数は 以下 の４ つ を合 算し たも ので あ る。 
医療機関別係数＝基礎係数＋機能評価係数Ⅰ＋機能評価係数Ⅱ＋激変緩和係数  
① 基礎 係数  

役割 や機 能に 着目 し た医 療機 関の 群別 に 設定され てい る。医 療機 関群 は「大
学病 院本 院群」(か つて のⅠ 群)、「 ＤＰ Ｃ特 定病 院群」(か つて のⅡ 群)、「 Ｄ
ＰＣ 標準 病院 群」(かつ ての Ⅲ群)の３ 群が ある 。  
 
基礎 係数 は包 括範 囲 に係 る出 来高 報酬 相 当の 平均 値を 係数 化 した もの 。 
［ 基 礎 係 数 ］ ＝ ［ 各 医 療 機 関 群 の 包 括 範 囲 出 来 高 点 数 の 平 均 値 ］ ×［ 改 定 率 ］  
                             ÷［ 各 医 療 機 関 群 の DPC 点 数 表 に 基 づ く 包 括 点 数 の 平 均 値 ］  

 
ＤＰ Ｃ/Ｐ ＤＰ Ｓの 円滑 導入 のた めに 設 定さ れた調整 係数 は 、平成 30 年度
改定 にお いて 、基礎 係数 と機 能評 価係 数Ⅱへ の置 換え が完 了 し、「 暫定 調整
係数 」は 廃止 され る こと とな った 。調 整 係数 がこ れま で担 っ てい た激 変緩和
機能 は「 激変 緩 和係 数」とし て 、診 療報 酬改 定の ある 年度 に 限り 設定 する こ
とと なっ た。  

② 機能 評価 係数 Ⅰ  
出 来 高 報 酬 体 系 に お け る 「 当 該 医 療 機 関 の 入 院 患 者 全 員 に 対 し て 算 定 さ れ
る加 算」 や「 入院 基 本料 の補 正値 」等 を 評価 する係数 であ る 。  

③ 機能 評価 係数 Ⅱ  
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診 療 実 績 や 医 療 の 質 的 向 上 へ の 貢 献 等 に 基 づ き 、 医 療 機 関 が 担 う べ き 役 割
や機 能を 評価 する 係 数。保 険診 療指 数、地域 医療 指数、効率 性指 数、複 雑性
指数 、カ バー 率 指数 、救 急医 療指 数 の６ つの 項目 から なる 。項目 に応 じて 各
医療 機関 群の 特性 を 踏ま えた 評価 手法と なっ てい る。  

④ 激変 緩和 係数  
調 整 係 数 の 廃 止 と 診 療 報 酬 改 定 に 伴 う 激 変 緩 和 に 対 応 す る た め の 係 数 で あ
り、 改定 年度 のみ 設 定さ れて いる。  

 
(4) 特定入院料の取扱い 

①  厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 主 に 急 性 期 医 療 を 受 け る 病 棟 で 算 定 す る 特 定 入 院 料
（ 後 述 ） を 算 定 す る 場 合 で 、 包 括 評 価 の 対 象 と な る 診 断 群 分 類 に 該 当 す る
場 合 に は 、 診 断 群 分 類 区 分 及 び 入 院 期 間 の 区 分 に 応 じ た 包 括 評 価 の 点 数を
算 定 す る 期 間 に は 、 医 科 点 数 表 の 特 定 入 院 料 を 算 定 せ ず 、 診 断 群 分 類 点 数
表 に 定 め ら れ た 当 該 特 定 入 院 料 ご と の 所 定 点 数 を 加 算 す る こ と と さ れ て い
る。  
・ 救命 救急 入院 料 １ ３日 以内  8,129 点  （ 特定 機能 病 院の 場合 ）等  
※  厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 主 に 急 性 期 医 療 を 受 け る 病 棟 で 算 定 す る 特 定 入

院料 の例 ：  
救命 救急 入院 料、特 定集 中治 療室 管理 料 、ハ イケ アユ ニッ ト 入院 医療 管理
料、脳 卒中 ケア ユニ ット 入院 医療 管理 料 、小児 特定 集中 治療 室管 理料、新
生児 特定 集中 治療 室 管理 料、 一類 感染 症 患者 入院 医療 管理 料 等  

② この 際の 包括 範 囲は 、Ｄ ＰＣ 包括 評 価制 度の 包括 範囲 に 整理 され てい る。 
・  例 え ば 、 特 定 集 中 治 療 室 管 理 料 に 係 る 加 算 を 算 定 し て い る 期 間 で あ っ て

も心 臓カ テー テル 検 査に 係る 手技 料等 は 算定 でき る。 
（医 科点 数表 では 包 括評 価の 範囲 に含 ま れて いる 。） 

・ ただ し 、１ 日当 たり の加 算点 数を 算 定し てい る期 間は 、地域 加算等以 外の
入院 基本 料等 加算 は 算定 でき ない 。  
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(5) ７日以内の再入院(再転棟)について 

・ 同一 傷病 (前 回 入院 の際 の「医 療資 源を 最も 投入 した 傷 病名」と再 入院 の際
の「 入院 の契 機と な った 傷病 名」の診 断 群分 類の 上２ 桁が 同 一の もの ）にお
ける ７日 以内 の再 入 院及 び再 転棟 につ い ては、前回 入院 と一 連の 入院 と見な
して 取り 扱う もの と する 。ま た 、再 入院 の契 機と なっ た傷 病 名が 、分 類不能
コー ドで ある 場合 も 、前 回入 院と 一連 の 入院 とみ なす 。そ の ほか 、再 入院の
際の「 入院 の契 機 と なっ た傷 病名」が、手術・処置 等の 合 併 症に 係るＤＰＣ
のＩ ＣＤ コー ドで あ る場 合や、再入 院の 際の「 医療 資源 を最 も投 入し た傷 病
名」が 前回 の入 院と 同一 の場 合につい て も、前 回入 院と 一連 の入 院と 見な す
もの とす る。  

・  ７ 日 以 内 に 同 一 傷 病 で 再 入 院 す る 場 合 で あ っ て も 、 再 入 院 時 に 悪 性 腫 瘍 に
かか る計 画的 な化 学 療法 を実 施す る場 合 は、 起算 日は 再入 院 した 日と する。 

・  再 入 院 後 に 診 断 群 分 類 の 変 更 が あ っ た 場 合 に つ い て は 、 １ 回 目 の 入 院 か ら
診断 群分 類を 変更 し て退 院月 に差 額の 調 整を 行う 。 

 
(6) 持参薬について 

特 段 の 理 由 が な い 限 り 、 入 院 が 予 定 さ れ て い る 場 合 に当 該 入 院 の 契 機 と なっ
た 傷 病 の 治 療 に 係 る も の と し て あ ら か じ め 処 方 さ れ た 薬 剤 を 患 者 に 持 参 さ せ 、
入 院 中 に 使 用 す る こ と は 認 め ら れ な い。 （ 特 段 な 理 由 と は 、 単 に 病 院 や 医 師 等
の 方 針 に よ る も の で は な く 、 個 々 の 患 者 の 状 態 等 に 応 じ た 個 別 具 体 的 な 理 由 で
あ る こ と が 必 要 で あ る 。や む を 得 ず 持 参 薬 を 入 院 中 に 使 用 す る 場 合 は 、 当 該 特
別な 理由 を診 療録 に 記載 する こと。）  

 
(7) 診療報酬請求時の留意点 
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①  診 療 報 酬 明 細 書 に つ い て は 、診 療 行 為 の 内 容 が 分 か る 情 報 （ 「 コ ー デ ィ ン
グ デ ー タ 」 と い う 。 ） も 記 載 す る 。 特 定 入 院 料 等 を 算 定 す る 期 間 に つ い て
は 、 当 該 特 定 入 院 料 等 に 包 括 さ れ る 診 療 行 為 等 の う ち 、 コ ー デ ィ ン グ に 関
係す る診 療行 為等 も 併せ て記 載す る。  

②  診 療 報 酬 の 請 求 方 法 は 、 患 者 の 退 院 時に 決 定 さ れ た 請 求 方 法 を も っ て 、 ひ
と つ の 入 院 期 間 に お い て 統 一 す る 。 例 え ば 、 入 院 当 初 は 診 断 群 分 類 点 数 表
に よ り 算 定 （ い わ ゆ る 「 包 括 」 ） し て い た 患 者 が 、診 療 方 針 の 変 更 等 に よ
り、退 院時 には 医科 点数 表に より 算定（ いわ ゆる「 出来 高」）する こと とな
った 場合 は、 入院 期 間を 通し て「 出来 高 」で 算定 する 。 

③  Ｄ Ｐ Ｃ 算 定 対 象 と な る 病 棟 か ら 地 域 包 括 ケ ア 入 院 医 療 管 理 料 １ か ら ４ ま で
を 算 定 す る 病 室 に 転 室 し た 場 合 、 診 断 群 分 類 点 数 表 に 定 め る 入 院 日Ⅲ ま で
の期 間は、引き 続き 転室 前と 同じ 診断 群 分類 区分 によ り算 定 すること とし、
起算 日は 当該 入院 日 とす る。 
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Ⅶ 保険診療に関するその他の事項 
 

１ 診療報酬明細書（レセプト）の作成  
 
(1) レセプトへの関与について 

診 療 報 酬 明 細 書 （ レ セ プ ト ） は 、 請 求 事 務 部 門 が 単 独 で 作 成 す る も の で はな
く、 保険 医も また 作 成の 一翼 を担 って い るこ とを 十分 に認 識 する 必要 があ る。 

 
【 参考 】 
療養担当規則 第 23 条の２（適正な費用の請求の確保） 
保 険 医 は 、 そ の 行 っ た 診 療 に 関 す る 情 報 の 提 供 等 に つ い て 、 保 険 医 療 機 関 が 行
う 療 養 の 給 付 に 関 す る 費 用 の 請 求 が 適 正 な も の と な る よ う 努 め な け れ ば な ら な
い。  

 
(2) レセプト点検のポイント 

審 査 支 払 機 関 へ の 提 出 前 に は 、 診 療 録 等 と 照 合 し 、 記 載 事 項 に 誤 り や 不 備等
がな いか 十分 に確 認 する 必要 があ る。 

以下 に、保 険医 療機 関が レセ プト 点検 の 際に 注意 すべ き留 意 点の 一例 を示 す。
こ れ ら は あ く ま で 参 考 で あ り 、 医 療 機 関 の 診 療 体 制 の 実 態 に 応 じ て 、 適 切 な レ
セプ トチ ェッ ク体 制 を院 内全 体で 確立 す る必 要が ある 。 
【 レセプト点検時の注意点の一例 】 

① 傷病名 
・ 診 療録 に記 載（ ある いは 医療 情報 シ ステ ムに 登録 ）し た 傷病 名と 一致し

てい るか 。  
・ 査 定等 を未 然に 防ぐ こと を目 的と し た実 態の ない 架空 の 傷病 名（い わゆ

る「 レセ プト 病名 」 ）が 記載 され てい な いか 。 
・ 疑い 病名 、急 性 病名 等が 長期 間に わ たり 放置 され てい な いか 。 
・ 診療 開始 日が 、 レセ プト と診 療録 と で一 致し てい るか 。 

② 請求内容 
・ レセ プト の請 求 内容 は、 診療 録の 診 療内 容と 一致 して い るか 。 
・ 診療 録へ の 必要 記載 事項 が定 めら れ た項 目の 請求 につ い ては、必要 な事

項が きち んと 診療 録 に記 載さ れて いる か 。 
・ 医師 が実 施し て いな い医 学管 理料 等 が算 定さ れて いな い か。 

また 、同 一の 医学 管 理料 等が 、入 院と 外 来と で重 複し て算 定 され ていな
いか 。  
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・ 中止 、取消 した 薬剤 等が 誤っ て算 定 され てい ない か。ま た、処置 等に 用
いた 薬剤 を投 薬欄 に 記載 する など 、誤 っ た場 所に 記載して い ない か。  

・ 処置 名、 術式 は 、実 際に 行っ た診 療 内容 と合 致し てい る か。  
③ ＤＰＣ 

・ 診断 群分 類は 医 学的 に妥 当適 切な も のか 。 
・ 傷 病名 、副傷 病 名そ の他 レセ プト 上 の傷 病名 が、診療 録 上の もの と一致

して いる か。  
・ 入院 中に 新た に 発生 した 手術・処 置・副 傷病 等に より 、入院 時に つけ た

診断 群分 類を 変更 す る必 要は ない か。  
・ ＤＰ Ｃ対 象 外患 者な ど、本 来は 出来 高で 請求 すべ き患 者 がＤ ＰＣ で請 求

され てい ない か。  
 
(3) 症状詳記について 

レ セ プ ト 上 の 傷 病 名 や 請 求 項 目 の み で は 診 療 内 容 に 関 す る 説 明 が 不 十 分 と思
わ れ る 場 合 は 、 診 療 か ら 保 険 請 求 に 至 っ た 経 緯 に つ い て 「 症 状 詳 記 」 と し て 作
成し 、レ セプ トに 添 付す る必 要が ある 。この 際、検査 デー タ 等の 客観 的・具体 的
事実 を簡 潔明 瞭に 記 載す るこ とが 望ま し い。 
【 不適切な症状詳記の例 】 

・ 検査 デー タ等 が 、実 際の 値と 異な る もの 
・  一 般 的 な 診 療 方 針 の 記 載 に 終 始 し 、 患 者 の 個 々 の 病 態 に 応 じ た 記 載 に な

って いな いも の  
 

２ 患者から受領できる費用  
 

一部負担金等の受領について 
療 養 担 当 規 則 の 規 定 に よ り 、 患 者 か ら 受 領 で き る 費 用 の 範 囲 が 以 下 のと おり

定 め ら れ て い る 。 こ れ ら の 費 用 は 、 原 則 的 に 全 て の 患 者 か ら 徴 収 す る 必 要 が あ
り 、 特 定 の 患 者 （ 職 員 、 職 員 家 族 等 ） に 対 し て 減 免 等 の 措 置 を執 っ て は な ら な
い。  
【 患者に負担を求めることができるもの 】 

・ 患者 一部 負担 金  
・ 入院 時食 事療 養 費・ 入院 時生 活療 養 費の 標準 負担 額 
・ 保険 外併 用療 養 費に おけ る自 費負 担 額 
 
そ の 他 、 療 養 の 給 付 と 直 接 関 係 な い サ ー ビ ス 等に つ い て は 、 患 者 と の 同 意に

基づ き、 その 費用 を 徴収 する こと がで き る。 
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３ 保険外併用療養費制度  
 

保険 外併 用療 養費 制 度は 、平 成 18 年 10 月 に設 けら れた 制 度で 、そ れま での特
定 療 養 費制 度 の 趣 旨 を 踏 ま えつ つ も 、 「 評 価 療 養」 「 選 定 療 養 」 と して 整 理 再 編
した もの であ る。 ま た、 平成 28 年４ 月 には 「患 者申 出療 養 」が 制定 され た。  
 
(1) 評価療養について 

「 評 価 療 養 」 は 、 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 高 度 の 医 療 技 術 を 用 い た 療 養 そ の他
の 療 養 で あ っ て 、 将 来 的 に 保 険 給 付 の 対 象 と し て 認 め る か ど う か に つ い て 、 適
正 な 医 療 の 効 率 化 を 図 る 観 点 か ら 評 価 を 行 う こ と が 必 要 な 療 養 と し て 厚 生 労 働
大 臣 が 定 め る も の を い い 、 基 礎 的 な 部 分 を 保 険 外 併 用 療 養 費 と し て 保 険 給 付 す
る制 度で ある 。  

患 者 の 不 当 な 自 己 負 担 が 生 じ な い よ う 、 例 え ば “先 進 医 療 ”は 医 療 機 関 等 の 届
出 に 基 づ き 、 厚 生 労 働 大 臣 の 設 置 す る 先 進 医 療 会 議 に お い て 個 々 の 技 術 に つ い
て 審 査 ・ 承 認 し 、 そ の 内 容 や 費 用 を 明 確 化 す る と と も に 、 そ れ ら の 情 報 の 院 内
での 掲示 等を 義務 付 けて いる 。  
【 評価療養の種類 】 

・ 厚生 労働 大臣 が 定め る先 進医 療  
・ 医薬 品の 治験 に 係る 診療 
・ 医療 機器 の治 験 に係 る診 療 
・ 再生 医療 等製 品 の治 験に 係る 診療 
・ 医薬 品医 療機 器 等法 に基 づく承認 後 で  

保険 （薬 価基 準） 収 載前 の医 薬品 の使 用  
・ 医薬 品医 療機 器 等法 に基 づく承認 後 で保 険収 載前 の医 療 機器 の使 用  
・ 医薬 品医 療機 器 等法 に基 づく 承認 後 で 

保険 収載 前の 再生 医 療等 製品 の使 用 
・ 適応 外の 医薬 品 の使 用（ 公知 申請 さ れた もの ） 
・ 適応 外の 医療 機 器の 使用 （公 知申 請 され たも の） 
・ 適応 外の 再生 医 療等 製品 の使 用（ 公 知申 請さ れた もの ） 

【 参考 】 先進医療 
・ 療養 担当 規則 18 条 には 、「 保険 医 は、特 殊な 療法 又は 新し い療 法等 につ

いて は、厚 生労 働大 臣の 定め るも のの ほ か行 って はな らな い 」との 規定 が
ある が、先 進医 療に つい ては、保険 診療 で禁 止さ れて いる 特 殊な 療法 又は
新し い療 法の 例外 と して 認め られ てい る 。具体 的に は、有効 性及 び安 全性
を確 保す る観 点か ら 、医療 技術 ごと に一 定の 施設 基準 を設 定 し、施 設基 準
に 該 当 す る 保 険 医 療 機 関 は 届 出 に よ り 、 先 進 医 療 と 保 険 診 療 と の 併 用 が
でき るこ とと した も ので ある 。 
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・ 従来 の特 定療 養 費制 度で は、実 施す るに 当た って、医療 技術 の有 効性・安
全性 を確 認し 、か つ 、そ の技 術ご とに 医 療機 関の 審査・承 認 が必 要で あっ
た。 しか し平成 18 年 10 月の 制度 改正 によ って 、既 に先 進 医療 （従 来の
高度 先進 医療 を含 む ）とし て評 価を 受け てい る医 療技 術に つ いて は、技 術
ご と に 一 定 水 準 の 要 件 を 設 定 し 、 該 当 す る 医 療 機 関 は 届 出 に よ り 実 施 可
能な 仕組 みと なっ た 。（現 在の 先進 医療 Ｂに おい ては 、先 進 医療 技術 審査
部会 の承 認が 必要 。 ） 

・ また 、未 評価 の 新規 技術 につ いて は 、①医 療技 術の 科学 的評 価は、厚生 労
働 大 臣 の 設 置 に 係 る 専 門 家 会 議 に 委 ね 透 明 化 、 ② 医 療 機 関 か ら 要 件 の 設
定に 係る 届出 がな さ れて から、原則 ３か 月以 内に、「適」、「否」、「変
更」又 は「保 留（期 間の 延長）」のい ず れか を書 面に より、理由 を付 して
通知 する こと によ り 、透 明化 ・迅 速化 が 図ら れた 。 

・ 制度 改正 によ っ て、先進 医療 実施 の 敷居 が低 くな った も のの 、先 進医 療が
保 険 診 療 に お け る 例 外 で あ る と い う 位 置 づ け に 変 わ り は な く 、 以 上 の よ
う な ル ー ル を 遵 守 し な け れ ば 、 た と え 良 質 な 医 療 行 為 を 提 供 し て い た と
して も、療養 担当 規 則違 反を 問わ れか ね ない 。届 出や 報告 、実施 体制 等に
遺 漏 な い よ う 、 現 場 の 医 師 と 医 事 部 門 で 密 に 連 絡 を 取 り つ つ 実 施 し て い
ただ きた い。  

【 参考 】 医薬品の治験に係る診療に関する留意点 
・  保 険 外 併 用 療 養 費 の 支 給 対 象 と な る 治 験 は 、 医 薬 品医 療 機 器 等 法 の 規 定

に従 い依 頼さ れた も のに 限ら れる。また 治験 の実 施に 当た っ ては、医薬 品
医療 機器 等法 その 他 の治 験に 関す る諸 規 定を 遵守 する 。 

・  保 険 外 併 用 療 養 費 の 支 給 対 象 と な る 期 間 に つ い て は 、 治 験 の 対 象 と な る
患者 ごと に当 該治 療 を実 施し た期 間（ 治 験実 施期 間）とす る 。治 験実 施期
間と は、治験 薬等 の 投与 を開 始し た日 か ら投 与を 終了 した 日 まで であ り、
治 験 薬 等 を 投 与 し て い な い 前 観 察 期 間 及 び 後 観 察 期 間 は こ れ に 含 ま れ な
い。  

・ 治験 に係 る診 療 のう ち、治 験依 頼者 の依 頼に よる 治験（ 企業 治験）にお い
ては 検査、画像 診断 の費 用に つい ては、保険 外併 用療 養費 の 支給 対象 とは
しな い。また 、投 薬 、注 射の 費用 のう ち 、治 験薬 の予 定さ れ る効 能、効果
と同 様の 効能、効果 を有 する 医薬 品、並 びに 当該 治験 の被 験 薬及 び対 照薬
の費 用（医 師主 導治 験の 場合 は、被 験薬 及び 対照 薬の 投薬 及 び注 射に 係る
費用 ）に つ いて は、保険 外併 用療 養費 の 支給 対象 とは しな い 。（医 療保 険
制度 との 適切 な費 用 分担 を図 る観 点） 

・  保 険 外 併 用 療 養 費 の 支 給 対 象 と な る 治 験 は 、 患 者 に 対 す る 情 報 提 供 を 前
提と して、患者 の自 由な 選択 と同 意がな され たも のに 限ら れ る（治 験の 内



 

- 68 - 

 

容 等 を 患 者 に 説 明 す る こ と が 医 療 上 好 ま し く な い 場 合 等 は 、 支 給 対 象 と
なら ない ）。  

 
(2) 選定療養について 

「 選 定 療 養 」 は 、 患 者 の 選 択 に 委 ね る こ と が 適 当 な サ ー ビ ス に つ い て 、 患者
が 自 ら 選 択 し て 追 加 的 な 費 用 を 自 己 負 担 し つ つ 、 基 礎 的 部 分 に つ い て保 険 外 併
用療 養費 の支 給を 受 けな がら 診療 を受 け るこ とを 認め る制 度 であ る。 

患 者 の 不 当 な 自 己 負 担 が 生 じ な い よ う 、 個 々 の サ ー ビ ス に つ い て 、 患 者 に対
す る 十 分 な 説 明 、 患 者 の 自 己 選 択 の 保 障 、 質 の 確 保 な ど の 一 定 の ル ー ル 化 を 定
め 、 そ の 内 容 や 費 用 を 明 確 化 す る と と も に 、 そ れ ら の 情 報 の 院 内 で の 掲 示 等 を
義務 付け てい る。  
【 選定療養の種類 】 

・ 特別 の療 養環 境 の提 供(差 額ベ ッド ) 
・ 予約 に基 づく 診 療  
・ 保険 医療 機関 が 表示 する 診療 時間 以 外の 時間 にお ける 診 察 
・ 200 床 以上 の病 院の 未紹 介患 者の 初 診 
・ 200 床 以上 の病 院の 特別 の再 診  
・ 制限 回数 を超 え る医 療行 為 
・ 180 日 を超 えた 日以 後の 入院  
・ 歯科 の金 合金 等  
・ 金属 床総 義歯  
・ 小児 う歯 の指 導 管理(う歯 多発 傾向 を有 しな い 13 歳 未 満) 
・ 多焦 点眼 内レ ン ズの 支給 （白 内障 に 罹患 して いる 患者 に 対す る 

水晶 体再 建に 使用 す る眼 鏡装 用率 の軽 減 効果 を有 する もの ） 
 
(3) 患者申出療養について 

「 患 者 申 出 療 養 」 は 、 困 難 な 病 気 と 闘 う 患 者 の 思 い に 応 え る た め 、 先 進 的な
医療 につ いて 、患 者 の申 出を 起点 とし 、安全 性・有効性等 を 確認 しつ つ、身近 な
医療 機関 で迅 速に 受 けら れる よう にす る 制度であ る。  

こ の 制 度 は 、 国 に お い て 安 全 性 ・ 有 効 性 等 を 確 認 す る こ と 、 保 険 収 載 に 向け
た 実 施 計 画 の 作 成 を 臨 床 研 究 中 核 病 院 に 求 め 、 国 に お い て 確 認 す る こ と 、 及 び
実施 状況 等の 報告 を 臨床 研究 中核 病院 に 求めてい る。  

 

 

４ 医療保険と介護保険の給付調整について  
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要介 護被 保険 者又 は 居宅 要支 援被 保険 者（以 下「 要介 護被 保 険者 等」とい う。）
に つ い ては 、 原 則 と し て 、 介護 保 険 給 付 が 医 療 保険 給 付 よ り 優 先 さ れる （ 健 康 保
険法 第 55 条 ）が 、別に 厚生 労働 大臣 が 定め る場 合に つい て は、医 療保 険か ら給付
でき るこ とと され て おり 、こ れを 医療 保 険と 介護 保険 の給 付 調整 とい う。 
 
(1) 介護保険施設の入所者に係る給付調整 

介 護 保 険 法 で 定 め ら れ た 介 護 保 険 施 設 に は 介 護 老 人 福 祉 施 設 （ 特 別 養 護 老人
ホー ム：特 養）、介 護老 人保 健施 設（老 健）、介 護療 養型 医 療施 設（介 護療 養病
床）、介護 医療 院の ４種 類が ある 。こ れ らに はそ れぞ れ医 師 の配 置が ある が、各
施 設 類 型 で 医 療 提 供 の 密 度 が 異 な る こ と か ら 、 介 護 報 酬 に 包 括 さ れ て い る 部 分
と 医 療 保 険 に お い て 給 付 さ れ る （ 診 療 報 酬 と し て 算 定 で き る ） 範 囲 が 各 々 異 な
って いる 。  

例 え ば 、 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム で は 、 日 常 的 な 健 康 管 理 に つ い て は 介 護 報 酬に
包括 され てい るが、それ 以外 は医 療保 険 にお いて 個別 に算 定 可能 とな って いる。
老健 にお いて は、診 療報 酬と して 算定 で きる（又 は算 定で き ない ）検 査・処 置等
が 別 途 定 め ら れ て い る 。 介 護 療 養 病 床 に つ い て は 、 抗 悪 性 腫 瘍 剤 等 一 部 の 投 薬
・注 射、手術、放射 線治 療、急 性増 悪時 の医 療等 を除 き、医 療に 係る 費用 は介 護
報酬 に包 括さ れて い る。 

 
(2) 要介護被保険者等に対する診療報酬算定の留意点 

・   特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 等 の 配 置 医 師 が 入 所 者 に 対 し て 行 う 診 療 に つ い て は 、
そ の 診 療 に 係 る 給 付 が 介 護 報 酬 に 包 括 さ れ て い る も の で あ る こ と か ら 、 初
診料 及び 再診 料は 算 定で きな い。 

・  特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 等 の 配 置 医 師 が 入 所 者 に 対 し て 行 っ た 医 学 管 理 （ 特 定
疾 患 療 養 管 理 料 な ど ） に つ い て は 、 一 部 の 項 目 を 除 き 、 そ の 医 学 管 理 に 係
る 給 付 が 介 護 報 酬 に 包 括 さ れ て い る も の で あ る こ と か ら 、 診 療 報 酬を 算 定
で き な い 。 （ 配 置 医 師 で な い 医 師 が 定 期 的 に 入 所 者 の 診 療 に 当 た っ て い る
場合 、そ の医 師は 配 置医 師と みな され る ので 取扱 いは 同様 。 ） 

・  介 護 保 険 の 要 介 護 被 保 険 者 等 で あ る 患 者 に 対 し て は 、 同 一 月 に お い て 、 介
護 保 険 の 居 宅 療 養 管 理 指 導 等 を 医 師 が 行 い 居 宅 療 養 管 理 指 導 費 等 を 算 定 し
てい る場 合、診療 情 報提 供料（Ⅰ ）は 、市町 村若 しく は指 定居宅 介護 支援事
業者 等又 は薬 局に 対 する 情報 提供 に係 る もの には 算定 でき な い。 

・  在 宅 医 療 の う ち 在 宅 患 者 訪 問 診 療 料 等 は 、 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 等 の 入 所 患
者に 対し ては 、算 定 でき ない 。（ 末期 の 悪性 腫瘍 の患 者を 除 く。 ） 

・  特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 等 の 職 員 （ 看 護 師 、 理 学 療 法 士 等 ） が 行 っ た 医 療 行 為
につ いて は、 診療 報 酬を 算定 でき ない 。 
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５ サービス等に対する実費徴収について  
 
(1) 「療養の給付と直接関係ないサービス等」の費用の徴収について 

患 者 に 対 し 、 保 険 診 療 に お け る 療 養 の 給 付 と 直 接 関 係 の な い サ ー ビ ス 等 を提
供 し 、 そ の 費 用 を 患 者 か ら 別 途 徴 収 す る こ と に つ い て は 、 一 定 の 範 囲 内 で 認 め
られ てお り、サ ービ スの 範囲 や運 用上 の 留意 事項 等が 通知 に より 示さ れて いる。
な お 、 こ れ ら の サ ー ビ ス を 提 供 し 、 そ の 費 用 の 徴 収 を 行 お う と す る 場 合 に は 、
一 つ の 診 療 科 や 病 棟 の み 判 断 す る の で は な く 、 個 々 の 事 例 ご と に 、 請 求 事 務 部
門 等 に 事 前 に 相 談 し 、 費 用 の 徴 収 の 可 否 を 確 認 し た 上 で 運 用 を 開 始 す る べ き で
ある 。  
【 費用の徴収に必要な手続き 】 

① 保険 医療 機関 等 内の 見や すい 場所 、例え ば、受付 窓口 、待合 室等 に費 用徴
収 が 必 要 と な る サ ー ビ ス 等 の 内 容 や 料 金 に つ い て 、 患 者 に 分 か り や す く
掲示 する 。  

② 費用 徴収 が必 要 とな る場 合に は、患 者に 対し、サー ビス の内 容や 料金 等に
つい てき ちん と説 明 し、 文書 によ り同 意 を確 認の 上で 徴収 す る。 

③ 徴収 する 費用 に つい ては 、社 会的 に みて 妥当 適切 なも の とす る。 
④  患 者 か ら 費 用 徴 収 し た 場 合 は 、 他 の 費 用 と 区 別 し た 内 容 の わ か る 領 収 証

を発 行す る。「 お世 話料 」「施 設管 理料 」「雑 費 」等 の曖 昧 な名 目で の費
用徴 収は 認め られ な い。 

 
(2) 療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例 

療養 の給 付と 直接 関 係な いサ ービ ス等 
① 日常生活上のサービスに係る費用 

ア おむ つ代 、尿 と りパ ット 代、 腹帯 代 、Ｔ 字帯 代 
イ 病衣 貸与 代（ 手 術、 検査 等を 行う 場 合の 病衣 貸与 を除 く 。） 
ウ テレ ビ代  
エ 理髪 代  
オ クリ ーニ ング 代  
カ ゲー ム機 、パ ソ コン （イ ンタ ーネ ッ トの 利用 等） の貸 出 し 
キ ＭＤ 、Ｃ Ｄ、 Ｄ ＶＤ 各プ レイ ヤー 等 の貸 出し 及び その ソ フト の貸 出し 
ク 患者 図書 館の 利 用料  等  

 
② 公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用 

ア 証明 書代  
（例 ）産 業医 が主 治 医に 依頼 する 職場 復 帰等 に関 する 意見 書 、 
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生命 保険 等に 必要 な 診断 書等 の作 成代 等  
イ 診療 録の 開示 手 数料 （閲 覧、 写し の 交付 等に 係る 手数 料 ） 
ウ 外国 人患 者が 自 国の 保険 請求 等に 必 要な 診断 書等 の翻 訳 料 等  

 
③ 診療報酬点数表上実費徴収が可能なものとして明記されている費用 

ア 在宅 医療 に係 る 交通 費 
イ 薬剤 の容 器代 （ ただ し、 原則 とし て 保険 医療 機関 等か ら 患者 へ 

貸与 する もの とす る 。） 等  
 
④ 医療行為ではあるが治療中の疾病又は負傷に対するものではないものに 

係る費用 
ア イン フル エン ザ 等の 予防 接種 、感 染 症の 予防 に適 応を 持 つ医 薬品 の投 与 
イ 美容 形成 （し み とり 等） 
ウ  禁 煙 補 助 剤 の 処 方 等 （ ニ コ チ ン 依 存 症 管 理 料 の 算 定 対 象 と な る ニ コ チ ン

依存 症（ 以下「ニ コ チン 依存 症」とい う 。）以外 の疾 病に つ いて 保険 診療
によ り治 療中 の患 者 に対 し、ス クリ ーニ ング テス トを 実施 し 、ニコ チン 依
存 症 と 診 断 さ れ な か っ た 場 合 で あ っ て 、 禁 煙 補 助 剤 を 処 方 す る 場 合 に 限
る。 ）  

エ 治療 中の 疾病 又 は負 傷に 対す る医 療 行為 とは 別に 実施 す る検 診 
（治 療の 実施 上必 要 と判 断し 検査 等を 行 う場 合を 除く ） 等  

 
⑤ その他 

ア 保険 薬局 にお け る患 家等 への 薬剤 の 持参 料及 び郵 送代 
イ 保険 医療 機関 に おけ る患 家等 への 処 方箋 及び 薬剤 の郵 送 代 
ウ 日本 語を 理解 で きな い患 者に 対す る 通訳 料 
エ 他院 より 借り た フィ ルム の返 却時 の 郵送 代 
オ 院内 併設 プー ル で行 うマ タニ ティ ー スイ ミン グに 係る 費 用 
カ  患 者 都 合 に よ る 検 査 の キ ャ ン セ ル に 伴 い 使 用 す る こ と の で き な く な っ た

当 該 検 査 に 使 用 す る 薬 剤 等 の 費 用 （ 現 に 生 じ た 物 品 等 に 係 る 損 害 の 範 囲
内に 限る 。な お 、検 査の 予約 等に 当た り 、患 者都 合に よる キ ャン セル の場
合に は費 用徴 収が あ る旨 を事 前に 説明 し 、同 意を 得る こと 。 ） 

キ 院内 託児 所・ 託 児サ ービ ス等 の利 用 料 
ク 手術 後の がん 患 者等 に対 する 美容 ・ 整容 の実 施・ 講習 等 
ケ 有床 義歯 等の 名 入れ （刻 印・ プレ ー トの 挿入 等） 
コ 画像 ・動 画情 報 の提 供に 係る 費用 （ 区分 番号 「Ｂ010」 診療 情報  

提供 料（ Ⅱ） を算 定 する べき 場合 を除 く 。） 
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サ 公的 な手 続き 等 の代 行に 係る 費用 等  
 

(3) 療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの 
① 手技料等に包括されている材料やサービスに係る費用 

ア 入院 環境 等に 係 るも の 
（例）シー ツ代、冷 暖房 代、電 気代（ ヘ ッド ホン ステ レオ 等 を使 用し た際の
充電 に係 るも の等）、清拭 用タ オル 代、おむ つの 処理 費用、電気 アン カ・電
気毛 布の 使用 料 、在 宅療 養者 の電 話診 療 、医 療相 談 、血 液検 査な ど検 査結 果
の印 刷費 用代  等  

イ 材料 に係 るも の  
（例）衛生 材料 代（ ガー ゼ代、絆創 膏代 等）、お むつ 交換 や 吸引 など の処 置
時に 使用 する 手袋 代 、手術 に通 常使 用す る材 料代（ 縫合 糸代 等）、ウ ロバ ッ
グ代 、皮 膚過 敏症 に 対す るカ ブレ 防止 テ ープ の提 供、骨折 や 捻挫 など の際に
使 用 す る サ ポ ー タ ー や 三 角 巾 、 医 療 機 関 が 提 供 す る 在 宅 医 療 で 使 用 す る 衛
生材 料等 、医 師の 指 示に よる スポ イト 代 、散 剤の カプ セル 充 填の カプ セル 代、
一包 化し た場 合の 分 包紙 代及 びユ ニパ ッ ク代 等  

ウ サー ビス に係 る もの  
（例 ）手 術前 の剃 毛 代、医療 法等 にお い て設 置が 義務 付け ら れて いる 相談窓
口で の相 談、車椅 子 用座 布団 等の 消毒 洗 浄費 用、イン ター ネ ット 等よ り取得
した 診療 情報 の提 供 、食 事時 のと ろみ 剤 やフ レー バー の費 用 等  

 
② 診療報酬の算定上、回数制限のある検査等を規定回数以上に行った場合の 

費用（費用を徴収できるものとして、別に厚生労働大臣の定めるものを除く。） 
 
③ 新薬、新医療機器、先進医療等に係る費用 

ア 医薬 品医 療機 器 等法 上の 承認 前の 医 薬品 ・医 療機 器 
（治 験に 係る もの を 除く。）  

イ 適応 外使 用の 医 薬品 （評 価療 養を 除 く。 ） 
ウ 保険 適用 とな っ てい ない 治療 方法(先進 医療 を除 く｡)  等  

 

６ 自己診療、自家診療について  
 

(1) いわゆる自己診療について 
医師 が、自身 に対 し て診 察し 治療 を行 う こと を「 自己 診療 」とい い、健康 保険

法等 に基 づく 現行 の 医療 保険 制度 は、被 保険 者、患者（ 他人 ）に 対し て診 療を 行
う 場 合 に つ い て の 規 定 で あ る と さ れ て い る こ と か ら 、 自 己 診 療 を 保 険 診 療 と し
て 行 う こ と に つ い て は 認 め ら れ て い な い 。 保 険 診 療 と し て 請 求 す る 場 合 は 、診
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療 を 受 け る 医 師 自 身 が 勤 務 す る 保 険 医 療 機 関 で あ っ て も 、 他 の 保 険 医 に 診 察 を
依頼 し、 診療 を受 け る必 要が ある 。 

 
(2) いわゆる自家診療について 

医 師 が 、 医 師 の 家 族 や 従 業 員 に 対 し 診 察 し 治 療 を 行 う こ と を 「 自 家 診 療 」と
い う 。 自 家 診 療 を 保 険 診療 と し て 行 う 場 合 に つ い て は 、 加 入 す る医 療 保 険 制 度
の 保 険 者 に よ り 取 扱 い が 異 な る よ う で あ る 。 認 め ら れ る 場 合 に つ い て も 、 診 療
録 を 作 成 し 、 必 ず 診 察 を 行 い 、 そ の 内 容 を 診 療 録 に 記 載 し 、 一 部 負 担 金 を 適 切
に 徴 収 す る の は 当 然 で あ る 。 無 診 察 投 薬 、 診 療 録 記 載 の 省 略 、 一 部 負 担 金 を 徴
収 し な い 等 の 問 題 が 起 こ り や す い た め 、 診 察 を す る 側 、 受 け る 側 と も に 注 意 が
必要 であ る。  
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Ⅷ 健康保険法等に基づく指導・監査について 
 

１ 指導・監査について  
 

(1) 指導について 
保 険 診 療 の 質 的 向 上 と 適 正 化 を 目 的 と し て 行 わ れ る も の で あ り 、 保 険 医 療機

関、 保険 医と して 指 定、 登録 され たす べ てが 対象 とな り得 る 。 
指導 の形 態に は、 集 団指 導、 集団 的個 別 指導 及び 個別 指導 が ある 。 
個別 指導 のう ち、厚 生労 働省・地方 厚生(支)局・都 道府 県 が 共同 して 行う もの

を 共 同 指 導 と い い 、 特 に 大 学 附 属 病 院 、 臨 床 研 修 病 院 等 を 対 象 と し て 行 う も の
を特 定共 同指 導と い う。 

指導 後の 行政 上の 措 置と して 、「 概ね 妥 当｣、「 経過 観察 」、「 再指 導 」及び
「要 監査 」が ある 。  

 

(2) 監査について 
監 査 は 、 診 療 内 容 及 び 診 療 報 酬 請 求 に 不 正 又 は 著 し い 不 当 が あ っ た こ と を疑

う に 足 る 理 由 が あ る と き に 行 わ れ る 。目 的 は 、 保 険 医 療 機 関 等 の 診 療 内 容 又 は
診 療 報 酬 の 請 求 に つ い て 、 不 正 又 は 著 し い 不 当 が 疑 わ れ る 場 合 等 に 、 的 確 に 事
実関 係を 把握 し、 公 正か つ適 切な 措置 を 執る こと であ る。 
・ 監査 後の 行政 上 の措 置  

監査 後の 行政 上の 措 置と して 、保 険医 療 機関 、保 険医 の「取 消｣、「 戒告 」、
「注 意」があ る。保 険医 の登 録が 取消 と なる 基準 及び 保険 医 療機 関の 指定が
取消 とな る基 準は 以 下の とお りで ある 。故意 でな くと も、重 大な 過失 が認め
られ れば 処分 の対 象 とな るこ とに 留意 さ れた い。 

【 保険医登録・保険医療機関指定取消処分の基準 】 
・ 故意 に不 正又 は 不当 な診 療（ 診療 報 酬の 請求 ）を 行な っ たも の。 
・ 重大 な過 失に よ り、不正 又は 不当 は 診療（診 療報 酬の 請 求）をし ばし ば

行な った もの 。  
 

また、本来、「取 消 」を行 うべ き事 例で ある が、す でに 保険 医療 機関 が廃 止さ
れ 、 又 は 保 険 医 が 登 録 抹 消 し て い る 等 の 場 合 に は 、 「 取 消 相 当 」 と い う 扱 い と
し、 「取 消」 と同 等 に取 扱わ れる 。 

なお 、不 正請 求の 例 とし ては 次の よう な もの があ る。 
①  架空請求 ： 実 際 に 診 療 を 行 っ て い な い も の に つ き 診 療 を し た ご と く 請

求 す る こ と 。 診 療 が 継 続 し て い る も の で あ っ て も 当 該 診 療 月 に 診 療 行
為 が な い に も か か わ ら ず 請 求 を 行 っ た 場 合 、 当 該 診 療 月 分 に つ い て は
架空 請求 とな る。  



 

- 75 - 

 

② 付増請求：診 療 行為 の回 数(日 数)、数量 、内 容等 を実 際 に行 った ものよ
り多 く請 求す るこ と 。  

③  振替請求 ： 実 際 に 行 っ た 診 療 内 容 を 保 険 点 数 の 高 い 他 の 診 療 内 容 に 振
替え て請 求す るこ と 。  

④  二重請求 ： 自 費 診 療 を 行 っ て 患 者 か ら 費 用 を 受 領 し て い る に も か か わ
らず 、保 険で も診 療 報酬 を請 求す るこ と 。 

⑤ その他の請求  
ア 医師 数、看 護師 数等 が医 療法 の標 準 数を 満た して いな い にも かか わら

ず、 入院 基本 料を 減 額せ ずに 請求 した 場 合 
イ 入院 患者 数の 平 均が 基準 以上 であ る にも かか わら ず、入 院基 本料 を減

額せ ずに 請求 した 場 合 
ウ 施設 基準 の要 件 を満 たし てい ない に もか かわ らず、虚偽 の届 出を 行っ

た場 合  
エ 保険 診療 と認 め られ ない もの を請 求 した 場合 

(患者 の依 頼の ない 往診 、健 康診 断、 無 診察 投薬 、自 己診 療 等)等 。  
 

取消処分となった場合、原則５年間は再指定・再登録は行わないこととなって
いる。  

【 監査後の経済上の措置 】 
診療 内容 また は診 療 報酬 の請 求に 関し 不 正、不 当の 事実 が認 めら れた 場合、
原則 とし て５ 年間 分 を返 還す る。また 、40％の 加算 金 が加 え られ るこ ともあ
る（ 健康 保険 法第 58 条 ）。  

 

２ 令和 3 年度の指導・監査等の実施状況について  
 
(1)  指導・監査等の実施件数 

・監 査を 受け た保 険 医療 機関 等 … 51 施設  
・監 査を 受け た保 険 医等     …104 人  

 
(2) 取消等の状況 

・保 険医 療機 関等 の 指定 取消 ／指 定取 消 相当 …26 施設  
・保 険医 等の 登録 取 消／ 登録 取消 相当    …16 人  

 
(3) 返還金 

・指 導、 適時 調査 、 監査 によ り返 還を 求 めた 金額 … 約 48 億円  
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 資料   保険医療機関及び保険医療養担当規則  
（昭 和 32 年 ４月 30 日  厚 生省 令第 15 号 ）  

（最 終改 正： 令和 ５ 年３ 月 31 日  厚 生 労働 省令 第 48 号 ）  
 

健 康 保 険 法 (大 正 十 一 年 法 律 第 七 十 号 )第 四 十 三 条 ノ 四 第 一 項 及 び 第 四 十 三 条 ノ
六 第 一 項 (こ れ ら の 規 定 を 同 法 第 五 十 九 条 ノ 二 第 七 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含
む。)の規 定に 基き 、並び に日 雇労 働者 健康 保険 法(昭 和二 十八 年法 律第 二百 七 号)
及 び 船 員 保 険 法 (昭 和 十 四 年 法 律 第 七 十 三 号)を 実 施 す る た め 、 保 険 医 療 機 関 及 び
保険 医療 養担 当規 則 を次 のよ うに 定め る 。 
 
保険医療機関及び保険医療養担当規則 
目次 

第一章 保険医療機関の療養担当(第一条―第十一条の三) 
第二章 保険医の診療方針等(第十二条―第二十三条の二) 
第三章 雑則(第二十四条) 
附則 

 
第一章 保険医療機関の療養担当 

(療養の給付の担当の範囲) 
第 一 条  保 険 医 療 機 関 が 担 当す る 療 養 の 給 付 並 びに 被 保 険 者 及 び 被 保険 者 で あ つ

た 者 並 び に こ れ ら の 者 の 被 扶 養 者 の 療 養 (以 下 単 に 「 療 養 の 給 付 」 と い う 。)の
範囲 は、 次の とお り とす る。 
一 診察  
二 薬剤 又は 治療 材 料の 支給 
三 処置 、手 術そ の 他の 治療 
四 居宅 にお ける 療 養上 の管 理及 びそ の 療養 に伴 う世 話そ の 他の 看護 
五 病院 又は 診療 所 への 入院 及び その 療 養に 伴う 世話 その 他 の看 護 

(昭 五 九 厚 令四 五 ・ 昭 六 〇 厚 令 四 ・ 平 六 厚 令 五 〇 ・ 平 一 八 厚 労 令 一 五 七・
一部 改正) 

 
(療養の給付の担当方針) 

第二 条 保険 医療 機 関は 、懇 切丁 寧に 療 養の 給付 を担 当し な けれ ばな らな い。 
２  保 険医 療 機 関 が 担 当 す る療 養 の 給 付 は 、 被 保険 者 及 び 被 保 険 者 であ つ た 者 並

び に こ れ ら の 者 の 被 扶 養 者 で あ る 患 者(以 下 単 に 「 患 者 」 と い う 。)の 療 養 上 妥
当適 切な もの でな け れば なら ない 。 

(昭五 九厚 令四 五・ 一部 改正) 
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 (診療に関する照会) 

第 二 条 の二  保 険 医 療 機 関 は、 そ の 担 当 し た 療 養の 給 付 に 係 る 患 者 の疾 病 又 は 負
傷 に 関 し 、他 の 保 険 医 療 機 関 から 照 会 が あ つ た 場 合に は 、 こ れ に 適 切 に対 応 し
なけ れば なら ない 。  

(平一 〇厚 令一 九・ 追加) 
 

 (適正な手続の確保) 
第 二 条 の三  保 険 医 療 機 関 は、 そ の 担 当 す る 療 養の 給 付 に 関 し 、 厚 生労 働 大 臣 又

は 地 方 厚 生局 長 若 し く は 地 方 厚生 支 局 長 に 対 す る 申請 、 届 出 等 に 係 る 手続 及 び
療養 の給 付に 関す る 費用 の請 求に 係る 手 続を 適正 に行 わな け れば なら ない 。 

(平 六 厚 令 一〇 ・ 追 加 、 平 一 〇 厚 令 一 九 ・ 旧 第 二 条 の 二 繰 下 、 平 一 二 厚令
三〇 ・平 一二 厚令 一 二七 ・平 二〇 厚労 令 一五 〇・ 一部 改正) 

 
 (健康保険事業の健全な運営の確保) 

第 二 条 の四  保 険 医 療 機 関 は、 そ の 担 当 す る 療 養の 給 付 に 関 し 、 健 康保 険 事 業 の
健全 な運 営を 損な う こと のな いよ う努 め なけ れば なら ない 。 

(平六 厚令 一〇 ・追 加、 平一 〇厚 令一 九 ・旧 第二 条の 三繰 下) 
 

 (経済上の利益の提供による誘引の禁止) 
第 二 条 の四 の 二  保 険 医 療 機関 は 、 患 者 に 対 し て、 第 五 条 の 規 定 に より 受 領 す る

費 用 の 額 に応 じ て 当 該 保 険 医 療機 関 が 行 う 収 益 業 務に 係 る 物 品 の 対 価 の額 の 値
引 き を す るこ と そ の 他 の 健 康 保険 事 業 の 健 全 な 運 営を 損 な う お そ れ の ある 経 済
上 の 利 益 の提 供 に よ り 、 当 該 患者 が 自己 の 保 険 医 療機 関 に お い て 診 療 を受 け る
よう に誘 引し ては な らな い。 

２  保 険医 療 機 関 は 、 事 業 者又 は そ の 従 業 員 に 対し て 、 患 者 を 紹 介 する 対 価 と し
て 金 品 を 提供 す る こ と そ の 他 の健 康 保 険 事 業 の 健 全な 運 営 を 損 な う お それ の あ
る 経 済 上 の利 益 を 提 供 す る こ とに よ り 、 患 者 が 自 己の 保 険 医 療 機 関 に おい て 診
療を 受け るよ うに 誘 引し ては なら ない 。 

(平二 四厚 労令 二六 ・追 加、 平二 六厚 労 令一 七・ 一部 改正) 
 

(特定の保険薬局への誘導の禁止) 
第 二 条 の五  保 険 医 療 機 関 は、 当 該 保 険 医 療 機 関に お い て 健 康 保 険 の診 療 に 従 事

して いる 保険 医(以 下「保 険医」とい う 。)の 行う 処方 箋の 交付 に関 し、患 者に 対
し て 特 定の 保 険 薬 局 に お い て調 剤 を 受 け る べ き 旨の 指 示 等 を 行 つ て はな ら な い。 
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２  保 険医 療 機 関 は 、 保 険 医の 行 う 処 方 箋 の 交 付に 関 し 、 患 者 に 対 して 特 定 の 保
険 薬 局 に おい て 調 剤 を 受 け る べき 旨 の 指 示 等 を 行 うこ と の 対 償 と し て 、保 険 薬
局か ら金 品そ の他 の 財産 上の 利益 を収 受 して はな らな い。 

(平 八 厚 令 六・ 追 加 、 平 一 〇 厚 令 一 九 ・ 旧 第 二 条 の 四 繰 下 、 令 二 厚 労 令二
四・ 一部 改正) 

 
(掲示) 

第 二 条 の六  保 険 医 療 機 関 は、 そ の 病 院 又 は 診 療所 内 の 見 や す い 場 所に 、 第 五 条
の 三 第 四 項、 第 五 条 の 三 の 二 第四 項 及 び 第 五 条 の 四第 二 項 に 規 定 す る 事項 の ほ
か、 別に 厚生 労働 大 臣が 定め る事 項を 掲 示し なけ れば なら な い。 

(平 四 厚 令 七・ 追 加 、 平 六 厚 令 一 〇 ・ 旧 第 二 条 の 二 繰 下 、 平 六 厚 令 五 〇・
一部 改正、平八 厚令 六・旧 第二 条の 四繰 下、平 一〇 厚令 一九・旧第 二条 の
五繰 下、 平一 二厚 令 一二 七・ 平一 八厚 労 令一 五七 ・一 部改 正) 

 
(受給資格の確認) 

第 三 条  保 険 医 療 機 関 は 、 患者 か ら 療 養 の 給 付 を受 け る こ と を 求 め られ た 場 合 に
は 、 健 康 保険 法 （ 大 正 十 一 年 法律 第 七 十 号 。 以 下 「法 」 と い う 。 ） 第 三条 第 十
三 項 に 規 定す る 電 子 資 格 確 認 （以 下 「 電 子 資 格 確 認」 と い う 。 ） 又 は 患者 の 提
出 す る 被 保険 者 証 に よ つ て 療 養の 給 付 を 受 け る 資 格が あ る こ と を 確 認 しな け れ
ば な ら な い。 た だ し 、 緊 急 や むを 得 な い 事 由 に よ つて 当 該 確 認 を 行 う こと が で
き な い 患 者で あ つ て 、 療 養 の 給付 を 受 け る 資 格 が 明ら か な も の に つ い ては 、 こ
の限 りで ない 。  

２  患 者が 電 子 資 格 確 認 に より 療 養 の 給 付 を 受 ける 資 格 が あ る こ と の確 認 を 受 け
るこ とを 求め た場 合 にお ける 前項 の規 定 の適 用に つい ては 、同項 中「と い う。）
又 は 患 者 の提 出 す る 被 保 険 者 証」 と あ る の は 「 と いう 。 ） 」 と 、 「 事 由に よ つ
て」 とあ るの は「 事 由に よつ て電 子資 格 確認 によ り」 とす る 。 

３  療 養の 給 付 及 び 公 費 負 担医 療 に 関 す る 費 用 の請 求 に 関 す る 省 令 （昭 和 五 十 一
年 厚 生 省 令第 三 十 六 号 ） 第 五 条第 一 項 の 規 定 に よ り同 項 に 規 定 す る 書 面に よ る
請 求 を 行 つて い る 保 険 医 療 機 関及 び 同 令 第 六 条 第 一項 の 規 定 に よ り 届 出を 行 つ
た保 険医 療機 関に つ いて は、 前項 の規 定 は、 適用 しな い。 

４  保 険医 療 機 関 （ 前 項 の 規定 の 適 用 を 受 け る もの を 除 く 。 ） は 、 第二 項 に 規 定
す る 場 合 にお い て 、 患 者 が 電 子資 格 確 認 に よ つ て 療養 の 給 付 を 受 け る 資格 が あ
る こ と の 確認 を 受 け る こ と が でき る よ う 、 あ ら か じめ 必 要 な 体 制 を 整 備し な け
れば なら ない 。  

(平一 六厚 労令 二一・令 二厚 労令 二四・令四 厚労 令一 二四・令五 厚労 令四
八・ 一部 改正) 
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(要介護被保険者等の確認) 

第 三 条 の二  保 険 医 療 機 関 等は 、 患 者 に 対 し 、 訪問 看 護 、 訪 問 リ ハ ビリ テ ー シ ョ
ン そ の 他 の 介 護 保 険 法 (平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 )第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 居
宅 サ ー ビ ス又 は 同 法 第 八 条 の 二第 一 項 に 規 定 す る 介護 予 防 サ ー ビ ス に 相当 す る
療 養 の 給 付を 行 う に 当 た っ て は、 同 法 第 十 二 条 第 三項 に 規 定 す る 被 保 険者 証 の
提 示 を 求 める な ど に よ り 、 当 該患 者 が 同 法 第 六 十 二条 に 規 定 す る 要 介 護被 保 険
者等 であ るか 否か の 確認 を行 うも のと す る。 

(平一 二厚 令八 一・ 追加 、平 一八 厚労 令 三二 ・一 部改 正) 
 

(被保険者証の返還) 
第 四 条  保 険 医 療 機 関 は 、 第三 条 第 二 号 に 掲 げ る方 法 に よ り 、 療 養 の給 付 を 受 け

る 資 格 があ る こ と を 確 認 し た患 者 に 対 す る 療 養 の給 付 を 担 当 し な く なつ た と き、
そ の 他 正 当な 理 由 に よ り 当 該 患者 か ら 被 保 険 者 証 の返 還 を 求 め ら れ た とき は 、
こ れ を 遅 滞な く 当 該 患 者 に 返 還し な け れ ば な ら な い。 た だ し 、 当 該 患 者が 死 亡
し た 場 合 は、 法 第 百 条 、 第 百 五条 又 は 第 百 十 三 条 の規 定 に よ り 埋 葬 料 、埋 葬 費
又は 家族 埋葬 料を 受 ける べき 者に 返還 し なけ れば なら ない 。 

(平一 三厚 労令 一二・平 一四 厚労 令一 二 〇・令二 厚労 令二 四・令 四厚 労令
一二 四・ 一部 改正) 

 
(一部負担金等の受領) 

第 五 条  保 険 医 療 機 関 は 、 被保 険 者 又 は 被 保 険 者で あ つ た 者 に つ い ては 法 第 七 十
四条 の規 定に よる 一 部負 担金 、法 第八 十 五条 に規 定す る食 事 療養 標準 負担 額(同
条 第 二 項 の規 定 に よ り 算 定 し た費 用 の 額 が 標 準 負 担額 に 満 た な い と き は、 当 該
費用 の額 とす る。以 下単 に「食 事療 養標 準負 担額」とい う。)、法 第八 十五 条の
二 に 規 定 す る 生 活 療 養 標 準 負 担 額 (同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 費 用 の 額
が 生 活 療 養標 準 負 担 額 に 満 た ない と き は 、 当 該 費 用の 額 と す る 。 以 下 単に 「 生
活 療 養 標 準 負 担 額 」 と い う 。)又 は 法 第 八 十 六 条 の 規 定 に よ る 療 養(法 第 六 十 三
条 第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る 食 事 療 養 (以 下 「 食 事 療 養 」 と い う 。)及 び 同 項 第 二
号に 規定 する 生活 療 養(以 下「生 活療 養 」と いう 。)を 除く 。)につ いて の費 用の
額 に 法 第 七十 四 条 第 一 項 各 号 に掲 げ る 場 合 の 区 分 に応 じ 、 同 項 各 号 に 定め る 割
合 を 乗 じ て 得 た 額 (食 事 療 養 を 行 つ た 場 合 に お い て は 食 事 療 養 標 準 負 担 額 を 加
え た 額 と し、 生 活 療 養 を 行 つ た場 合 に お い て は 生 活療 養 標 準 負 担 額 を 加え た 額
とす る。)の支 払を 、被 扶養 者に つい て は法 第七 十六 条第 二 項、第八 十五 条第二
項 、 第 八 十五 条 の 二 第 二 項 又 は第 八 十 六 条 第 二 項 第一 号 の 費 用 の 額 の 算定 の 例
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に よ り 算 定さ れ た 費 用 の 額 か ら法 第 百 十 条 の 規 定 によ る 家 族 療 養 費 と して 支 給
され る額 に相 当す る 額を 控除 した 額の 支 払を 受け るも のと す る。 

２  保 険医 療 機 関 は 、 食 事 療養 に 関 し 、 当 該 療 養に 要 す る 費 用 の 範 囲内 に お い て
法 第 八 十 五条 第 二 項 又 は 第 百 十条 第 三 項 の 規 定 に より 算 定 し た 費 用 の 額を 超 え
る 金 額 の 支払 を 、 生 活 療 養 に 関し 、 当 該 療 養 に 要 する 費 用 の 範 囲 内 に おい て 法
第 八 十 五 条の 二 第 二 項 又 は 第 百十 条 第 三 項 の 規 定 によ り 算 定 し た 費 用 の額 を 超
える 金額 の支 払を 、法第 六十 三条 第二 項 第三 号に 規定 する 評 価療 養(以 下「 評価
療養」とい う。)、同 項第 四号 に規 定す る 患者 申出 療養(以下「患者 申出 療養 」と
いう 。)又は 同項 第 五号 に規 定す る選 定 療養(以下「 選定 療 養」とい う 。)に関し、
当 該 療 養 に要 す る 費 用 の 範 囲 内に お い て 法 第 八 十 六条 第 二 項 又 は 第 百 十条 第 三
項の 規定 によ り算 定 した 費用 の額 を超 え る金 額の 支払 を受 け るこ とが でき る。 

３  保 険 医 療 機 関 の う ち 、 医 療 法(昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 五 号)第 七 条 第 二 項 第
五 号 に 規 定す る 一 般 病 床 （ 以 下「 一 般 病 床 」 と い う。 ） を 有 す る 同 法 第四 条 第
一 項 に 規 定 す る 地 域 医 療 支 援 病 院 （ 一 般 病 床 の 数 が 二 百 未 満 で あ る も の を 除
く 。 ） 、 及び 同 法 第 四 条 の 二 第一 項 に 規 定 す る 特 定機 能 病 院及 び 同 法 第三 十 条
の 十 八 の 二第 一 項 に 規 定 す る 外来 機 能 報 告 対 象 病 院等 （ 同 法 第 三 十 条 の十 八 の
四 第 一 項 第二 号 の 規 定 に 基 づき、 同 法 第 三 十 条 の 十八 の 二 第 一 項 第 一 号の 厚 生
労 働 省 令 で定 め る 外 来 医 療 を 提供 す る 基 幹 的 な 病 院と し て 都 道 府 県 が 公表 し た
も の に 限 り、 一 般 病 床 の 数 が 二百 未 満 で あ る も の を除 く 。 ）で あ る も のは 、 法
第 七 十 条 第三 項 に 規 定 す る 保 険医 療 機 関 相 互 間 の 機能 の 分 担 及 び 業 務 の連 携 の
ため の措 置と して 、 次に 掲げ る措 置を 講 ずる もの とす る。 

一  患 者の 病 状 そ の 他 の 患 者の 事 情 に 応 じ た 適 切な 他 の 保 険 医 療 機 関を 当 該 患 者
に紹 介す るこ と。  

二  選 定 療 養 (厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る も の に 限 る 。)に 関 し 、 当 該 療 養 に 要 す る 費
用 の 範 囲 内に お い て 厚 生 労 働 大臣 の 定 め る 金額 以 上の 金 額 の 支 払 を 求 める こ
と(厚 生労 働大 臣の 定め る場 合を 除く 。)。  

(昭 四 八 厚 令三 九 ・ 昭 五 六 厚 令 五 ・ 昭 五 九 厚 令 四 五 ・ 平 六 厚 令 五 〇 ・ 平九
厚令 六二・平 一〇 厚 令三 二・平一 四厚 労 令一 二〇・平 一八 厚 労令 一五 七・
平二 八厚 労令 二七・平三 〇厚 労令 二〇・令二 厚労 令二 四・令 四厚 労令 三一
・一 部改 正) 

 
(領収証等の交付) 

第 五 条 の二  保 険 医 療 機 関 は、 前 条 の 規 定 に よ り患 者 か ら 費 用 の 支 払を 受 け る と
き は 、 正 当な 理 由 が な い 限 り 、個 別 の 費 用 ご と に 区分 し て 記 載 し た 領 収証 を 無
償で 交付 しな けれ ば なら ない 。 
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２  厚 生労 働 大 臣 の 定 め る 保険 医 療 機 関 は 、 前 項に 規 定 す る 領 収 証 を交 付 す る と
き は 、 正 当な 理 由 が な い 限 り 、当 該 費 用 の 計 算 の 基礎 と な つ た 項 目 ご とに 記 載
した 明細 書を 交付 し なけ れば なら ない 。 

３ 前項 に規 定す る 明細 書の 交付 は、 無 償で 行わ なけ れば な らな い。 
(平 一 八 厚 労令 二 七 ・ 追 加 、 平 一 八 厚 労 令 一 五 七 ・ 旧 第 五 条 の 二 の 二 繰上
・一 部改 正、平二 〇 厚労 令二 八・平 二二 厚労 令二 五・平 二四 厚労 令二 六・
平二 八厚 労令 二七 ・ 一部 改正) 

第 五 条 の二 の 二  前 条 第 二 項の 厚 生 労 働 大 臣 の 定め る 保 険 医 療 機 関 は、 公 費 負 担
医療(厚生 労働 大臣 の定 める もの に限 る 。)を 担当 した 場合 (第五 条第 一項 の規定
によ り患 者か ら費 用 の支 払を 受け る場 合 を除 く。)にお いて 、正 当な 理由 がない
限 り 、 当 該公 費 負 担 医 療 に 関 する 費 用 の 請 求 に 係 る計 算 の 基 礎 と な つ た項 目 ご
とに 記載 した 明細 書 を交 付し なけ れば な らな い。 

２ 前項 に規 定す る 明細 書の 交付 は、 無 償で 行わ なけ れば な らな い。 
(平二 八厚 労令 二七 ・追 加、 平三 〇厚 労 令二 〇・ 一部改正) 
 

 (食事療養) 
第 五 条 の三  保 険 医 療 機 関 は、 そ の 入 院 患 者 に 対し て 食 事 療 養 を 行 うに 当 た つ て

は 、 病 状 に応 じ て 適 切 に 行 う とと も に 、 そ の 提 供 する 食 事 の 内 容 の 向 上に 努 め
なけ れば なら ない 。  

２  保 険医 療 機 関 は 、 食 事 療養 を 行 う 場 合 に は 、次 項 に 規 定 す る 場 合を 除 き 、 食
事療 養標 準負 担額 の 支払 を受 ける こと に より 食事 を提 供す る もの とす る。 

３  保 険医 療 機 関 は 、 第 五 条第 二 項 の 規 定 に よ る支 払 を 受 け て 食 事 療養 を 行 う 場
合 に は 、 当該 療 養 に ふ さ わ し い内 容 の も の と す る ほか 、 当 該 療 養 を 行 うに 当 た
り 、 あ ら かじ め 、 患 者 に 対 し その 内 容 及 び 費 用 に 関し て 説 明 を 行 い 、 その 同 意
を得 なけ れば なら な い。 

４  保 険医 療 機 関 は 、 そ の 病院 又 は 診 療 所 の 病 棟等 の 見 や す い 場 所 に、 前 項 の 療
養の 内容 及び 費用 に 関す る事 項を 掲示 し なけ れば なら ない 。 

(平六 厚令 五〇 ・追 加、 平一 八厚 労令 一 五七 ・一 部改 正) 
 

(生活療養) 
第 五 条 の三 の 二  保 険 医 療 機関 は 、 そ の 入 院 患 者に 対 し て 生 活 療 養 を行 う に 当 た

つ て は 、 病状 に 応 じ て 適 切 に 行う と と も に 、 そ の 提供 す る 食 事 の 内 容 の向 上 並
び に 温 度 、照 明 及 び 給 水 に 関 する 適 切 な 療 養 環 境 の形 成 に 努 め な け れ ばな ら な
い。  
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２  保 険医 療 機 関 は 、 生 活 療養 を 行 う 場 合 に は 、次 項 に 規 定 す る 場 合を 除 き 、 生
活 療 養 標 準負 担 額 の 支 払 を 受 ける こ と に よ り 食 事 を提 供 し 、 温 度 、 照 明及 び 給
水に 関す る適 切な 療 養環 境を 形成 する も のと する 。 

３  保 険医 療 機 関 は 、 第 五 条第 二 項 の 規 定 に よ る支 払 を 受 け て 生 活 療養 を 行 う 場
合 に は 、 当該 療 養 に ふ さ わ し い内 容 の も の と す る ほか 、 当 該 療 養 を 行 うに 当 た
り 、 あ ら かじ め 、 患 者 に 対 し その 内 容 及 び 費 用 に 関し て 説 明 を 行 い 、 その 同 意
を得 なけ れば なら な い。 

４  保 険医 療 機 関 は 、 そ の 病院 又 は 診 療 所 の 病 棟等 の 見 や す い 場 所 に、 前 項 の 療
養の 内容 及び 費用 に 関す る事 項を 掲示 し なけ れば なら ない 。 

(平一 八厚 労令 一五 七・ 追加) 
 

(保険外併用療養費に係る療養の基準等) 
第 五 条 の四  保 険 医 療 機 関 は、 評 価 療 養 、 患 者 申出 療 養 又 は 選 定 療 養に 関 し て 第

五 条 第 二項 又 は 第 三 項 第 二 号の 規 定 に よ る 支 払 を受 け よ う と す る 場 合に お い て、
当 該 療 養 を行 う に 当 た り 、 そ の種 類 及 び 内 容 に 応 じて 厚 生 労 働 大 臣 の 定め る 基
準 に 従 わ なけ れ ば な ら な い ほ か、 あ ら か じ め 、 患 者に 対 し そ の 内 容 及 び費 用 に
関し て説 明を 行い 、 その 同意 を得 なけ れ ばな らな い。 

２  保 険医 療 機 関 は 、 そ の 病院 又 は 診 療 所 の 見 やす い 場 所 に 、 前 項 の療 養 の 内 容
及び 費用 に関 する 事 項を 掲示 しな けれ ば なら ない 。 

(昭 五 九 厚 令四 五 ・ 追 加 、 昭 六 〇 厚 令 四 ・ 旧 第 五 条 の 二 繰 下 ・ 一 部 改 正、
昭六 三厚 令一 〇・一 部改 正、平 六厚 令五 〇・旧 第五 条の 三繰 下・一 部改 正、
平一 二厚 令一 二七・平一 四厚 労令 一二 〇・平一 七厚 労令 一三 七・平 一八 厚
労令 一五 七・ 平二 八 厚労 令二 七・ 一部 改 正) 

 
(証明書等の交付) 

第 六 条  保 険 医 療 機 関 は 、 患者 か ら 保 険 給 付 を 受け る た め に 必 要 な 保険 医 療 機 関
又 は 保 険 医の 証 明 書 、 意 見 書 等の 交 付 を 求 め ら れ たと き は 、 無 償 で 交 付し な け
れば なら ない 。た だ し、法第 八十 七条 第 一項 の規 定に よる 療 養費(柔道 整復 を除
く施 術に 係る もの に 限る 。)、法第 九十 九条 第一 項の 規定 に よる 傷病 手当 金、法
第 百 一 条 の規 定 に よ る 出 産 育 児一 時 金 、 法 第 百 二 条第 一 項 の 規 定 に よ る出 産 手
当 金 又 は 法第 百 十 四 条 の 規 定によ る 家 族 出 産 育 児 一時 金 に 係 る 証 明 書 又は 意 見
書に つい ては 、こ の 限り でな い。 

(昭 六 〇 厚 令三 ・ 昭 六 三 厚 令 一 〇 ・ 平 六 厚 令 五 〇 ・ 平 八 厚 令 六 ・ 平 一 四厚
労令 一二 〇・ 平一 六 厚労 令二 一・ 平二 八 厚労 令二 七・ 一部 改 正) 
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(指定訪問看護の事業の説明) 
第七 条 保険 医療 機 関は、患 者が 指定 訪 問看 護事 業者(法第 八十 八条 第一 項に 規定

す る 指 定 訪問 看 護 事 業 者 並 び に介 護 保 険 法 第 四 十 一条 第 一 項 本 文 に 規 定す る 指
定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 (訪 問 看 護 事 業 を 行 う 者 に 限 る 。)及 び 同 法 第 五 十 三 条 第
一 項 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 (介 護 予 防 訪 問 看 護 事 業 を 行 う 者
に限 る。)を い う。以下 同じ。)か ら指 定訪 問看 護(法 第八 十八 条第 一項 に規 定す
る 指 定 訪 問看 護 並 び に 介 護 保 険法 第 四 十 一 条 第 一 項本 文 に 規 定 す る 指 定居 宅 サ
ー ビ ス (同 法 第 八 条 第 四 項 に 規 定 す る 訪 問 看 護 の 場 合 に 限 る 。)及 び 同 法 第 五 十
三 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス (同 法 第 八 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す
る 介 護 予 防 訪 問 看 護 の 場 合 に 限 る 。)を い う 。 以 下 同 じ 。 )を 受 け る 必 要 が あ る
と 認 め た 場合 に は 、 当 該 患 者 に対 し そ の 利 用 手 続 、提 供 方 法 及 び 内 容 等に つ き
十分 説明 を行 うよ う 努め なけ れば なら な い。 

(平 六 厚 令 五〇 ・ 全 改 、 平 一 二 厚 令 八 一 ・ 平 一 四 厚 労 令 一 二 〇 ・ 平 一 八厚
労令 三二 ・平 二七 厚 労令 五七 ・一 部改 正) 

 
 (診療録の記載及び整備) 

第 八 条  保 険 医 療 機 関 は 、 第二 十 二 条 の 規 定 に よる 診 療 録 に 療 養 の 給付 の 担 当 に
関 し 必 要 な事 項 を 記 載 し 、 こ れを 他 の 診 療 録 と 区 別し て 整 備 し な け れ ばな ら な
い。  

 
(帳簿 等の 保存 ) 

第 九 条  保 険 医 療 機 関 は 、 療養 の 給 付 の 担 当 に 関す る 帳 簿 及 び 書 類 その 他 の 記 録
を そ の 完 結の 日 か ら 三 年 間 保 存し な け れ ば な ら な い。 た だ し 、 患 者 の 診療 録 に
あつ ては 、そ の完 結 の日 から 五年 間と す る。 

 
(通知) 

第 十 条  保 険 医 療 機 関 は 、 患者 が 次 の 各 号 の 一 に該 当 す る 場 合 に は 、遅 滞 な く 、
意 見 を 付 して 、 そ の 旨 を 全 国 健康 保 険 協 会 又 は 当 該健 康 保 険 組 合 に 通 知し な け
れば なら ない 。  
一 家庭 事情 等の た め退 院が 困難 であ る と認 めら れた とき 。 
二 闘争 、泥 酔又 は 著し い不 行跡 によ つ て事 故を 起し たと 認 めら れた とき 。 
三 正当 な理 由が な くて 、療 養に 関す る 指揮 に従 わな いと き 。 
四  詐 欺 そ の 他 不 正 な 行 為 に よ り 、 療 養 の 給 付 を 受 け 、 又 は 受 け よ う と し た と

き。  
(昭六 三厚 令一 〇・ 平一 二厚 令三 〇・ 平 二〇 厚労 令一 四九 ・ 一部 改正) 
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(入院) 
第 十 一 条 保 険 医 療 機 関 は 、患 者 の 入 院 に 関 し ては 、 療 養 上 必 要 な 寝具 類 を 具 備

し 、 そ の 使用 に 供 す る と と も に、 そ の 病 状 に 応 じ て適 切 に 行 い 、 療 養 上必 要 な
事項 につ いて 適切 な 注意 及び 指導 を行 わ なけ れば なら ない 。 

２  保 険医 療 機 関 は 、 病 院 にあ つ て は 、 医 療 法 の規 定 に 基 づ き 許 可 を受 け 、 若 し
く は 届 出 をし 、 又 は 承 認 を 受 けた 病 床 の 数 の 範 囲 内で 、 診 療 所 に あ つ ては 、 同
法 の 規 定 に基 づ き 許 可 を 受 け 、若 し く は 届 出 を し 、又 は 通 知 を し た 病 床数 の 範
囲 内 で 、 それ ぞ れ 患 者 を 入 院 させ な け れ ば な ら な い。 た だ し 、 災 害 そ の他 の や
むを 得な い事 情が あ る場 合は 、こ の限 り でな い。  

(昭六 三厚 令一 〇 ・ 平六 厚令 一〇 ・平 六 厚令 五〇 ・平 一〇 厚 令七 一・ 平二
八厚 労令 二七 ・平 三 〇厚 労令 二〇 ・令 二 厚労 令二 四・ 一部 改 正) 

 
 (看護) 

第 十 一 条の 二  保 険 医 療 機 関は 、 そ の 入 院 患 者 に対 し て 、 患 者 の 負 担に よ り 、 当
該保 険医 療機 関の 従 業者 以外 の者 によ る 看護 を受 けさ せて は なら ない 。 

２  保 険医 療 機 関 は 、 当 該 保険 医 療 機 関 の 従 業 者に よ る 看 護 を 行 う ため 、 従 業 者
の確 保等 必要 な体 制 の整 備に 努め なけ れ ばな らな い。 

(平四 厚令 七・ 追加 、平 六厚 令五 〇・ 一 部改 正) 
 

(報告) 
第 十 一 条の 三  保 険 医 療 機 関は 、 厚 生 労 働 大 臣 が定 め る 療 養 の 給 付 の担 当 に 関 す

る 事 項 に つい て 、 地 方 厚 生 局 長又 は 地 方 厚 生 支 局 長に 定 期 的 に 報 告 を 行わ な け
れば なら ない 。  

２  前 項の 規 定 に よ る 報 告 は、 当 該 保 険 医 療 機 関の 所 在 地 を 管 轄 す る地 方 厚 生 局
又 は 地 方 厚生 支 局 の 分 室 が あ る場 合 に お い て は 、 当該 分 室 を 経 由 し て 行う も の
とす る。  

(平 四 厚 令 七・ 追 加 、 平 一 二 厚 令 三 〇 ・ 平 一 二 厚 令 一 二 七 ・ 平 二 〇 厚 労令
一五 〇・ 一部 改正) 

 
第二章 保険医の診療方針等 

(診療の一般的方針) 
第 十 二 条 保 険 医 の 診 療 は 、一 般 に 医 師 又 は 歯 科医 師 と し て 診 療 の 必要 が あ る と

認 め ら れ る疾 病 又 は 負 傷 に 対 して 、 適 確 な 診 断 を もと と し 、 患 者 の 健 康の 保 持
増進 上妥 当適 切に 行 われ なけ れば なら な い。 

 
(療養及び指導の基本準則) 
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第 十 三 条 保 険 医 は 、 診 療 に当 つ て は 、 懇 切 丁 寧を 旨 と し 、 療 養 上 必要 な 事 項 は
理解 し易 いよ うに 指 導し なけ れば なら な い。 

 
(指導) 

第 十 四 条 保 険 医 は 、 診 療 にあ た つ て は 常 に 医 学の 立 場 を 堅 持 し て 、患 者 の 心 身
の 状 態 を 観察 し 、 心 理 的 な 効 果を も 挙 げ る こ と が でき る よ う 適 切 な 指 導を し な
けれ ばな らな い。  

第 十 五 条 保 険 医 は 、 患 者 に対 し 予 防 衛 生 及 び 環境 衛 生 の 思 想 の か ん養 に 努 め 、
適切 な指 導を しな け れば なら ない 。 

 
(転医及び対診) 

第 十 六 条 保 険 医 は 、 患 者 の疾 病 又 は 負 傷 が 自 己の 専 門 外 に わ た る もの で あ る と
き 、 又 は その 診 療 に つ い て 疑 義が あ る と き は 、 他 の保 険 医 療 機 関 へ 転 医さ せ 、
又 は 他 の 保険 医 の 対 診 を 求 め る等 診 療 に つ い て 適 切な 措 置 を 講 じ な け れば な ら
ない 。  

 
(診療に関する照会) 

第 十 六 条の 二  保 険 医 は 、 その 診 療 し た 患 者 の 疾病 又 は 負 傷 に 関 し 、他 の 保 険 医
療 機 関 又 は保 険 医 か ら 照 会 が あつ た 場 合 に は 、 こ れに 適 切 に 対 応 し な けれ ば な
らな い。  

(平一 〇厚 令一 九・ 追加) 
 

(施術の同意) 
第 十 七 条 保 険 医 は 、 患 者 の疾 病 又 は 負 傷 が 自 己の 専 門 外 に わ た る もの で あ る と

い う 理 由 によ つ て 、 み だ り に 、施 術 業 者 の 施 術 を 受け さ せ る こ と に 同 意を 与 え
ては なら ない 。  

 
(特殊療法等の禁止) 

第 十 八 条 保 険 医 は 、 特 殊 な療 法 又 は 新 し い 療 法等 に つ い て は 、 厚 生労 働 大 臣 の
定め るも のの ほか 行 つて はな らな い。 

(昭 六 〇 厚 令四 ・ 平 一 二 厚 令 一 二 七 ・ 平 一 七 厚 労 令 一 三 七 ・ 平 一 八 厚 労令
一五 七・ 一部 改正) 

 
(使用医薬品及び歯科材料) 

第 十 九 条 保 険 医 は 、 厚 生 労働 大 臣 の 定 め る 医 薬品 以 外 の 薬 物 を 患 者に 施 用 し 、
又 は 処 方 して は な ら な い 。 た だし 、 医 薬 品 、 医 療 機器 等 の 品 質 、 有 効 性及 び 安
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全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律(昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 四 十 五 号 )第 二 条 第 十 七 項 に
規定 する 治験(以下「治験」とい う。)に 係る 診療 にお いて、当該 治験 の対 象と さ
れ る 薬 物 を使 用 す る 場 合 そ の 他厚 生 労 働 大 臣 が 定 める 場 合 に お い て は 、こ の 限
りで ない 。  

２  歯 科医 師 で あ る 保 険 医 は、 厚 生 労 働 大 臣 の 定め る 歯 科 材 料 以 外 の歯 科 材 料 を
歯 冠 修 復 及び 欠 損 補 綴 に お い て使 用 し て は な ら な い。 た だ し 、 治 験 に 係る 診 療
に お い て 、当 該 治 験 の 対 象 と され る 機 械 器 具 等 を 使用 す る 場 合 そ の 他 厚生 労 働
大臣 が定 める 場合 に おい ては 、こ の限 り でな い。 

(昭 四 二 厚 令四 九 ・ 昭 五 九 厚 令 四 五 ・ 昭 六 〇 厚 令 四 ・ 平 八 厚 令 六 ・ 平 一〇
厚令 三二・平一 二厚 令一 二七・平一 四厚 労令 二三・平一 五厚 労令 八九・平
一六 厚労 令一 一二・平一 七厚 労令 一三 七・平一 八厚 労令 二七・平一 八厚 労
令一 五七 ・平 一九 厚 労令 一三 ・平 二六 厚 労令 八七 ・一 部改 正) 

 
(健康保険事業の健全な運営の確保) 

第 十 九 条の 二  保 険 医 は 、 診療 に 当 た つ て は 、 健康 保 険 事 業 の 健 全 な運 営 を 損 な
う行 為を 行う こと の ない よう 努めなけ れ ばな らな い。  

(平六 厚令 一〇 ・追 加) 
 

(特定の保険薬局への誘導の禁止) 
第 十 九 条の 三  保 険 医 は 、 処方 箋 の 交 付 に 関 し 、患 者 に 対 し て 特 定 の保 険 薬 局 に

おい て調 剤を 受け る べき 旨の 指示 等を 行 つて はな らな い。 
２  保 険医 は 、 処 方 箋 の 交 付に 関 し 、 患 者 に 対 して 特 定 の 保 険 薬 局 にお い て 調 剤

を 受 け る べき 旨 の 指 示 等 を 行 うこ と の 対 償 と し て 、保 険 薬 局 か ら 金 品 その 他 の
財産 上の 利益 を収 受 して はな らな い。 

(平六 厚令 一〇 ・追 加、 平八 厚令 六・ 令 二厚 労令 二四 ・一 部 改正) 
 
 (指定訪問看護事業との関係) 
第十 九条 の四  医 師 であ る保 険医 は、患 者か ら訪 問看 護指 示 書の 交付 を求 めら れ、

そ の 必 要 があ る と 認 め た 場 合 には 、 速 や か に 、 当 該患 者 の 選 定 す る 訪 問看 護 ス
テ ー シ ョ ン (指 定 訪 問 看 護 事 業 者 が 当 該 指 定 に 係 る 訪 問 看 護 事 業 を 行 う 事 業 所
をい う。 以下 同じ 。 )に交 付し なけ れば なら ない 。 

２  医 師で あ る 保 険 医 は 、 訪問 看 護 指 示 書 に 基 づき 、 適 切 な 訪 問 看 護が 提 供 さ れ
る よ う 、 訪問 看 護 ス テ ー シ ョ ン及 び そ の 従 業 者 か らの 相 談 に 際 し て は 、当 該 指
定 訪 問 看 護を 受 け る 者 の 療 養 上必 要 な 事 項 に つ い て適 切 な 注 意 及 び 指 導を 行 わ
なけ れば なら ない 。  

(平六 厚令 五〇 ・追 加) 
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(診療の具体的方針) 
第二 十条  医 師で あ る保 険医 の診 療の 具 体的 方針 は、前十 二 条の 規定 によ るほ か、

次に 掲げ ると ころ に よる もの とす る。 
一 診察  

イ 診察 は、 特に 患 者の 職業 上及 び環 境 上の 特性 等を 顧慮 し て行 う。 
ロ  診 察 を 行 う 場 合 は 、 患 者 の 服 薬 状 況 及 び 薬 剤 服 用 歴 を 確 認 し な け れ ば な

らな い。ただ し 、緊 急や むを 得な い場 合 につ いて は、この 限 りで はな い。 
ハ 健康 診断 は、 療 養の 給付 の対 象と し て行 つて はな らな い 。 
ニ 往診 は、 診療 上 必要 があ ると 認め ら れる 場合 に行 う。 
ホ 各種 の検 査は 、 診療 上必 要が ある と 認め られ る場 合に 行 う。 
ヘ ホに よる ほか 、各種 の検 査は 、研 究 の目 的を もつ て行 つ ては なら ない 。た

だし 、治 験に 係る 検 査に つい ては 、こ の 限り でな い。 
二 投薬  

イ 投薬 は、 必要 が ある と認 めら れる 場 合に 行う 。 
ロ  治 療 上 一 剤 で 足 り る 場 合 に は 一 剤 を 投 与 し 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場

合に 二剤 以上 を投 与 する 。 
ハ 同一 の投 薬は、みだ りに 反覆 せず、症状 の経 過に 応じ て 投薬 の内 容を 変更

する 等の 考慮 をし な けれ ばな らな い。 
ニ 投薬 を行 うに 当 たつ ては 、医 薬品 、医療 機器 等の 品質 、有効 性及 び安 全性

の確 保等 に関 する 法 律第 十四 条の 四第 一 項各 号に 掲げ る医 薬 品(以 下「新
医薬 品等 」と いう 。)とそ の有 効成 分 、分量 、用 法、用量 、効能 及び 効果
が 同 一 性 を 有 す る 医 薬 品 と し て 、 同 法 第 十 四 条 又 は 第 十 九 条 の 二 の 規 定
によ る製 造 販売 の承 認(以下 「承 認 」と いう 。)がな さ れた もの (た だし 、
同 法 第 十 四 条 の 四 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 医 薬 品 並 び に 新 医 薬 品 等 に 係 る
承認 を受 けて いる 者 が、当該 承認 に係 る 医薬 品と 有効 成分 、分量 、用 法、
用量、効能 及び 効果 が同 一で あつ てそ の 形状、有効 成分 の含 量又 は有 効成
分 以 外 の 成 分 若 し く は そ の 含 量 が 異 な る 医 薬 品 に 係 る 承 認 を 受 け て い る
場合 にお け る当 該医 薬品 を除 く 。)(以 下 「後 発医 薬 品」 とい う。)の 使用
を 考 慮 す る と と も に 、 患 者 に 後 発 医 薬 品 を 選 択 す る 機 会 を 提 供 す る こ と
等 患 者 が 後 発 医 薬 品 を 選 択 し や す く す る た め の 対 応 に 努 め な け れ ば な ら
ない 。  

ホ 栄養 、安静 、運 動、職場 転 換そ の他 療養 上の 注意 を行 う こと によ り 、治 療
の 効 果 を 挙 げ る こ と が で き る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 こ れ ら に 関 し 指 導 を
行い 、み だり に投 薬 をし ては なら ない 。 
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ヘ  投 薬 量 は 、 予 見 す る こ と が で き る 必 要 期 間 に 従 つ た も の で な け れ ば な ら
ない。この 場合 にお いて、厚生 労働 大臣 が定 める 内服 薬及 び 外用 薬に つい
て は 当 該 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 内 服 薬 及 び 外 用 薬 ご と に 一 回 十 四 日 分 、
三十 日分 又は 九十 日 分を 限度 とす る。 

ト 注射 薬は 、患 者 に療 養上 必要 な事 項 につ いて 適切 な注 意 及び 指導 を行 い、
厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 注 射 薬 に 限 り 投 与 す る こ と が で き る こ と と し 、 そ
の投 与量 は、症 状の 経過 に応 じた もの で なけ れば なら ず、厚 生労 働大 臣が
定 め る も の に つ い て は 当 該 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る も の ご と に 一 回 十 四 日
分、 三十 日分 又は 九 十日 分を 限度 とす る 。 

三 処方 箋の 交付  
イ 処方 箋の 使用 期 間は 、交 付の 日を 含 めて 四日 以内 とす る 。た だし 、長期の

旅行 等特 殊の 事情 が ある と認 めら れる 場 合は 、こ の限 りで な い。 
ロ イの 規定 にか か わら ず、リフ ィル 処 方箋（保 険医 が診 療 に基 づき 、別 に厚

生 労 働 大 臣 が 定 め る 医 薬 品 以 外 の 医 薬 品 を 処 方 す る 場 合 に 限 り 、 複 数 回
（三 回ま でに 限る 。）の 使用 を認 めた 処 方箋 をい う。以下 同 じ。）の 二回
目 以 降 の 使 用 期 間 は 、 直 近 の 当 該 リ フ ィ ル 処 方 箋 の 使 用 に よ る 前 号 ヘ の
必要 期間 が終 了す る 日の 前後 七日 以内 と する 

ハ イ及 びロ によ る ほか、処方 箋の 交付 に関 して は、前 号に 定め る投 薬の 例に
よる。ただ し、当該 処方 箋が リフ ィル 処 方箋 であ る場 合に お ける 同号 の規
定の 適用 につ いて は 、同 号ヘ 中「 投薬 量 」と ある のは 、「リ フィ ル処 方箋
の 一 回 の 使 用 に よ る 投 薬 量 及 び 当 該 リ フ ィ ル 処 方 箋 の 複 数 回 の 使 用 に よ
る合 計の 投薬 量」 と し、 同号 ヘ後 段の 規 定は 、適 用し ない 。 

四 注射  
イ 注射 は、 次に 掲 げる 場合 に行 う。 

(１) 経 口投 与に よ つて 胃腸 障害 を起 す おそ れが ある とき 、経口 投与 をする
こ と が で き な い と き 、 又 は 経 口 投 与 に よ つ て は 治 療 の 効 果 を 期 待 す
るこ とが でき ない と き。 

(２) 特 に迅 速な 治 療の 効果 を期 待す る 必要 があ ると き。 
(３ ) そ の 他 注 射 に よ ら な け れ ば 治 療 の 効 果 を 期 待 す る こ と が 困 難 で あ る

とき 。  
ロ  注 射 を 行 う に 当 た つ て は 、 後 発 医 薬 品 の 使 用 を 考 慮 す る よ う 努 め な け れ

ばな らな い。  
ハ  内 服 薬 と の 併 用 は 、 こ れ に よ つ て 著 し く 治 療 の 効 果 を 挙 げ る こ と が 明 ら

か な 場 合 又 は 内 服 薬 の 投 与 だ け で は 治 療 の 効 果 を 期 待 す る こ と が 困 難 で
ある 場合 に限 つて 行 う。 

ニ 混合 注射 は、 合 理的 であ ると 認め ら れる 場合 に行 う。 
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ホ  輸 血 又 は 電 解 質 若 し く は 血 液 代 用 剤 の 補 液 は 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る
場合 に行 う。  

五 手術 及び 処置  
イ 手術 は、 必要 が ある と認 めら れる 場 合に 行う 。 
ロ 処置 は、 必要 の 程度 にお いて 行う 。 

六 リハ ビリ テー シ ョン  
リハ ビリ テー ショ ン は、 必要 があ ると 認 めら れる 場合 に行 う 。 

六の 二 居宅 にお け る療 養上 の管 理等 
居 宅 に お け る 療 養 上 の 管 理 及 び 看 護 は 、 療 養 上 適 切 で あ る と 認 め ら れ る 場
合に 行う 。  

七 入院  
イ 入院 の指 示は 、 療養 上必 要が ある と 認め られ る場 合に 行 う。 
ロ  単 な る 疲 労 回 復 、 正 常 分 べ ん 又 は 通 院 の 不 便 等 の た め の 入 院 の 指 示 は 行

わな い。  
ハ 保険 医は、患者 の負 担に より、患者 に保 険医 療機 関の 従 業者 以外 の者 によ

る看 護を 受け させ て はな らな い。 
(昭 三 六 厚 令四 五 ・ 昭 五 六 厚 令 三 七 ・ 昭 五 九 厚 令 二 ・ 昭 六 〇 厚 令 四 一 ・平
二厚 令八・平 四厚 令 七・平六 厚令 一〇・平六 厚令 五〇・平 八 厚令 六・平一
〇厚 令一 九・平 一二 厚令 三〇・平一 二厚 令一 二七・平一 四厚 労令 二三・平
一八 厚労 令二 七・平 一八 厚労 令一 五七・平二 〇厚 労令 二八・平二 二厚 労令
二五・平二 六厚 労令 一七・平二 六厚 労令 八七・令二 厚労 令二 四・令 四厚 労
令三 一・ 一部 改正) 

 
(歯科診療の具体的方針) 

第 二 十 一条  歯 科 医 師 で あ る保 険 医 の 診 療 の 具 体的 方 針 は 、 第 十 二 条か ら 第 十 九
条の 三ま での 規定 に よる ほか 、次 に掲 げ ると ころ によ るも の とす る。 
一 診察  

イ 診察 は、 特に 患 者の 職業 上及 び環 境 上の 特性 等を 顧慮 し て行 う。 
ロ  診 察 を 行 う 場 合 は 、 患 者 の 服 薬 状 況 及 び 薬 剤 服 用 歴 を 確 認 し な け れ ば な

らな い。ただ し 、緊 急や むを 得な い場 合 につ いて は、この 限 りで はな い。 
ハ 健康 診断 は、 療 養の 給付 の対 象と し て行 つて はな らな い 。 
ニ 往診 は、 診療 上 必要 があ ると 認め ら れる 場合 に行 う。 
ホ 各種 の検 査は 、 診療 上必 要が ある と 認め られ る場 合に 行 う。 
ヘ ホに よる ほか 、各種 の検 査は 、研 究 の目 的を もつ て行 つ ては なら ない 。た

だし 、治 験に 係る 検 査に つい ては 、こ の 限り でな い。 
二 投薬  
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イ 投薬 は、 必要 が ある と認 めら れる 場 合に 行う 。 
ロ  治 療 上 一 剤 で 足 り る 場 合 に は 一 剤 を 投 与 し 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場

合に 二剤 以上 を投 与 する 。 
ハ 同一 の投 薬は、みだ りに 反覆 せず、症状 の経 過に 応じ て 投薬 の内 容を 変更

する 等の 考慮 をし な けれ ばな らな い。 
ニ 投薬 を行 うに 当 たつ ては、後発 医薬 品の 使用 を考 慮す る とと もに、患者 に

後 発 医 薬 品 を 選 択 す る 機 会 を 提 供 す る こ と 等 患 者 が 後 発 医 薬 品 を 選 択 し
やす くす るた めの 対 応に 努め なけ れば な らな い。 

ホ 栄養 、安静 、運 動、職場 転 換そ の他 療養 上の 注意 を行 う こと によ り 、治 療
の 効 果 を 挙 げ る こ と が で き る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 こ れ ら に 関 し 指 導 を
行い 、み だり に投 薬 をし ては なら ない 。 

ヘ  投 薬 量 は 、 予 見 す る こ と が で き る 必 要 期 間 に 従 つ た も の で な け れ ば な ら
な い こ と と し 、 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 内 服 薬 及 び 外 用 薬 に つ い て は 当 該
厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 内 服 薬 及 び 外 用 薬 ご と に 一 回 十 四 日 分 、 三 十 日 分
又は 九十 日分 を限 度 とす る。 

三 処方 箋の 交付  
イ 処方 箋の 使用 期 間は 、交 付の 日を 含 めて 四日 以内 とす る 。た だし 、長期の

旅行 等特 殊の 事情 が ある と認 めら れる 場 合は 、こ の限 りで な い。 
ロ イの 規定 にか か わら ず、リ フィ ル処 方箋 の二 回目 以降 の 使用 期間 は、直 近

の 当 該 リ フ ィ ル 処 方 箋 の 使 用 に よ る 前 号 ヘ の 必 要 期 間 が 終 了 す る 日 の 前
後七 日以 内と する 。  

ハ イ及 びロ によ る ほか、処方 箋の 交付 に関 して は、前 号に 定め る投 薬の 例に
よる。ただ し、当該 処方 箋が リフ ィル 処 方箋 であ る場 合に お ける 同号 の規
定の 適用 につ いて は 、同 号ヘ 中「 投薬 量 」と ある のは 、「リ フィ ル処 方箋
の 一 回 の 使 用 に よ る 投 薬 量 及 び 当 該 リ フ ィ ル 処 方 箋 の 複 数 回 の 使 用 に よ
る合 計の 投薬 量」 と し、 同号 ヘ後 段の 規 定は 、適 用し ない 。 

四 注射  
イ 注射 は、 次に 掲 げる 場合 に行 う。 

(１) 経 口投 与に よ つて 胃腸 障害 を起 す おそ れが ある とき 、経口 投与 をする
こ と が で き な い と き 、 又 は 経 口 投 与 に よ つ て は 治 療 の 効 果 を 期 待 す る
こと がで きな いと き 。  

(２) 特 に迅 速な 治 療の 効果 を期 待す る 必要 があ ると き。 
(３) そ の他 注射 に よら なけ れば 治療 の 効果 を期 待す るこ と が困 難で ある 

とき 。  
ロ  注 射 を 行 う に 当 た つ て は 、 後 発 医 薬 品 の 使 用 を 考 慮 す る よ う 努 め な け れ

ばな らな い。  
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ハ  内 服 薬 と の 併 用 は 、 こ れ に よ つ て 著 し く 治 療 の 効 果 を 挙 げ る こ と が 明 ら
か な 場 合 又 は 内 服 薬 の 投 与 だ け で は 治 療 の 効 果 を 期 待 す る こ と が 困 難 で
ある 場合 に限 つて 行 う。 

ニ 混合 注射 は、 合 理的 であ ると 認め ら れる 場合 に行 う。 
ホ  輸 血 又 は 電 解 質 若 し く は 血 液 代 用 剤 の 補 液 は 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る

場合 に行 う。  
五 手術 及び 処置  

イ 手術 は、 必要 が ある と認 めら れる 場 合に 行う 。 
ロ 処置 は、 必要 の 程度 にお いて 行う 。 

六 歯冠 修復 及び 欠 損補 綴 
歯冠 修復 及び 欠損 補 綴は 、次 に掲 げる 基 準に よつ て行 う。 

イ 歯冠 修復  
(１) 歯 冠修 復は 、必要 があ ると 認め ら れる 場合 に行 うと と もに 、こ れを行

つた 場合 は、 歯冠 修 復物 の維 持管 理に 努 める もの とす る。 
(２) 歯 冠修 復に お いて 金属 を使 用す る 場合 は、代用 合金 を 使用 する ものと

する 。た だし 、前 歯 部の 金属 歯冠 修復 に つい ては 金合 金又 は 白金 加金を
使用 する こと がで き るも のと する 。 

ロ 欠損 補綴  
(１) 有 床義 歯  

(一) 有 床義 歯は 、 必要 があ ると 認め ら れる 場合 に行 う。 
(二) 鉤 は、 金位 十 四カ ラッ ト合 金又 は 代用 合金 を使 用す る 。 
(三) バ ーは 、代 用 合金 を使 用す る。 

(２) ブ リッ ジ  
(一) ブ リッ ジは 、必要 があ ると 認め ら れる 場合 に行 うと と もに 、こ れを

行つ た場 合は 、そ の 維持 管理 に努 める も のと する 。 
(二) ブ リッ ジは 、 代用 合金 を使 用す る 。  

(３) 口 蓋補 綴及 び 顎補 綴並 びに 広範 囲 顎骨 支持 型補 綴 
口蓋 補綴 及び 顎補 綴 並び に広 範囲 顎骨 支 持型 補綴 は、必 要が ある と認
めら れる 場合 に行 う 。 

七 リハ ビリ テー シ ョン  
リハ ビリ テー ショ ン は、 必要 があ ると 認 めら れる 場合 に行 う 。 

七の 二 居宅 にお け る療 養上 の管 理等 
居宅 にお ける 療養 上 の管 理及 び看 護は 、 療養 上適 切で ある と 認め られ る場 
合に 行う 。  

八 入院  
イ 入院 の指 示は 、 療養 上必 要が ある と 認め られ る場 合に 行 う。 
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ロ 通院 の不 便等 の ため の入 院の 指示 は 行わ ない 。 
ハ 保険 医は 、患 者 の負 担に より 、患 者 に保 険医 療機 関の 従 業者 以外 の者 に 

よる 看護 を受 けさ せ ては なら ない 。 
九 歯科 矯正  

歯科 矯正 は、 療養 の 給付 の対 象と して 行 つて はな らな い。 た だし 、別 に厚 
生労 働大 臣が 定め る 場合 にお いて は、 こ の限 りで ない 。 
(昭三 六厚 令四 五・昭四 二厚 令四 九・昭 五三 厚令 二・昭 五六 厚令 三七・昭五
九厚 令四 五・ 昭六 〇 厚令 四・ 平二 厚令 八 ・平 四厚 令七 ・平 六 厚令 一〇 ・平
六厚 令五 〇・ 平八 厚 令六 ・平 一二 厚令 三 〇・ 平一 二厚 令一 二 七・ 平一 四厚
労令 二三 ・平 一八 厚 労令 二七 ・平 一八 厚 労令 一五 七・ 平二 〇 厚労 令二 八・
平二 二厚 労令 二五 ・ 平二 四厚 労令 二六 ・令四 厚労 令三 一・ 一 部改 正) 
 

(診療録の記載) 
第二 十二 条 保険 医 は、 患者 の診 療を 行 つた 場合 には 、遅 滞 なく 、様 式第 一号 又 

はこ れに 準ず る様 式 の診 療録 に、 当該 診 療に 関し 必要 な事 項 を記 載し なけ れば 
なら ない 。  
 

(処方箋の交付) 
第二 十三 条 保険 医 は、 処方 箋を 交付 す る場 合に は、 様式 第 二号 若し くは 第二 号 

の二 又は これ らに 準 ずる 様式 の処 方箋 に 必要 な事 項を 記載 し なけ れば なら な
い。  

２ 保険 医は 、リ フ ィル 処方 箋を 交付 す る場 合に は、 様式 第 二号 又は これ に準 ず
る様 式の 処方 箋に そ の旨 及び 当該 リフ ィ ル処 方箋 の使 用回 数 の上 限を 記載 しな
けれ ばな らな い。  

３ 保険 医は 、そ の 交付 した 処方 箋に 関 し、 保険 薬剤 師か ら 疑義 の照 会が あつ た
場合 には 、こ れに 適 切に 対応 しな けれ ば なら ない 。  

(昭六 三厚 令一 〇・ 平六 厚令 一〇 ・平 三 〇厚 労令 二〇 ・令 四 厚労 令三 一・ 一
部改 正) 

 
(適正な費用の請求の確保) 
第二 十三 条の 二 保 険医 は、 その 行つ た 診療 に関 する 情報 の 提供 等に つい て、 保 

険医 療機 関が 行う 療 養の 給付 に関 する 費 用の 請求 が適 正な も のと なる よう 努め 
なけ れば なら ない 。  

 
第三章 雑則 （略） 
様式 第一 号（ 一） の 1（第 二十 二条 関 係） （略 ）  
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（令 二厚 労令 二四 ・ 全改、令 二厚 労令 一 四一 ・一 部改 正） 
様式 第一 号（ 一） の 2（第 二十 二条 関 係） （略 ）  

（昭 五一 厚令 三六 ・ 全改 、平 六厚 令一 〇 ・一 部改 正）  
様式 第一 号（ 一） の 3（第 二十 二条 関 係） （略 ）  

（昭 五一 厚令 三六 ・ 全改 、平 六厚 令一 〇 ・平 六厚 令五 〇・ 一 部改 正) 
様式 第一 号（ 二） の 1（第 二十 二条 関 係） （略 ）  

（令 二厚 労令 二四 ・ 全改 、令 二厚 労令 一 四一 ・一 部改 正）  
様式 第一 号（ 二） の 2（第 二十 二条 関 係） （略 ）  

（昭 五一 厚令 三六 ・ 全改 、平 六厚 令一 〇 ・一 部改 正）  
様式 第二 号（ 第二 十 三条 関係 ）（ 略）  

（令 五厚 労令 四八 ・ 全改)  
様式 第二 号の 二（ 第 二十 三条 関係 ）（ 略 ）  

（令 五厚 労令 四八 ・ 全改) 


